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2006年５月１日現在､ (独) 日本学生支援機

構の調査結果によれば､ 外国人留学生数は

121,812人で､ 過去最高となった｡ 出身国別で

は､ 中国が80,592人で66％を占める｡ 次いで､

韓国の15,606人 (12％)､ 台湾の4134人 (３％)

の順である｡ 中国が韓国､ 台湾を大きく引き離

して圧倒的に多い｡ 外国人留学生10人のうち６

人が中国人である｡ なお､ この場合､ ｢中国｣

は中華人民共和国を指している｡ 中華人民共和

国の中国語の略称は ｢新中国｣ である｡ ここで

は ｢中国｣ あるいは ｢新中国｣ のいずれかを用

いることにする｡

中国からの留学生は日本のみならず世界各国

で増加している｡ 2004年１月25日新華社電によ

れば､ 2003年末までに世界103カ国に58万2000

人が留学､ そのうち16万人が帰国したという｡

2003年だけで11万7000人が留学のために出国し

ている｡

中国からの留学生が増加した背景には様々な

原因がある｡ 中国の国内事情だけでなく受け入

れ国の事情も絡んでいる｡ 従って､ 様々な視点

から原因を考えて見なければならない｡ 例えば､

中国の国内事情として､ 政府の留学派遣の拡大

政策､ 高等教育適齢人口の増加､ 外国語教育の

充実､ 順調な経済成長､ 海外企業の進出､ 国際

的地位の向上などが考えられるであろう｡ その

中で直接関連しているのは､ 中国政府の留学派

遣の拡大政策である｡ 本小論ではその歴史的展

開過程をたどることにしたい｡ そうすることで､

中国の留学派遣の理念と現在および将来の課題

が明らかになるものと思われる｡ 日本は中国か

らの大量の留学生の受け入れ国として､ 送り出

す側の論理を理解しなければならない｡

中国は中央集権国家であり､ 一般にいかなる

政策も中央政府主導で全国的に実施される｡ し

かし､ 国土は広大である｡ 各地方の気候風土､

天然資源､ 人口構成､ 民族構成はもとより､ 歴

史､ 経済､ 社会､ 教育の情況なども異なってい

る｡ 地方には地方の特性がある｡ 従って､ 中央

政府の政策方針に則しながらも､ 地方政府は地

方の実情に合せて独自の政策を展開している｡

留学派遣政策についても同じことが言える｡ わ

れわれが中央政府の政策方針を知ることは基本

である｡ だが､ それだけでは不十分であり､ 地

方政府の政策もあわせて知る必要がある｡

地方政府とは､ 省レベル､ 地区レベル､ 県レ

ベルの人民政府を指す｡ しかし､ 省レベルより

下位の人民政府では､ 外国との直接的な交渉権

が認められておらず､ たとえ要望を持っていて

も独自に留学派遣することはできない｡ 必ず上

位である省レベルの人民政府の認可を得なけれ

ばならない｡ 省レベルの人民政府は､ 中央政府

が国家派遣 (国家公派) 制度を実施しているの

と同様に､ 独自に留学派遣することが認められ
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ている｡

省レベルの行政区域とは省､ 自治区､ 直轄市

である｡ 中国には22省 (台湾を除く)､ ５自治

区､ ４直轄市､ すなわち31の行政区域がある｡

それぞれの人民政府の留学派遣政策は､ 各区域

の留学需要や人材需要が異なる以上､ 当然同一

ではない｡ 一体どのような政策が行われている

のか｡ 省レベルの留学派遣政策の動きは､ 今ま

であまり研究されていない｡ ここでは自治区の

留学派遣政策 (少数民族が比較的多く派遣され

る) を取り上げようと思う｡ 自治区は､ 正式に

は民族自治区と呼ばれている｡

ところで､ 中国の民族自治区とは､ 特定の少

数民族が集中居住する地域である｡ 中国が隣国

と国境を接する周辺部分に位置する｡ 東シナ海

に面する沿岸部に比べて経済・社会・教育の発

展が遅れている｡ 交通が不便であるため海外と

の交流は進まず､ いわば閉鎖的な状態にある｡

そのような辺境の経済・社会・教育の発展には､

各分野に優秀なリーダーが必要である｡ 新中国

成立当初､ 民族自治区をはじめ少数民族が多く

居住する民族自治地方では､ 少数民族の国家へ

の忠誠と団結による政治的安定が最も求められ

た｡ それゆえ政治・行政部門で働く少数民族幹

部の養成が急務であった｡ しかし､ 政治的安定

が得られると､ 今度は経済・社会・教育の発展

のために幅広い分野の専門的人材が必要となる｡

民族自治地方の需要に合致した先進的な知識と

技術を外国から直接導入する手段として､ 留学

派遣が実施されたのである｡ だが､ その実情は

今まで詳らかにされなかった｡ 民族自治区の留

学派遣政策の研究は､ 中国留学教育史の一側面

でもあり､ また民族教育史の一側面でもある｡

さて､ 本小論では中国の中央政府の留学派遣

政策をまず取り上げる｡ 政策は常に法律によっ

て表現される｡ 政策の理念や目的を知るには実

際の法律を吟味するしかない｡ 中央政府の留学

政策については､ 『中華人民共和国重要教育文

献』 (海南出版社) 全４巻のシリーズが1949年

から2002年までの教育政策文献､ 即ち､ 法律は

もとより行政法規､ 規定・通知・意見・指示な

どのレベルに至るまで収録している｡ 最近の研

究では､ 国家派遣留学の評価研究である陳学飛

等 (2003)､ 在外留学生の移民動向を追求した

程希 (2003) などがあり､ かなり深まりつつあ

る｡１

他方､ 本小論のもうひとつのテーマである民

族自治区の留学政策に関しては､ 著書・論文は

見当たらず､ 地方年鑑・地方政府報告書などに

断片的な記事を若干見出すことができるだけで

ある｡ 近年刊行された李滔主編 『中華留学教育

史録』 (高等教育出版､ 2000年１月) は､ 1949

年以後の留学政策に関する法律その他関係文書

を収録した資料集である｡ ここにも民族自治区

の政策に関する文献資料が若干掲載されている｡

また､ 筆者は1992 (平成４) 年８月に内蒙古

自治区フフホト市､ 1988年８～10月および2002

(平成14) 年９月に新疆ウイグル自治区ウルム

チ市､ カシュガル市､ イーニン市などを訪問し

関係者に面接した｡ その際､ 若干の資料が得ら

れたが､ 知り得なかった事柄も少なくない｡ こ

こに知り得た範囲で叙述し､ 後日を期したいと

思う｡

第１章 中国人留学生の政治的・民族的背景

日本で通常使用されている ｢中国人留学生｣

という呼称について､ 先ずその意味内容を吟味

したい｡ この呼称は､ しばしばその背景にある

複雑な情況をあまり考慮せずに使用されている｡

一例であるが､ ｢台湾からの留学生は中国人留

学生と呼ぶのでしょうか｣ という質問を受けた

白 � 悟2



ことがある｡ これに答えようとすれば､ 政治的

情況を解説する必要があるだろう｡ また､ ある

宴席で司会の日本人が ｢この方は中国人ではな

く､ ウイグルの留学生です｣ と紹介していたが､

中国の民族的情況の理解が不足しているように

思う｡ 実は､ この ｢中国人留学生｣ という呼称

は､ その ｢中国人｣ という呼称の背後にある政

治的情況と民族的情況という二つの情況を抜き

にしては真に理解できない｡ ｢中国人｣ の意味

内容によって ｢中国人留学生｣ の意味内容も違っ

てくるのである｡

１. 政治的情況(1)

政治的情況の第一は､ 1955年以降､ 政府は華

僑 (海外に定住する中国公民) が二重国籍を持

つことに賛成できない旨をしばしば発表してい

たが､ 1980年９月１日に中華人民共和国国籍法

を定め､ 正式に明文化したことである｡ これに

よって､ 中国国籍を有するまま海外に定住する

中国公民は従来通り ｢華僑｣ と呼ぶ｡ だが､ 海

外に定住し外国国籍を取得していた華僑は自動

的に中国国籍を失い､ ｢華人｣ (あるいは ｢外籍

華人｣ ｢華裔｣) と呼ばれることになった｡ 約

3000万人の海外定住者のうち90％が ｢華人｣ に

変わった｡ すなわち､ ｢華僑｣ と ｢華人｣ は共

通文化を有し､ 更に血縁関係や社会関係を有し

ていても､ 法律上は異なる概念となったのであ

る｡

1997年７月１日､ イギリスから香港が返還さ

れた｡ 続いて､ 1999年12月31日ポルトガルから

マカオが返還された｡ 香港とマカオの返還は､

かつての帝国主義列強によるアジア植民地の終

焉であった｡ だが､ 長期間植民地であったがゆ

えの繁栄もあった｡ その香港・マカオには一国

二制度 (一国両制) が適用され､ 特別行政区と

された｡ 特別行政区では､ ｢港人治港｣ などの

言葉に表現されるように高度な自治が与えられ､

資本主義制度が維持されることになったのであ

る｡ だが､ 返還前後には両地区で海外移民が急

増した｡ 社会主義中国に吸収されることを忌避

した人々である｡ 彼ら海外移民は移民先の国籍

を取得するまでは｢華僑｣であり､ 外国国籍を取

得すれば､ たとえ香港に再び戻って定住しても､

｢華人｣ である｡ 日本で ｢香港の留学生｣ と呼

ぶ学生の中にはイギリス国籍を有する学生 (華

人の子女) もいるのである｡

また､ 日本の大学を ｢中国人留学生｣ として

卒業し日本に定住している華僑 (一般に ｢新華

僑｣ と呼ばれている) が大勢いる｡ 彼らの子女

は､ 日本で誕生したか､ あるいは幼児期に同伴

して来日した経歴を有している｡ もし彼らが日

本で中等教育を卒業すれば､ 日本の大学の受験

資格は ｢外国人留学生｣ にはならない｡ 文部科

学省の規定では､ ｢外国人留学生｣ とは日本以

外の国で少なくとも12年間の教育を受けた者を

指すからである｡ このような場合､ 華僑の子女

は中国国籍を有していても､ 在留資格は ｢留学｣

ではないので､ 在学身分は ｢中国人留学生｣ で

はない｡ すでに､ このような新華僑のジュニア

世代が大学に進学する時代が始まっている｡

２. 政治的情況(2)

また､ もう一つの政治的情況がある｡ 大陸と

台湾 (中華民国) の統合問題である｡ 香港・マ

カオに適用された一国二制度は､ もともと台湾

を統合するために考えられた制度であった｡ 大

陸と台湾の統合に向けた両岸交渉は｢ひとつの

中国｣を目指して90年代から行われてきたが､

簡単には進展しない情勢にある｡ それゆえに在

日中国人留学生には､ 大陸からの留学生と台湾

からの留学生がいる｡ 一般に日本人の間では大

陸からの留学生を ｢中国人留学生｣ と呼び､ 台
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湾からの留学生は ｢台湾の留学生｣ と呼んでい

る｡ 思えば､ 政治的情況に則した呼び方である｡

しかし､ ｢台湾の留学生｣ にとっては､ この

ような日本人の政治的な呼び方はどう映るので

あろうか｡ 実は､ 彼らは､ 自分達は中国人留学

生であるという意識を最上位に据えている｡ 例

えば､ パーティの席上､ 司会者が ｢中国人留学

生は挙手をお願いします｣ と言えば､ 台湾の留

学生も当然挙手するのである｡ ｢中国人留学生｣

は本来､ 大陸からの留学生だけを意味するもの

ではないのである｡

３. 民族的情況

次に､ ｢中国人留学生｣ の民族的背景を理解

する必要がある｡

大陸と台湾には漢族と少数民族が存在してい

る｡ 台湾の住民は本省人 (旧移民系) と外省人

(戦後の新移民系) の２系統に大きく分かれる

が､ その他にも約30万人の ｢高砂族｣ と呼ばれ

る原住民が主に中央山岳部や周辺島嶼に居住し

ている｡ また外省人の中には大陸の少数民族出

身者も多く､ その民族言語も使用されている｡

他方､ 大陸には漢族以外に55の民族が識別さ

れ､ ｢少数民族｣ と呼ばれている｡ 従って､ 大

陸からの留学生の中には少数民族学生が含まれ

ている｡ 例えば､ 福岡地域の大学には､ 筆者の

知る限りでは､ ウイグル族､ カザフ族､ 回族､

蒙古族､ 朝鮮族､ 満州族､ エベンキ族､ チワン

族､ 苗族､ イ族､ モーラオ族､ 白族などの少数

民族学生がかつて学んでいたし､ 現在も学んで

いる｡ 彼ら少数民族学生も ｢中国人留学生｣ で

ある｡

少数民族学生には､ 姓名や外見に漢族とは明

らかに異なる特徴を持つ学生もいるが､ 姓名も

外見もほとんど漢族と見分けがつかない学生も

いる｡ 一見して見分けが付くか付かないかは､

学生本人にとって重要である｡ 見分けが付かな

い場合は､ 日本人に対して ｢私は中国人です｣

と言うのみで､ 民族属性をわざわざ自ら明らか

にすることは稀である｡ 同じ ｢中国人留学生｣

である漢族学生に対しても自ら少数民族である

と表明しようとしない学生もいる｡ 逆に､ 少数

民族出身を誇りにしている学生もいる｡ この態

度の相違する背景には､ 個人的感情と中国内で

の漢族に対する民族感情が複雑に絡み合ってい

る｡ 漢族と少数民族では言語､ 生活習慣､ 生活

感情､ 母国での立場などが異なるため信頼関係

を築きにくい場合もある｡

また､ 日本の大学の学籍管理では民族属性は

取り扱わないのが原則であり､ 学籍簿には記載

されない｡ このような理由で少数民族学生の存

在はあまり表面には現れない｡ しかし､ 全国大

学には相当数の少数民族学生が在籍しているの

である｡

少数民族学生は漢族学生と文化背景が異なっ

ている｡ 例えば､ 漢族は無宗教か､ もしくは道

教か仏教を信奉しているが､ 回族やウイグル族

はイスラム教であり､ 蒙古族はラマ教である｡

その他にも様々な信仰を有している民族がいる｡

宗教のような基本的価値観はもとより､ 民族関

係の歴史認識､ 習俗､ 慣習､ 食物嗜好､ 対人関

係の在り方など､ 留学生活において重要な要因

がそれぞれ微妙に異なっている｡ さらに重要な

ことであるが､ 留学目的､ 留学経路､ 専門分野

の学力､ 語学力､ 対人関係の範囲や生活適応の

情況､ 卒業後の進路､ 帰国後の留学成果の在り

方において､ 漢族とは異なる点もある｡ 同じ

｢中国人留学生｣ と言っても､ 同一視できない

部分が少なくない｡ 少数民族学生の独自の文化

背景と特殊な社会事情を尊重した教育指導､ 生

活指導､ 日本での文化交流､ 帰国後のフォロー

アップ事業が展開される必要があると思われる｡
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以上のように､ ｢中国人留学生｣ には政治的・

民族的背景がある｡ ここでは民族自治区の留学

派遣､ 即ち少数民族学生の留学事情を明らかに

したいと考えているが､ その他にも華僑の子女､

華人の子女､ 大陸の漢族学生､ 台湾の学生など

が日本の大学に在籍しており､ ｢中国人留学生｣

の教育課題は多様化しているのである｡

第２章 中央政府の留学派遣政策

中央政府の留学政策は刻々と移り変わる国内

の政治・経済・教育の動向にも､ さらに国際社

会の変動にもしばしば左右されてきた｡ また民

族自治区の留学派遣政策を理解するためには､

国内の民族政策､ 民族教育政策､ 民族地方の開

発政策など様々な領域の新しい動向を踏まえな

ければならない｡

本章では､ 中央政府の留学政策の変遷を辿る

ことにしたい｡ そもそも留学政策には､ 自国留

学生の派遣政策と帰国奨励政策､ 外国人留学生

の受け入れ増加政策と受け入れ抑制政策の４つ

の種類がある｡ 自国留学生の派遣政策は､ 自国

民の留学を奨励して､ 先進国の制度・文物の導

入を目指す｡ 帰国奨励政策は､ 人材流出 (頭脳

流出) を防ぐために自国留学生が学業終了後に

帰国するのを援助・支援する｡ 他方､ 外国人留

学生の受け入れ増加政策と受け入れ抑制政策は､

外国人留学生の受け入れ規模の増減を統御する

ための施策であり､ 大学の教育国際化や学術の

国際交流の発展を期したり､ あるいは逆に外国

人留学生の質を確保するために量を規制したり

することである｡ 中国においてもこれらの留学

政策が常に並行して行われてきた｡

さて､ 中央政府の留学政策について､ 教育部

(元国家教育委員会) は1998年に総括的な書を

刊行している｡ 即ち､ 国家教育委員会外事司編

『教育外事工作歴史沿革及現行政策』 (北京師範

大学出版社) である｡ これによれば､ 留学派遣

政策の展開は以下のように４つの時期に区分さ

れている｡２

①第一段階は1949～66年：ソ連・東欧派遣の

時期

②第二段階は1966～78年：文化大革命の時期

③第三段階は1978～89年：改革開放初期の留

学規模の拡大の時期

④第四段階は1989～96年：留学規模の更なる

拡大と帰国奨励政策の充実期

しかしながら､ この区分は1998年出版時点の

ものであり､ その後､ 現在 (2006年) までの推

移は当然のことながら記述されていない｡ 従っ

て､ 第四段階は ｢1989年から現在まで｣ として

おきたい｡ また､ この教育部の区分とは異なる

区分を提起している論文もあるが､ ここではこ

の４区分を踏襲することにする｡３

ところで､ 中国の留学派遣政策には､ 国家派

遣 (国家公派)､ 機関派遣 (単位公派と自費公

派)､ および自費留学の３種類がある｡ 国家派

遣は中央政府の奨学金によるもの､ 機関派遣は

中央官庁・地方政府などによるもので､ 奨学金

が給付されるものを単位公派､ 奨学金は給付さ

れないが手続き等で便宜を受けるものを自費公

派と呼ぶ｡ 自費留学は文字通り全て自分で手続

きし､ 自費で留学するものである｡

おおまかに歴史を辿れば､ 1949年新中国成立

前後､ 国民党政権下で派遣されていた在外留学

生の帰国運動が起こった｡ 並行して国家派遣が

開始されるが､ 文化大革命運動によって中断す

る｡ 80年代になって機関派遣､ 自費留学が許可

された｡ 90年代には大量に送り出した在外留学

生に向けた帰国奨励政策が本格化し､ 21世紀に

入って市場経済化が加速するにつれ､ 留学規模

は更に拡大する｡ この一貫して増加を辿ってい
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る海外留学の背景について次に論述する｡

１. 1949～66年のソ連など社会主義諸国への国

家派遣政策

(1) 国家派遣政策の目標

第一段階は､ 第二次世界大戦後の米ソの冷戦

の中で､ 中国は社会主義陣営にあって､ ソ連・

東欧への留学派遣政策を行った時期である｡

1949年６月30日､ 当時､ 中国共産党政治局主席

であった毛沢東は 『人民民主主義独裁について－

中国共産党28周年を記念して』 という論文の中

で､ 中国の近代留学史を省みながら､ 中国の新

建設はソ連を手本とすべきであると明言してい

る｡

1940年のアヘン戦争に敗れたときから､ 中

国の先進的な人々は非常な苦労を重ねて､ 西

方諸国に真理を求めた｡ …そのころ､ 進歩を

もとめる中国人は西方の新しい知識に関する

ものなら､ どんな書物でも読んだ｡ 日本､ イ

ギリス､ アメリカ､ フランス､ ドイツに派遣

された留学生の多いことは驚くばかりであっ

た｡ 国内では科挙を廃止し､ 雨後の筍のよう

に学校を起こして､ 西方に学ぶことに力を注

いだ｡ …国を救うには維新しかなく､ 維新に

は外国を学ぶほかないというわけである｡ …

帝国主義の侵略は西方から学ぼうとする中

国人の迷夢を打ち破った｡ 不思議なことだ｡

なぜ先生はいつも生徒を侵略するのか｡ 中国

人は西方からたくさんのものを学んだが､ 通

用せず､ 理想はいつも実現できなかった｡ …

(中略)…経済建設という重大な任務がわれわ

れの目の前に横たわっている｡ …ソ連の共産

党員にも､ 初めのうちは､ やはり､ 経済があ

まり得意でないものがいたし､ 帝国主義者は

やはり彼らが失敗するのを待ち受けていた｡

しかし､ ソ連共産党は勝利した｡ …彼らはす

でに偉大な輝かしい社会主義国家を打ち立て

た｡ ソ連の共産党こそはわれわれの最も立派

な先生で､ われわれはソ連の共産党に学ばな

ければならない｡

(『毛沢東選集第四巻』 新日本出版社､ 1964年

11月)

この時期､ 中国と外交関係を樹立した国家は

まだ少なかった｡ 留学交流は二国間に国交が樹

立されていることが大前提である｡ もし国交が

なければ留学交流はできない｡ 1949年10月１日

新中国成立後､ 翌２日にソ連政府は新中国を正

式に承認し､ 国交を樹立することを宣言した｡

続いて10月～11月にかけて､ ブルガリア人民共

和国､ ルーマニア社会主義共和国､ ハンガリー

人民共和国､ チェコスロバキア社会主義共和国､

朝鮮民主主義人民共和国､ ポーランド人民共和

国､ 蒙古人民共和国､ ドイツ民主共和国 (旧東

ドイツ)､ アルバニア人民社会主義共和国､ 翌

1950年１月18日にベトナム社会主義共和国､ ６

月にビルマ連邦社会主義共和国と外交関係が樹

立された｡ いずれも社会主義国である｡ 一方､

西側資本主義諸国との外交関係は少なく､ 国交

樹立したのは1950年４月１日にインド､ 同13日

にインドネシア共和国､ ５月から10月にかけて

スウェーデン王国､ デンマーク王国､ スイス連

邦､ リヒテンシュタイン公国､ フィンランド共

和国など７カ国であった｡

これ以後､ 中央アジア､ 中近東､ アフリカの

イスラム諸国との外交関係が毎年数カ国ずつ増

えていくが､ 1966年の文化大革命発動までに国

交樹立した国はわずか51カ国であった｡４

(2) 国家派遣の実績

最初の国家派遣 (国家公派) は1950年に実施

された｡ 同年９月６日にチェコスロバキア､ ルー
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マニア､ ポーランド､ ハンガリー､ ブルガリア

の５カ国に語学・歴史・地理を学習させるため

に25人を送り出し､ 12月28日にチェコスロバキ

アとポーランドに技術工学を学習させるために

10人を送り出した｡ 以後､ 表２－１のように､

毎年派遣が実施されたが､ 圧倒的にソ連留学が

多い｡ 1951年から65年までの15年間にソ連派遣

は8,310人に達した｡ この期間､ 39カ国10698人

を派遣したが､ その中でソ連派遣が78％を占め

たのである｡

概して､ この時期の特徴は､ 毛沢東論文の述

べるように､ 社会主義国家の経済建設をソ連に

学ぶことであった｡ ソ連は借款 (資金提供) を

実施し､ 各方面の専門家を派遣､ 特に中国人民

解放軍の軍事施設建設､ 海軍・空軍・軍事学校

の設立を支援した｡ また､ ソ連に中国人専用の

学校を創設､ 後に北京に移してソ連の教師・教

材で学ぶ学校となった｡ これが中国人民大学の

前身である｡５

中国の指導部はソ連留学を極めて重視してい

た｡ 1957年11月国家主席・毛沢東はじめ中国指

導部は各国共産党・労働党会議に出席するため

ソ連を訪問した｡ その際､ 同17日､ 毛沢東はモ

スクワ大学を見学､ 講堂で3000人の中国人留学

生・実習生を前に講話を行った｡ 次の一節は有

名である｡ ｢世界はあなた方のものである｡ ま

た､ 私達のものでもある｡ しかし､ 結局はあな

た方のものである｡ あなた方は若者であり､ 努

力前進の精神が鬱勃としている｡ まさに旺盛な

時期である｡ 朝の８時か９時の太陽のようだ｡

希望はあなた方の身上に託されている｡｣

しかし､ 1960年４月に中ソ論争が表面化し､

７月にはソ連が中国に派遣していた専門家をす
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表２－１ 文革前の年度別国家派遣実績

(出所) 『中国教育成就；1944－1983』 (人民教育出版社､ 1985年)､ 『新中国五十五年統計資料彙編』 (中国統計出版社､
2005年) および李滔主編 『中華留学教育史録』 (高等教育出版､ 2000年１月､ 220－226頁) より作成

年度 ソ 連 東ドイツ チェコスロバキア ルーマニア ポーランド その他 計

1950
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

―
375
220
583
1375
1932
2085
483
378
460
317
71
35
20
3
54
―

―
―
―
31
47
53
80
3
16
7
24
4
5
3
12
15
―

10
―
2
23
29
29
93
17
3
6
11
9
6
0
4
13
―

5
－
2
10
11
8
15
－
－
4
11
3
1
3
33
15
―

10
－
3
14
17
20
64
6
6
4
5
6
4
1
20
14
―

10
5
4
14
39
51
64
83
12
95
71
31
63
5
578
343
―

35
380
231
675
1518
2093
2401
592
415
576
441
124
114
32
650
454
―



べて本国に召還してしまう｡ ここにソ連との関

係は断絶してしまった｡ 中ソ関係が完全に正常

化したのは1991年５月であり､ 約30年後であっ

た｡ このような事情でソ連への留学派遣はこの

翌年1961年から減少する｡ ソ連の占めていた留

学先としての地位が低下するとともに､ それに

代わって地位が上昇したのはキューバとフラン

スである｡ 1964・65年のキューバ派遣は125人､

フランス派遣は182人に達した｡６

また､ もうひとつの特徴は外国語学習が主流

を占めたことである｡ 恐らく､ 外交関係を展開

する必要性から外国語人材の育成が急務とされ

たのである｡

『中華人民共和国教育大事記』 (1965年２月25

日付) に次のような記事がある｡ ｢我国は1957

年よりイタリア､ ベルギー､ スイス､ スウェー

デン､ ノルウェー､ デンマークなどに留学生を

派遣した｡ 1965年１月までの８年間に200名を

派遣したが､ 大部分は外国語学習であり､ 自然

科学の留学生はわずか21人であった｡｣７

しかし､ もっと大規模な計画が進められてい

た｡ 1964年から1966年に外国語学習の留学生

1926人を派遣する計画である｡ 計画表によれば､

1926人中に大学生 (留学先での身分) が1547人､

進修生 (１年以内の短期留学で学位取得を目的

としないもの) が379人である｡ 学習する外国

語は41言語に決定していた｡ 派遣人数の最も多

い言語は､ フランス語 (470人) である｡ 次い

で､ スペイン語 (272人)､ ポルトガル語 (103

人)､ アラブ語 (99人)､ 朝鮮語 (95人)､ 英語

(90人)､ ベトナム語 (85人)､ ドイツ語 (68人)､

ポーランド語 (64人)､ ルーマニア語 (62人)､

アルバニア語 (58人) の順である｡ 学習言語は

中国と関係の深い国々の公用語である｡ 因みに､

計画では日本語学習のために1965・66年に進修

生を25人派遣する予定であった｡ だが､ この計

画は文化大革命によって中断したと思われる｡８

(3) 留学生守則

留学生派遣業務 (出国留学工作) と並んで､

在外留学生の管理業務 (出国留学生管理工作)

がある｡ 管理とは､ 留学生の思想､ 学習､ 生活､

健康､ 事故・犯罪等の問題に指導・援助を与え

ることである｡ 管理業務を定めた最初の法律は､

｢1950年度派往東欧新民主主義国家的交換留学

生管理辧法｣ の７条であった｡ 次に､ 1952年６

月５日教育部は政務院 (国務院の前身) の ｢派

送出国留学生管理辧法｣ を修訂して発布してい

る｡ そこでは管理に関して教育部､ 外交部､ 人

事部､ 在外公館の役割分担を明確にしている｡

同時に､ ｢留学生守則｣ ８条を作成､ 留学生に

対する要望を掲げた｡

その後､ 管理規定には若干の加筆・添削が行

われる｡ 1954年12月21日高等教育部 (後に教育

部と合併) は在外公館宛に ｢留学生注意事項｣

８条を発布｡ 1958年１月10日高等教育部と外交

部は共同で ｢派遣した各国留学生の管理に関す

る規定｣ (関于管理派赴各国留学生的規定) を

発布｡ さらには､ 1964年３月９日に ｢中華人民

共和国派往国外留学生管理教育工作的暫行規定｣

(８章50条) と附件 ｢留学生守則｣ 10条を発布

している｡ この暫行規定では､ 特に留学生の政

治活動について､ マルクス・レーニン主義､ 毛

沢東思想を学習すること､ 外国の政治団体・外

国人学生の政治グループへの参加を禁じるなど

厳格に対応しようとする姿勢が窺える｡

1974年８月27日､ 外交部・国務院科教組 ｢関

于試行《出国留学生管理制度》(草案) 的通知｣

を在外公館に向けて発布｡ これには附件として

｢出国留学生守則｣ (草案) ８条と ｢出国留学生

管理制度｣ (草案) 16条が付されている｡ 文化

大革命の後半期､ 1972年に資本主義諸国に留学

派遣を再開したが､ 公費留学生が資本主義国の
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思想・風俗になじむことを警戒するかのように､

政治思想の学習､ 海外での言動についての種々

の注意を与えている｡ 例えば､ 第１条に ｢外国

人と重大な時事政治問題を談じるには､ 我国の

政治文献等の精神､ 公開されている新聞雑誌の

意見､ 在外公館の指示する表現形態を以ってす

ること｡｣ とあり､ 外国人とは一定の距離をお

いて付き合うよう要求している｡ (次節に詳述

する)

文革後､ 1979年６月３日教育部､ 国家科学委

員会､ 外交部は､ 在外公館宛に ｢出国留学人員

管理教育工作的暫行規定 (試行)｣ 10条および

｢出国留学人員守則 (試行)｣ ８条を通達した｡

前者８条には ｢留学人員が学校あるいは民家に

居住し､ 彼らと外国教師､ 同学､ 現地社会や大

衆とより多く接触させ､ 交流を強め､ 友誼を増

進させるように配慮すること､ 並びに彼らに絶

えず経験を総括させ､ 対外活動の水準を高める

よう援助すること｡｣ と述べている｡ 外国人と

の接触に距離を置いた1974年の ｢出国留学生管

理制度｣ とは対照的である｡ その後､ 1981年３

月31日国務院は教育部等６部門が提起した ｢出

国留学人員管理教育工作条例｣ 10章43条を批准

する｡ 先の ｢出国留学人員管理教育工作的暫行

規定 (試行)｣ 10条はこのときに廃棄される｡

但し､ ｢出国留学人員守則 (試行)｣ ８条はそ

のまま残された｡ 留学生守則として､ これ以後

提起されたものはないので､ これが最新の守則

ということになる｡

出国留学人員守則 (試行)

一. 社会主義祖国に忠節であり､ 革命を保持す

るよう警戒し､ 国家機密を厳守すること｡

二. マルクス・レーニン主義､ 毛沢東思想を真

摯に学習し､ 世界観を改造するよう努力する

こと｡

三. 努力して学習し､ 刻苦して研究し､ 先進科

学文化知識を習得すること｡

四. 生活は素朴に､ 品行は方正に｡ 衛生に配慮

し､ 礼儀に注意し､ 積極的に身体を鍛錬する

こと｡

五. 中国の同学間の団結互助を強めること｡

六. 組織紀律を遵守し､ 請示報告を強化するこ

と｡

七. 滞在国の法律と学校の規則・制度を遵守し､

その風俗習慣と宗教信仰を尊重すること｡

八. 滞在国の人民との友誼と団結を維持し､ 増

進させること｡

この六条の ｢組織紀律｣ とは､ 外国人に金銭・

物品を借りないこと､ 税関違反物品を外国人に

委託しないこと､ また外国人に依頼しないこと｡

外国人に配偶者､ 子女や親友の留学のための資

金援助を求めないこと､ 香港・マカオ・台湾や

国外華僑にも同様なことをしないこと､ 不適当

な娯楽場所に行かないことなどである｡ また

｢請示報告｣ とは､ 困ったことがあれば在外公

館に相談することである｡

以上のように､ 在外留学生の管理業務に関す

る規定や留学生守則は､ 初期には国家派遣事業

を何としても成功に導くための指針として作成

された｡ 派遣事業の失敗は国家にとって重大な

損失であり､ 失敗を防ぐために留学生の思想､

学習､ 生活を保護し援助する責任は重大である

と認識されていたように思われる｡ しかし､ 文

化大革命運動の影響で､ 留学生の政治思想の右

傾化や海外での開放的な言動を強く規制する手

段となった｡ だが､ 文革後は留学先の国民との

友好交流を促進することなどが述べられている｡

文化大革命の影響は次第に薄れていったのであ

る｡
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２. 1966～78年の文化大革命による停滞期

(1) 留学派遣の停止と再開

話は前後するが､ 1966年８月８日､ 中国共産

党第８期中央委員会第11回総会 (中共八期十一

中総会) は ｢プロレタリア文化大革命に関する

決定｣ を採択した｡ これは16条からなる文化大

革命の目的・方法に関する決議 (階級闘争継続

の理論) であり､ ｢十六条｣ とも呼ばれている｡

その10条 ｢教育改革｣ の項では､ ｢旧教育制

度を改革し､ 旧教育方針や方法を改革すること

は､ 文化大革命のきわめて重要な任務である｡

この文化大革命の中で､ ブルジョア階級の知識

人が私たちの学校を統治している現象を徹底的

に改変しなければならない｡ …ただ読み書きを

学ぶだけでなく､ 労働者に学び､ 農民に学び､

軍隊にも学び､ ブルジョア階級を批判する文化

革命の闘争にも随時参加しなければならない｡｣

と述べている｡ また､ 12条 ｢科学者・技術者と

一般職員に関する政策｣ の項では､ ｢もし彼ら

が愛国的で､ 積極的に仕事をし､ 反党・反社会

主義ではなく､ 外国と気脈を通じていないなら

ば､｣ 団結しなければならないと述べるととも

に､ 貢献している科学者・技術者は保護しなけ

ればならないが､ 彼らが世界観とやり方を逐次

｢改造｣ するのを援助する必要があるとも述べ

ている｡

この ｢決定｣ によって様々な活動が行われた

が､ その中には知識人の権威主義・右傾化批判､

知識青年の下放運動もあった｡ 紅衛兵など ｢造

反派｣ の右派吊るし上げ､ 伝統文化の破壊活動

も始まった｡ その活動は全国に普及するととも

に過激化し､ 社会は混乱していった｡

1967年１月18日教育部・外交部は ｢国外留学

生は帰国し､ 文化大革命運動に参加することに

関する通知｣ を在外公館に下記の通り布告した｡

各在外公館､ 代辧処､ 代表処：

中央の批准した外交部党委員会12月12日 ｢海

外滞在員は計画的に帰国し､ 文化大革命運動に

参加することに関する｣ 精神に基づき､ ここに

留学生が帰国して文化大革命運動に参加するよ

う以下の通り通知する｡

一､ 科学技術進修生で特別な必要性があるか､

あるいは個々の特殊な情況があって､ 国外で

継続して学習する場合を除き､ すべて帰国し

文化大革命運動に参加しなければならないと

現在決定した｡

二､ 1965年の出国留学生は学校側と交渉して半

年休学し､ ２月初めに帰国して出頭すること｡

たとえ学校側が同意せずとも２月10日前に帰

国すること｡

三､ 1964年の出国留学生はすべて卒業を繰り上

げること､ 即ち２月10日前に帰国し､ 帰国後

は再び出国しないこと｡ 学校側が同意せずと

も期日通りに帰国すること｡ 但し､ 学習困難

な言語 (アラブ語､ フィンランド語､ スウェー

デン語など) であれば､ 学校側に半年休学の

同意を求めた後､ すぐに帰国すること｡ 再び

戻って学習を継続するか否かは､ 秋までに具

体的な情況に基づいて改めて決定する｡

四､ 電信受理後すみやかに学生に伝達すること｡

よく検討し､ 対外交渉に力を入れ､ かつ妥当

に処置し､ うまく説得するよう｡ 処置情況は

速やかに国に報告するよう望む｡

この通達によれば､ 科学技術関係の研究員を

除いて､ 留学生はすべて帰国して文化大革命運

動に参加するよう命じている｡ しかもこの通達

が出されたのは１月18日であるが､ ２月10日前

には帰国するよう求めている｡ １ヶ月もないこ

の慌しさの原因は何だろうか｡ そして､ この通

達に従って留学生たちは全員帰国したのだろう
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か｡ どのくらいの人数が帰国したのか｡ 記録が

ないのか､ 記録が公表されていないのか､ どち

らかであろうが現時点では一切不明である｡

ところで､ そもそもなぜ帰国するよう命じた

のであろうか｡ それは上記12条に起因するので

はないかと筆者は思う｡ 留学生たちが12条にい

う ｢外国と気脈を通じる｣ 人間になることを回

避するためだったのだろう｡ 恐らく同じ理由で､

新規の留学派遣は1966年から1971年までの６年

間､ 停止されることになったのではあるまいか｡

しかし､ これは文献からの推測に過ぎない｡ 文

革の渦中で教育部・外交部は､ 自らの立場を守

るために建前上､ このような通達を出さなけれ

ばならなかったのかもしれないのである｡

かろうじて留学派遣が再開されるようになっ

たのは､ 1972年後半であった｡ この前年10月に

国連総会で中国の国連代表権復活が決定され､

中国は国際社会に受け入れられたのである｡

1972年２月に米国のニクソン大統領訪中､ ９月

に日本の田中角栄首相訪中し､ 国交回復してい

る｡ この２年間のうちに､ 71年15カ国､ 72年18

カ国と国交樹立したのである｡

留学交流では､ 1972年９月に中共中央 ｢中国・

フランスの貿易と文化交流の若干の項目に関す

る原則請示｣ が批准され､ フランスに語学研修

生として33歳以下の通訳・教員20人を派遣した｡

これを皮切りに､ 資本主義国家への留学派遣が

始まったが､ 国内の混乱は終息せず､ 76年文化

大革命終結までに49カ国1629人を送り出したに

過ぎない｡９

この時期も外国語学習を主とする派遣であっ

たが､ 文化大革命の影響で極度に派遣人数は少

なかった｡ 留学交流が行われないのは文化的に

鎖国状態にあるのと同じである｡ 鎖国状態では

経済や科学技術その他あらゆる分野の発展が遅

れることを中国は身を以て知ることになった｡

この苦しい経験が次の対外開放時代に留学交流

の急速な拡大をもたらすことになったと思われ

る｡

(2) 文革期の出国留学生管理制度

1972年に資本主義諸国への留学生派遣を再開

した｡ それを期に彼ら公費留学生に対する政治

思想の監督が課題となったのである｡ 前項でも

述べたが､ 1974年８月27日､ 外交部・国務院科

教組 ｢関于試行《出国留学生管理制度》(草案)

的通知｣ を在外公館に向けて発布した｡ これに

は附件として ｢出国留学生守則｣ (草案) ８条

と ｢出国留学生管理制度｣ (草案) が記載され

ている｡ 後者の ｢出国留学生管理制度｣ (草案)

には､ 外事紀律８条と内部制度８条があるが､

留学生の思想・言動を規制しようとしている様

子がよく分かる｡

出国留学生管理制度 (草案)

一､ 外事紀律

１. 外国人と重大な時事政治問題を談じるに

は､ 我国の政治文献等の精神､ 公開されて

いる新聞雑誌の意見､ 在外公館の指示する

表現形態を以ってすること｡

２. 参観旅行への外出は在外公館の許可を求

め､ 外出活動は２人以上で同行すること｡

３. 外国の新聞雑誌やテレビでの文章発表あ

るいは記者への応答は､ 在外公館に事情を

斟酌して処理してもらうよう請うこと｡

４. 滞在国あるいは外国人学生の政治組織や

宗教活動に参加しないこと｡ 滞在国で組織

される政治活動に参加するかどうかは､ 在

外公館に指示を請うこと｡

５. 映画・テレビを見ることは､ 専門の学習

にとって利益があることが原則であり､ 在

外公館は具体的な規定を作成すること｡

６. 居住地や公共の場所で国家機密や内部問
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題を議論しないこと｡

７. 外国人と金銭の貸借関係を作らないこと｡

８. 外国人と恋愛しないこと｡

二､ 内部制度

１. 在外公館の党委員会の統一的指導に従う

こと｡ 条件の揃った地方では､ 留学生は単

独で党や共産主義青年団の支部を設置し､

対外的には学生会の名を使用すること｡

２. 定期的に党や共産主義青年団の組織で生

活し､ 常に (社会矛盾の) 批判と自己批判

を展開し､ ｢四大｣ をしないこと｡

３. 同志間で意見が分かれたら内部で解決し

て､ 外国人の面前に曝さないこと｡

４. 学習中の思想問題と実際問題を注意深く

解決し､ 随時､ 経験を総括すること｡

５. 政治上､ 学習上､ 生活上､ 相互に関心を

持ち､ 相互に愛護し､ 相互に援助すること｡

６. 同国人間の生活 (内部生活) は､ 団結､

緊張､ 厳粛､ 活発であること｡ その土地の

事情に適合するように有益な文化・娯楽・

体育の活動を行うこと｡

７. 勤倹節約を励行し､ 厳格に財務規定の各

項を実行すること｡

８. 留学生は紀律を遵守する模範､ 政策を実

行する模範､ 内部の統一団結の模範となら

なければならない｡ 外事紀律と内部制度に

違反すれば､ 反省を促し､ 処分に至るもの

とする｡

(『中華人民共和国重要教育文献』 1997年､

1527頁より訳出)

上記の内部制度の２条に言われている ｢四大｣

とは､ 大鳴 (大いに見解を述べる)､ 大放 (大

胆に意見を発表する)､ 大弁論 (大弁論を行う)､

大字報 (壁新聞を貼り出す) という四つの行動

を指す｡ これらは文化大革命において奨励され

た行動であるが､ 外国では禁止されたのである｡

３. 1978～89年改革開放初期の留学派遣の拡大

(1) �小平の留学教育理念－その１
1976年は中国にとって混迷の年と言われてい

る｡ １月８日国務院総理・周恩来逝去､ ４月５

日天安門事件､ 続いて朱徳逝去､ ７月28日河北

省唐山地区大地震で死者24万人・負傷者36万人

余､ ９月９日毛沢東逝去と悲しい出来事が続い

たのである｡ そして､ 10月６日 ｢四人組｣ 逮捕

により文化大革命は終結する｡ 動乱の時代が過

ぎ､ 社会は安定に向かい始めた｡

翌1977年７月中国共産党第10期中央委員会第

３回総会 (中共十期三中全会) において､ �小
平は党､ 軍､ 国務院での重要職に復活し､ 翌８

月中央委員会副主席､ 中央軍事委員会副主席､

翌78年２月全国政治協商会議主席に就任した｡

党中央委員会総会は総書記・政治局常務委員・

政治局員を選出する会議で､ 中央委員と中央候

補委員で構成される｡ ほとんどの重要政策はこ

こで決定されるのである｡ かくして�小平は政
治の実権を掌握した｡ 78年12月18日第11期中央

委員会第３回総会 (中共十一期三中全会) にお

いて､ 階級闘争継続を停止し､ 経済建設を中心

にすえる政治路線と改革開放方針が決定された｡

この改革開放方針を推し進めたのが�小平であ
り､ この総会以後は最高実力者にちなんで�小
平時代と呼ばれている｡

さて､ �小平は留学政策を積極的に推進した｡
1978年６月23日､ �小平は教育部から清華大学
に関する問題を聴取した時に次のように述べた｡

私は留学生の数を増大させることに賛成だ｡

主として自然科学をやらなければならない｡ …

これは５年以内に成果を見ることができ､ 我国

の水準を高める重要な方法の一つである｡ 数え
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切れないほど大勢を派遣すべきである｡ 十人や

八人では駄目だ｡ 教育部は検討しなければなら

ない｡ たくさんのお金を使うだけの値打ちがあ

る｡ …今年は３～４千人､ 来年は万人を｡ …留

学生管理制度も改革しなければならない｡ …留

学生は学校に住むこともあるし､ 外国の友人の

家に住むこともある｡ …教育部は留学生を専門

に管理する係を作るべきであり､ 留学生が比較

的多くいる国に出かけて行って彼らに会い､ 留

学生の情況と解決を求めている問題を常に理解

しなければならない｡

(｢�小平同志談清華問題時関于派遣留学生問題
的指示｣ より抜粋)

この�小平による留学生派遣の拡大指示と管
理方針は､ 中央政府のそれ以後の留学政策の起

点となったのである｡

(2) �小平の留学教育理念－その２
中国の政治形態はプロレタリア階級独裁であ

る｡ プロレタリア階級の中の労働者階級と中国

共産党の指導によって､ 他の階級と協力して国

家を運営する｡ この政治形態のもとで､ 知識人

(知識分子) は封建社会の士大夫階級の旧思想

を多分に残している可能性があるため､ 冷遇さ

れ迫害されてきた｡ この言わば基本的革命理論

に対して､ 国務院総理・周恩来は文革前の1962

年３月27日全国人民代表大会の政府報告の中で

次のように述べていた｡

知識分子は社会主義建設事業が勝利するのに

必要不可欠で重要な力である｡ 我国の知識分子

は社会主義建設の各戦線で貴重な貢献をしてき

た｡ 国家と人民の尊重を受けるべきである｡ 我

国の知識分子の状況は､ すでに解放初期とは大

きく異なっている｡ 新社会は大量の若い知識分

子を育成してきた｡ 彼らは ｢紅であり専である｣

という道に沿って成長してきた｡ 旧社会からの

知識分子は12年の鍛錬を経て､ 一般的に言えば､

すでに根本的に変化した｡ 知識分子の中の絶対

多数は積極的に社会主義のために服務し､ 中国

共産党の指導を受け入れ､ 自ら継続して自己改

造を行っている｡ 全く疑いなく､ 彼らは労働人

民に属する知識分子である｡

(周恩来 ｢政府工作報告｣ 第２期全国人民代表

大会第３次会議)

しかしながら､ 文化大革命運動は資産階級の

知識人に対して疑心暗鬼の眼を向け､ 更なる自

己改造を強いたのである｡ そのため�小平は文
革後に｢知識人も労働者である｣と敢えて唱えな

ければならなかった｡ 科学技術の発展には教育

の発展が必要であり､ 科学技術と教育の両方の

発展のために知識人が活躍できる条件を創出し

なければならなかったのである｡ �小平は1977
年５月24日 ｢知識を尊重し､ 人材を尊重しよう｣

という談話において以下のように述べている｡

我々が現代化を実現するための鍵は科学技術

の向上である｡ 科学技術を発展させるためには

教育を掌握しなければならない｡ …先進国と比

較して､ 我々の科学技術と教育は､ たっぷり20

年は遅れている｡ 科学技術の要員はアメリカに

は120万､ ソ連には90万いるのに､ 我々には20

余万しかいない｡ …日本人は明治維新から科学

技術に注意を払い､ 教育に注意を払い､ 大変な

努力を重ねてきた｡ 明治維新は新興のブルジョ

ア階級がやった現代化であり､ 我々はプロレタ

リア階級であるから､ 彼らより立派にやるべき

であり､ また､ やることができよう｡ … (中略)

…科学技術系統の中から尖端的人材を選ぶ｡ …

彼らに研究の仕事に専心してもらう｡ 生活が苦

しい者には手当をやって補助する｡ 今､ ある人
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たちは老人と子どもを抱え､ １ヶ月の給料は５

～60元で､ 家庭の雑用に多くの時間を取られて

いる｡ 夜になって静かなところで本を読もうと

しても､ それもできない｡ これでは困る｡ これ

らの人たちに対する政治的な要求はほどほどで

あるべきである｡ …知識分子を尊重しないとい

う誤った思想に反対しなければならない｡ 頭脳

労働であると､ 肉体労働であるとを問わず､ す

べて労働である｡ 頭脳労働に従事している人間

も労働者である｡ …知識を重視し､ 頭脳労働に

従事する人間を重視しなければならない｡

(1977年５月24日�小平 ｢尊重知識､ 尊重人材｣
より抜粋)�小平は中国の近代化のためには科学技術の
発展が必要であることから､ 知識人の尊重を説

いた｡ 知識人の国家貢献は科学技術を発展させ

ることにあると述べて､ 知識人の位置づけを明

確にし､ 待遇改善を指示した｡ 同時に､ 海外の

科学技術を謙虚に学び､ 大量に導入するために

留学派遣の拡大を指示したのである｡ かくして､

中央政府は､ 従来からの国家派遣の人数を増加

するだけでなく､ 中国の大学と海外の大学との

交換留学制度､ 機関派遣制度 (単位公派)､ 自

費留学制度を開始した｡ 海外留学の門は大きく

開かれた｡ 瞬く間に中国は世界最大の留学生送

り出し国になっていった｡

(3) 国家派遣制度の拡大

1978年８月４日､ 教育部は ｢出国留学生を増

加して選抜することに関する通知｣ (教育部関

于増選出国留学生的通知) を発布し､ 進修生・

大学院生の選抜方法を規定している｡ その冒頭

にはその年の全体的な派遣方針が次のように述

べられている｡

中央の指示のもとに､ 1978年の出国留学生

(大学生､ 進修生､ 大学院生を含む) の定員を

3000人以上に増やす｡ 主に理､ 工科 (農学・医

学を含む) 関連の専門分野を学習する｡ 既に選

抜派遣した学習者以外に､ 2500人以上を選抜す

る｡ 出国留学する大学生は､ 今年の大学入試受

験生および大学１年生の中から選抜する｡ 出国

する大学院生は主として今年合格した大学院生

の中から選抜する｡ 進修生は大学教員､ 科学研

究機構の研究員および科学技術管理幹部､ 企事

業の科学技術人員の中から選抜する｡

すなわち､ 国家派遣は､ 大学生､ 進修生､ 大

学院生の三つの身分で実施された｡ 1978年から

89年までの10年間に36,237人が派遣されている｡

そのうち大学生が70％で大多数を占めた｡ 留学

期間は大学生・大学院生がそれぞれ学部・大学

白 � 悟14

表２－２ 改革開放後６年間の年度別国家派遣実績

(出所) 『中国教育成就；1949－1983』 人民教育出版社､ 1985

年 度 米 国 日 本 西ドイツ カナダ イギリス フランス その他 計

1978
79
80
81
82
83

75
354
754
1400
904
970

109
112
397
441
480
433

103
151
250
374
237
313

35
79
206
194
110
260

79
261
155
144
149
168

163
190
88
82
200
234

296
630
274
337
207
255

860
1777
2124
2922
2326
2633

計 4457 1972 1428 884 956 957 1988 12642

(人)



院課程を修了するまでの４年から５年以上であ

るのに対して､ 進修生は海外では訪問研究員

(���������������) という身分であり､ １～２
年の短期であった｡ 派遣先は､ 表２－２のよう

に米国が最も多く､ 次いで日本､ 西ドイツ､ フ

ランス､ イギリス､ カナダの順である｡ 50～60

年代のソ連派遣時代と比較すれば歴然としてい

るが､ 派遣先は西側諸国に180度転換した｡

(4) 大学間交流協定による留学派遣

中国と海外の大学間交流は中国語では ｢校際

交流｣ と言う｡ 両大学が対等の立場で相互の利

益のために留学者 (大学生､ 大学院生､ 進修生)､

研究者､ 教員､ 学術論文､ 図書資料などを交換

したり､ 教育・研究で協力したりすることを意

味する｡

1954年10月モスクワ大学と北京大学が交流関

係を樹立したのが最初であり､ それ以後､ 中国

の大学は多くの海外大学との交流関係を締結し

てきた｡ 特に､ 改革開放が進むにつれて､ 大学

間交流の重要性は増してきたし､ 交流の機会も

得やすくなった｡ そこで､ 1979年６月､ 教育部・

外交部は ｢校際交流の展開に関する幾つかの意

見｣ (関于開展校際交流的幾点意見) を提出し､

一般的な友好訪問ではなく学術交流を重視する

こと､ 米国など少数の国家や少数の大学に偏ら

ずアジア・第三世界の大学も重視することなど､

方向性を示した｡10

海外の大学との交流協定によって､ あるいは

必ずしも交流協定によらずに､ 中国の大学や研

究機関の人員が海外留学する事例が増えてきた｡

そこで､ 1985年４月18日教育部は ｢部に属する

高等教育機関が自ら選考派遣する留学人員の審

査方法に関する通知｣ (関于部属高等院校自行

選派留学人員審批辧法的通知) を発布した｡ 部

は中央官庁である教育部等を指している｡ 中国

の大多数の大学は教育部直属である｡ この通知

によって大学による留学派遣手続きが統一され

た｡

(5) 機関派遣制度

中央官庁や地方政府が海外に留学ルートを模

索し､ 自ら資金調達して派遣することが行われ

始めた｡ 機関派遣 (単位公派) である｡ 教育部

は1984年９月３日 ｢部門､ 地方が出国留学人員

を自ら選抜派遣することに関する通知｣ (｢関于

部門､ 地方自行選派出国留学人員的通知｣) を

公布して､ その動きを追認するとともに､ 統一

的な管理政策を示した｡

ここに言う ｢部門｣ とは､ 国務院が統括する

中央官庁を意味している｡ 中央官庁には､ 部､

委員会､ 行､ 署の４種の別がある｡ 1988年３月

に国務院機構改革が行われ､ 現在は22部､ ５委

員会､ １行､ １署であり､ 計29部門がある｡ 部

とは教育部､ 外交部など､ 委員会とは国家民族

事務委員会､ 国家発展計画委員会など､ 行とは

中国人民銀行､ 署とは審計署 (日本の会計検査

院に相当) を指している｡ 一方､ 地方とは､ 省・

自治区・直轄市を指す｡11 この ｢通知｣ により

機関派遣の全国の不統一な手続きに統一性を持

たせ､ 簡素化し､ 処理効率を高めた｡ 通知には

次のように述べられている｡

部門､ 地方が自ら選抜派遣する出国留学人員

に関する通知

『国務院配布：臨時出国団､ 組､ 人員を審査

し派遣する権限の暫定的規定に関する通知』

(国発 [1981] 44号文件) と教育部の ｢国務院

通知を貫徹するための実施細則｣ ([1981] 教外

総字658号文件) は､ 国務院の部・委員会と省､

自治区､ 直轄市が出国留学人員を自ら選抜派遣

することができる審査権をすでに明確に規定し

ている｡ 中央の改革の精神に基づいて､ 部門､

地方が出国留学人員を自ら選抜派遣する責任を
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強化し､ 手続きを簡素化し､ 業務効率を高め､

留学人員の国外管理をよりよく実行するために

統一的管理に戻す｡ 現在､ 部門､ 地方が自ら行っ

ている出国留学人員の選抜派遣の審査方法は､

以下の具体的な規定に従うものとする｡

一､ すべての部・委員会､ 省､ 自治区､ 直轄市

が､ 学校間､ 友好都市間の交流を通して獲得

した国外奨学金や資金援助､ および国外借款

や少ない自己資金などを利用して派遣する出

国留学人員 (大学院生､ 進修生､ 訪問学者､

共同研究員および若干の外国語専攻の本科生

を含む) と自費公派の留学人員については､

等しく部・委員会・省・自治区・直轄市と基

本的所属機関の２つのレベルが責任を負う制

度を実行する｡ 部・委員会・省・自治区・直

轄市の人民政府あるいは授権部門は､ 自ら審

査し､ 派遣手続きを行い､ 派遣人員の基本情

況､ 学習期間､ 留学先の地方や機関､ 指導教

授､ 費用および旅程をすぐに在外公館に通知

し､ 並びに教育部外事局に通知することを求

む｡ 留学人員は学習地に到着後すぐに､ 在外

公館に (直接あるいは文書で) 知らせ､ 統一

的管理に便すること｡

二､ 自ら選抜派遣した各種の留学人員の政治思

想､ 業務､ 外国語､ 身体条件は､ 教育部派遣

の公費留学人員の基準に照らして審査し､ 派

遣人員の質を保証すること｡ 業務・外国語に

ついては､ 派遣機関の責任で自ら試験を行い､

教育部が組織する統一試験に参加しないもの

とする｡

三､ 部門､ 地方が自ら選抜した留学人員は出国

前に､ 派遣する部・委員会・省・自治区・直

轄市は10日間の集中訓練を統一的に行う｡ 自

ら集中訓練を行うことができない場合は､ 教

育部と連携して行うことできる｡ 集中訓練で

は､ 留学人員に対して政治思想教育､ 特に愛

国主義教育､ 外事規律教育を行い､ また国外

の学習と生活状況を紹介する｡

四､ 本通知はこれを発布した日より施行される｡

(1984年９月３日教育部 ｢部門､ 地方が自

ら選抜派遣する出国留学人員に関する通知｣)

(6) 自費留学制度の発足

改革開放後､ 自費留学の申請が急速に増加

した｡ しかし､ 統一的な政策がなかったので､

1981年１月教育部その他７部門の提出した ｢関

于自費出国留学的請示｣ および ｢関于自費出国

留学的暫行規定｣ が国務院によって承認された｡

これが自費留学を人材育成にとって重要な方策

であると承認した最初の規定であった｡ この規

定では大学の在学生や高校卒業生の自費留学に

対して何ら規制はなかった｡ しかし､ なぜこの

時期に７つの部門からこの暫行規定が提起され

たのか｡ 思うに､ 前年1980年２月12日に全国人

民代表大会常務委員会において ｢中華人民共和

国学位条例｣ が通過し､ 1981年１月１日から施

行されたからではないだろうか｡ 学位条例では

学士､ 修士､ 博士学位の取得のための学術水準

が明記された｡ 文革中に学位取得できなかった

人々に留学志向が高まっていたのである｡ また､

もうひとつは1978年に再開された大学入試で大

学に入学した学部学生たちが81年２月末に卒業

見込みであった｡ 彼らの海外の大学院進学のた

めに自費留学の道を開いたのではないだろうか

と思われる｡

その後､ 幾つかの規制が設けられた｡ だが､

1984年12月26日国務院は ｢自費出国留学の暫定

的規定｣ (｢関于自費出国留学的暫行規定｣) を

発布､ 国家は自費留学を政治上､ 公費留学と同

一と見なすことを明言して､ 第一・第二条に次

のように述べている｡

一､ およそ我国公民個々人は､ 正当で合法的な
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手続きを通して､ 外貨による資金援助あるい

は国外奨学金を取得し､ 入学許可証を取れば､

学歴・年齢・就労年限の限定を受けず､ 等し

く自費で国外に行き､ 大学 (専科､ 本科) に

おいて大学院生あるいは進修生になることを

申請できる｡

二､ 大学に在籍する専科生､ 本科生と大学院生

は､ 学校あるいは所属機関に自費出国留学を

申請することができる｡ 出国後､ １年間学籍

を保留する｡ 卒業見込みの専科生､ 本科生､

大学院生は､ すべて国家の統一的な就職分配

に算入されるが､ 国家の分配に従って就業機

関に行った後､ 自費出国留学を再申請し処置

されるものとする｡

すなわち､ 自費留学の制限を最大限緩和した

のである｡ 以後､ 自費留学は増加していった｡

４. 1989年以降の市場経済化時代の留学政策

(1) 不帰国問題

1989年６月４日天安門事件が起こる｡ ソ連の

改革を推進するゴルバチョフ大統領が北京訪問

する予定にあわせて､ 中国の経済改革と自由化

政策を求める学生デモが北京で行われたが､ そ

れは数週間の間に民主的な政治改革を要求する

全国的な運動に変貌した｡ 学生たちは多くの市

民の支持を得て､ 天安門広場でハンストを続け

た｡ 全国から学生が北京に集まってきた｡ また

全国68都市で学生・労働者によるデモや座り込

みが行われた｡ 世界各国に滞在する留学生も天

安門広場の学生たちを支持する街頭デモや資金

調達などの活動を行った｡ 中国政府内で対応策

に議論が分かれたようであるが､ ついに､ ６月

４日政府は反政府的 ｢暴動｣ として軍による鎮

圧を実行したのである｡

在外留学生はこの鎮圧行動に深い失望を味わっ

た｡ 同時に､ 海外でデモや集会に参加した留学

生は帰国すれば罰せられるという恐れを抱いた｡

彼らの言い分は中国在外公館がデモや集会の写

真撮影を行い､ 反政府活動への参加者名簿を作

成して母国に報告済みであるというものであっ

た｡ 米国政府はこの運動に参加した在米中国人

学生の人権保護のために全員のビザを1994年ま

で無条件に延長する処置を行った｡ このビザが

切れる１年前､ 1993年９月13日 ｢南洋商報｣

(シンガポールの新聞) には､ ｢今年７月１日以

来､ ４万9000人の中国人留学生が米国移民帰化

局に永住権を申請､ その大多数が今月中に認可

される見込みである｣ と伝えている｡

このような米国政府の処置に対して､ 中国政

府は頭脳流出を招いたとして批判した｡ だが､

頭脳流出は国内においても生じていたのである｡

教育部 (当時､ 国家教育委員会) は次のように

述べている｡ ｢1989年春から夏へ移る頃､ 政治

風波が発生した｡ 国内の出国熱は再び上昇した｡

自費留学申請者が大量に増加した｡ この年､�����と���の受験者は４万人に達した｡
1988年の同時期に比べ､ １万人余多い｡ その50

％は大学教員と大学院生であり､ すでに教員と

学生の隊伍の安定に悪影響を及ぼした｡ 全国で

200余の機関派遣による送り出し人数が増加し

た｡ 一部の人材開発・交流機関は関連する国家

政策に則って厳格に審査せず､ 甚だしきは出国

手続きで暴利を得ていた｡ 出国の道程の混乱は

激しくなっていた｡ これと同時に､ 一部の西側

資本主義国は反中国・反共産党の波を起こし､

機会に乗じて露骨にわが在外人材を押さえ止め

掠奪した｡ 各種の法令､ 例えば四項の行政措置

や特殊移民政策などを通して､ わが留学人員､

特に優秀な人材に永住権を獲得させた｡ わが

留学人員の不帰国現象は日々厳しくなっていっ

た｡｣12
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不帰国現象に対して､ 中央政府は1989年から

1991年にかけて国家派遣政策や自費留学規定の

調整・補充を行っている｡ また､ 1991年9月3日

には中国高等教育学会の下部組織として､ 出国

留学工作研究会が設立された｡ 研究会の趣旨は

中国の留学政策研究を深めることであった｡13

(2) �小平の南巡講和
冷戦は終焉に向かっていた｡ 天安門事件から

５ヵ月後､ 1989年11月にベルリンの壁が崩壊､

東西ヨーロッパ再統合の動きが始まった｡ 12月

にはマルタ会談にて米ソ冷戦終結宣言が出され

た｡ そして､ 1991年12月ソ連が解体､ 社会主義

国家の中心的存在が消滅した｡ 中国の指導層は

大きな衝撃を受けた｡�小平は1992年１月18日から２月21日まで南
方の経済特区を訪れ､ 相次いで談話を発表した｡

その要点がまとめられて､ 中共中央1992年第２

号文件として印刷され､ 省レベルの党委員会は

じめ国務院・中央官庁・全軍の党委員会などに

配布､ 全党員に通達された｡ この中で�小平は
マルクス主義は消滅も失敗もしておらず､ 改革

開放により資本主義先進国の経済方式を大胆に

借用して豊かになり､ 豊かさを共有することが

社会主義の本質であると述べ､ 経済発展のため

には科学技術と教育が必要であり､ 天安門事件

以来の人材の不帰国現象を改善するべく､ 在外

留学生に帰国を呼びかけている｡14

経済発展を速くするには科学技術と教育に依

拠しなければならない｡ 私は科学技術が第一の

生産力だと言っている｡ 過去10, 20年来､ 世界

の科学技術の発展はなんと速かったことか｡ ハ

イテク領域のひとつの突破が一群の産業の発展

を主導した｡ …ハイテク領域で中国も世界で地

位を占めなければならない｡ 私は素人だが､ 科

学技術工作者が国家のために貢献し､ 栄誉を勝

ち取ったことに感謝しなければならない｡ 皆は､

あの当時､ 銭学森､ 李四光､ 銭三強ら老科学者

があのように困難な条件の下で､ 原爆・水爆・

人工衛星 (両弾一星) などたくさんのハイテク

をやったことを銘記すべきである｡ …知識人は

労働者階級の一部だと私は語ったことがある｡

老科学者､ 中年科学者は重要であり､ 青年科学

者も重要だ｡ 外国で学習しているすべての人々

が帰国することを希望する｡ 彼らの過去の政治

的態度がどうであれ､ すべて帰国できるし､ 帰

国後は妥当に按排してよい｡ この政策は変えて

はならない｡ 貢献するにはやはり帰国したほう

が良いと彼らに告げよ｡ 皆が力を合わせて､ 我

国の科学技術と教育事業の発展を加速するため

に実際の事をたくさんやるよう希望する｡

(�小平の重要談話､ 1992年３月１日)
1992年10月12－18日中国共産党第14回全国代

表大会において､ �小平理論に基づき､ 経済体
制改革の目標は社会主義市場経済体制の確立で

あると提起され､ 以後､ 資本主義の経済手法を

全面的に取り入れることになった｡ 1993年11月

11－14日第14期中央委員会第三回全体会議 (十

四期三中全会) において､ ｢社会主義市場体制

を建立する若干の問題に関する決定｣ が採択さ

れた｡ この中で ｢支持留学､ 鼓励回国､ 来去自

由｣ の留学方針が決定され､ 留学は一層自由化

されることになった｡

前年､ 1992年８月12日国務院辧公庁は ｢在外

留学人員に関連した問題に関する通知｣ (関于

在外留学人員有関問題的通知) を発布した｡ こ

の中では､ 在外留学者の帰国を歓迎すること

(１条)､ 期限切れや１回切りの公的旅券を有し

ている在外留学者に､ 旅券の延期手続きや新旅

券の発行､ 公的旅券を私的旅券に切り替える手

続きをすること (２条)､ 在外留学者が有効な
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旅券を持ち､ 外国の再入国許可を受けていれば､

何の手続きも要らずに再出国できること (３条)､

帰国後は復職､ 外資系企業就職､ 起業なども可

能であり､ 所属機関が許可すれば､ 国外兼職も

可能であること (５条)､ などが明記されてい

る｡ 在外留学者の出入国を自由化し､ 人材流出

を防ぎ､ 帰国貢献を促す施策であった｡ まさに

｢鼓励回国､ 来去自由｣ の原則を具体化したも

のであった｡

(3) 国家派遣および機関派遣政策の変更

国家派遣制度の改革が行われた｡

第一に､ 1994年７月11日国務院は ｢中国教育

改革と発展綱要に関する実施意見｣ (関于＜中

国教育改革和発展綱要＞的実施意見) の中で､

非営利の法人組織である国家留学基金管理委員

会の設置を提起した｡ この委員会が教育部 (当

時､ 国家教育委員会) の委託を受けて国家派遣

制度における選抜・派遣・管理の業務を行うこ

とになった｡ 不帰国現象によって国費を消耗す

るのでなく､ 留学基金を作り､ 奨学金やローン

制度を開始するための組織が必要となったので

ある｡

第二に､ 1995年２月国家教育員会は全国出国

留学人員選派工作会議において､ ひとつの方案

を提出した｡ ｢国家公費留学の選抜派遣の管理

方法を改革する法案｣ (改革国家公費出国留学

選派管理辧法的方案) である｡ この方案は江蘇

省､ 吉林省で試行されたのち､ 1996年に全国で

実施されることになった｡ ここで打ち出された

新原則は､ ｢公開選抜､ 平等競争､ 専家評審､

擇優録取､ 籤約派出､ 違約賠償｣ である｡ すな

わち､ 公募によって公平な競争にし､ 専門家に

よって審査し､ 優秀者を採用､ 派遣契約に記名

させ違反者に賠償を求めるというのである｡ つ

まり､ 国家派遣採用者には国家留学基金管理委

員会が ｢出国留学資格証書｣ を交付し､ 新聞紙

上に名前を公表する｡ また､ 留学費用助成の協

議書に国家留学基金管理委員会と派遣採用者が

署名する｡ 派遣採用者は研修計画を努力して完

成させ､ 期限内に帰国すること､ 違約すれば留

学費用全額と違約金を支払うことを誓約するの

である｡

この違約賠償制度によって国家派遣の帰国率

は90％を超えるようになった｡ 機関派遣につい

ても､ 国家派遣に準じて違約賠償制度を導入し､

帰国率を高めることに成功したのである｡

(4) 自費留学のプッシュ要因

中国人を自費留学に駆り立てるもの､ つまり､

プッシュ要因は何か｡ プッシュ要因はいろいろ

なレベルで考えられる｡ 中国では受けることの

できない海外の優れた教育を受けることは青年

の向学心を満足させるものであるだろう｡ さら

には､ 将来の就職に有利に働くという観点も重

要であったと思われる｡ この後者の観点から､

３つの背景を挙げることができる｡

①中国の大学本科４年制課程および大学院課

程のキャパシティが適齢人口に対して小さ

いことである｡ 従って､ 専科３年制課程に

入学した者が外国の学士学位取得を目指し

て学部留学を志望し､ 本科卒業生は社会的

評価の高い外国の修士・博士学位取得を目

指して大学院留学を志望するのである｡

②中国の対外開放政策により外資系企業が進

出し､ 給与の高い外資系企業に就職するた

めに留学経験は有利に働くことである｡ 80

年代に米国企業による安価な労働力を求め

た中国進出が始まった｡ 続いて､ 各国の関

連企業は米国企業の工場に隣接する形で進

出､ あるいは独自に安価な労働力を求めて

進出､ やがては13億人の中国巨大市場を睨

んで進出するのである｡

③当時の労働力市場に関する統計では､ 中国
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の15歳から64歳までの労働人口は､ 1995年

8�07億人､ 2000年8�5億人､ 2010年9�07億人､
2020年には9�97億人に達すると予測されて
いた｡ 経済成長率を7�5％で試算すれば､
2000年度の労働力供給量は2�6244億人に対
し､ 需求量は2�0811億人であり､ 全国で
5433万人が就労不可能となると言われてい

た｡ このような将来の就職困難な情況は､

全国の青年に海外留学の道を選択させるの

に十分な動機を与えたと思われる｡15

自費留学制度の整備に関して､ 1999年７月５

日教育部､ 公安部､ 国家工商行政管理局は合同

で ｢自費出国留学仲介服務管理規定｣､ 10月

｢実施細則｣ を発布した｡ この規定は自費留学

者の権益保護を目的に､ 留学斡旋を行う民間会

社・公的機関の認定条件を規定して､ 中央政府

の管理下に置いたのである｡ 今まで斡旋業者は

営業許可を受けたあとは､ ほとんど無干渉に近

い状態に置かれた｡ そのため､ 例えば､ 斡旋業

者に入学料・手続き料を支払っても留学できな

いケースや留学条件が約束とは違うケースなど

トラブルが続出していた｡ この改善を目指した

のである｡

因みに､ 2003年度に11万7346人が出国留学し

たが､ 公費留学は8146人 (７％) であったのに

対して､ 自費留学は10万9200人 (93％) であっ

た｡ ほとんどが自費留学であることは注目すべ

きである｡

５. 留学生送り出し実績と将来予測

中国は1950年に35人の留学生を国家派遣して

以来､ 2004年末まで留学生送り出しの規模は一

貫して拡大し続けている｡ 近年､ 帰国者数も増

加している｡ 各年度の留学者数と帰国者数は表

２－３の通りである｡16

なお､ 2004年末､ 海外滞在者は62万人であり､

大学在学中のものは43万人である｡
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表２－３ 中国の留学政策史と留学生送り出し実績 (人)

年 関 連 事 項 出国留学数
(出国留学人員)

留学帰国数
(学成回国)

1949
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

10月新中国成立
留学帰国運動起こる｡ 朝鮮戦争 (50－53年) 援軍派遣｡

11月毛沢東､ モスクワ大学にて留学生たちに接見

４月中ソ論争｡ ７月ソ連､ 中国より技術者召還｡

10月原爆実験に成功 (留学帰国科学者､ 多数参画)

８月文化大革命運動起こる｡ 留学派遣停止｡

―
35
380
231
675
1518
2093
2401
529
415
576
441
124
114
32
650
454
―

―
―
―
―
16
22
104
258
347
670
1380
2217
1403
980
426
191
199
―



オーストラリアの留学広報及び研究機関���������������������は､ 世界各国の留学需要
の2025年将来予測を発表している｡ 留学需要と

は､ 正確には､ 外国高等教育に対する需要を指

す｡ 海外留学だけではなく､ 自国にいて外国大

学分校に進学したり､ 外国の遠隔教育課程を受

講したりする場合も含んでいる｡ この留学需要

予測によれば､ 表２－４のように中国は2010年
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1967
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91
92

93
94
95
96
97
98
99
2000
2001
2002
2003
2004

１月 ｢関于国外留学生回国参加文化大革命運動的通知｣

10月国連代表権復活
２月ニクソン訪中｡ ９月日本と国交正常化｡

１月周恩来逝去｡ ４月天安門事件 (１次)｡ ９月毛沢東逝去｡���小平 ｢尊重知識､ 尊重人材｣
日中平和友好条約締結｡ 12月改革開放方針の決定
日本に国家派遣開始｡ ６月 ｢関于開展校際交流的幾点意見｣
２月 ｢中華人民共和国学位条例｣
４月内蒙古自治区と日本私立大学協会の派遣協定

９月 ｢部門､ 地方自行選派出国留学人員的通知｣
12月国務院 ｢関于自費出国留学的暫行規定｣
新疆ウイグル自治区と日本私立大学協会の派遣協定

６月天安門事件 (２次)､ 12月米ソ冷戦終結宣言

12月ソ連崩壊�����小平の南巡講和､
８月 ｢関于在外留学人員有関問題的通知｣
11月 ｢関于建立社会主義市場経済若干問題的決定｣

２月�小平逝去｡ ７月１日香港返還｡
８月 ｢自費出国留学仲介服務管理規定｣ 発布

12月���加盟
３月 ｢中外合作辧学条例｣｡ ｢高等学校境外辧学暫行管理辧法｣

―
―
―
―
―
36
259
180
245
277
220
860
1777
2124
2922
2326
2633
3073

4888
4676
4703
3786
3329
2950
2900
6540

10742
19071
20381
20905
22410
17622
23749
38989
83973
125179
117307
114682

―
―
―
―
―
―
―
70
186
189
270
248
231
162
1143
2116
2303
2920

1424
1388
1605
3000
1753
1593
2069
3611

5128
4230
5750
6570
7130
7379
7748
9121
12243
17945
20152
24726

(出所) 『新中国五十五年統計資料彙編』 (中国統計出版社､ 2005年)



76万人､ 2020年194万人､ 2025年297万人に達す

るという｡17

中国は2025年においても世界トップの留学生

市場を有する｡ 香港・台湾においても留学需要

は2000年と2025年を比較すれば､ ほぼ倍増する

と予測されている｡ 中国人の留学志望者は今後

さらに増加し続けると言う｡ この巨大化する中

国留学生市場に欧米・豪州の教育機関が参入し

て留学生獲得競争が始まっている｡ 日本はやや

出遅れている感がある｡

第３章 民族自治区の留学派遣の情況

素朴な疑問であるが､ 日本の高等教育機関に

在籍する中国少数民族学生は､ いかにして日本

留学できたのであろうか｡ 答えは彼らの出身地

の派遣政策にあるだろう｡ 少数民族は大都市に

も､ 地方都市にも分散居住しているが､ 民族自

治地方には集中居住している｡ 少数民族学生の

出身地は､ 北京市､ 上海市など中央の大都市の

場合もあるが､ 地方の中小都市の場合が多い｡

また辺境の民族自治地方の小都市も当然ある｡

民族自治地方は高度な自治権を有する行政単位

であり､ 教育分野では少数民族の言語・文字・

伝統的風俗習慣を継承することを目指している｡

そういう民族自治地方の留学派遣政策とは､ ど

のようなものだろうか｡

１. 民族自治区の教育発展

(1) 少数民族という言葉の意味

中国において ｢少数民族｣ という言葉が最も

早く使用されたのは､ 1924年１月､ 中華民国に

おいて孫文の定めた ｢中国国民党第１次代表大

会宣言｣ のなかにおいてである｡ 1926年11月に

は共産党が ｢西北軍工作に関する指示｣ と ｢国

民軍工作に関する決議｣ の二つの文献の中で初

めて使用した｡ 当時は蒙古族､ チベット族､ 回

族､ ウイグル族など新疆地方の諸民族を指して

いた｡18

その後､ この語はしばしば使用されるように

なったが､ ｢弱小民族｣ や ｢小民族｣ や ｢落後

民族｣ という語と併用される場合が多かった｡

つまり､ 社会発展の遅れた､ 人口の少ない民族

集団という意味であった｡ しかし､ 1949年10月

中華人民共和国が成立､ 憲法で ｢統一的多民族

国家｣ の形成が標榜された｡ 漢族と少数民族の

｢団結｣ が国家の政治的統一にとって不可欠の

ものとなり､ 各民族文化の尊重と繁栄が政策課

題となった｡ これに伴って ｢少数民族｣ の語は､

｢兄弟民族｣ や ｢少数兄弟民族｣ という語と併

用されるようになった｡ 少数民族の社会的地位

は大きく変った｡ 1950～1960年代に民族識別調

査が行われ､ 漢族を含め56の民族が認定された｡

現在､ 漢民族以外の55民族は､ すべて ｢少数民

族｣ と呼ばれている｡
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表２－４ 中国の留学需要の将来予測

年 2000 2005 2010 2015 2020 2025
中 国 218432 437109 760103 1222927 1937129 2973287
香 港 42067 46176 53793 62023 70851 77814
台 湾 42472 49196 58339 66995 75853 82962

(出所) ������������������������������������������������������ 2025������������������������
2002���45



(2) 民族自治区の基本情況

中国の憲法 (1954年および1982年) の規定で

は､ 大人口を擁する少数民族の集中居住する地

区を基礎にして民族区域自治を実行する自治地

方を設置しなければならない｡ かくして1984年

５月31日民族区域自治法が全国人民代表大会を

通過し､ 10月１日から施行された｡ 民族自治地

方は高度な自治権を行使する自治機関 (人民政

府､ 人民代表大会) を有する行政単位である｡

民族自治地方の名称は､ 単独あるいは複数の民

族名を使用している｡ それは自治区､ 自治州､

自治県・自治旗という３つの行政レベルに分け

られている｡ 自治区が最上位であり省レベルに

相当し､ 自治州は区レベルに､ 自治県・自治旗

は県レベルに相当する｡ 現在､ 全国に５自治区､

30自治州､ 124自治県・自治旗がある｡ これら

民族自治地方の総面積は中国全土960万��２の

64％を占める｡

さて､ 最大単位の５自治区とは､ 内蒙古自治

区､ 寧夏回族自治区､ 新疆ウイグル自治区､ 西

蔵自治区 (チベット)､ 広西チワン族自治区で

あり､ 中国の国境周辺部に位置している｡ 各自

治区の基本情況は表３－１の通りである｡ 1999

年度産業構成から見ると､ 第一次産業の農牧業

に従事する人口割合が過半数を超えている｡ 特

に､ 西蔵 (チベット) ではその割合が最も高い｡

第１次産業の全国平均は49�8％であるので､ 各
自治区ともそれを上回っている｡ つまり､ 第１

次産業が余剰労働力を吸収している｡

(3) 民族自治区の教育発展と留学交流

中央官庁に国家民族事務委員会がある｡ 国務

院辧公庁秘書局等編 『中央政府組織機構1998』

によれば､ その主な任務は､ 党中央・国務院の

民族工作の方針と政策を貫徹執行し､ その参謀

助手となること (１項)､ 民族理論､ 民族政策､

民族問題等の重大な課題について調査研究を展

開､ 民族政策・法規の宣伝教育を展開､ その執

行を監督すること (３項)､ 民族区域自治制度

建設を監督し完成し､ 少数民族権益保障の事に

ついて監督実施すること (４項)､ 民族地区経

済の進行情況を分析し､ 民族地区の改革開放・

経済発展計画の策定を援助すること (７項)､

少数民族言語文字工作を管理し､ 少数民族言語

文字の翻訳・出版と民族古籍の収集・整理・出

版工作を行うこと (９項)､ 民族教育の改革発

展問題について意見や建議を提出すること (10

項) などである｡ すなわち､ 全国少数民族に関

する全般的な監督行政を司っている｡19

中国の中央政府及び民族自治区政府における留学派遣政策の考察 23

表３－１ 民族自治区の基本情況

自治区名称 面積(万 km２)
2004年

人口(万人)
2004年

第一次産業(％)
1999年

第２次産業(％)
1999年

第３次産業(％)
1999年

内 蒙 古 118�3 2384�40 53�9 17�8 28�2
寧 夏 回 族 6�6 587�71 59�8 18�0 22�2
新疆ウイグル 166�5 1963�11 57�0 15�6 27�5
西 蔵 122�8 263�44 74�3 5�7 20�0
広西チワン族 23�7 4889�0 64�8 11�3 23�9
北 京 市 1�6 1492�7 ―― ―― ――
上 海 市 0�6 1352�39 ―― ―― ――

(出所) 『新中国五十五年統計資料彙編』 (中国統計出版社､ 2005) 及び 『中国統計年鑑1999』 より作成



1992年８月､ この国家民族事務委員会の副主

任である江家福氏と面談した｡ 少数民族出身者

の全国留学状況について統計は存在しないとい

う返事であった｡ 国家派遣においては､ 出身が

漢族か少数民族かの区別をしていないためであ

る｡ 少数民族の海外留学の展望について､ 少数

民族が国家派遣される可能性は低いという意見

であった｡ その理由は､ 第一に少数民族学生は

大学入学のために漢語を学ばなければならない

ので､ 留学試験に必要な外国語学習に時間を割

くことが難しいこと､ また､ 第二に理工系・医

学系中心の国家派遣や機関派遣政策の下では､

文科系中心の民族大学の少数民族学生が派遣さ

れるのは難しいことの２点を指摘された｡

その後､ 十数年が経過した｡ この間に教育界

では幾つかの大きな変化があった｡

① 民族自治区の中等教育の急速な発展

最も上位の行政単位である民族自治区の中等

教育の推移を示したのが､ 表３－２である｡ 例

えば､ 内蒙古自治区では普通高校・中学の在学

生数は､ 1980年から2004年の24年間で136万人

から165万人に､ 約30万人増加している｡ また､

新疆ウイグル自治区では､ 同24年間に普通高校・

中学の在学生数は､ 82万人から152万人に70万

人も増加したのである｡ それに応じて､ 高等教

育への進学希望は高まり､ その中から外国留学

の希望者も自然に増えていくのである｡

② 民族自治区の高等教育の急速な発展

2004年度の高等教育の情況を見ると､ 高等教

育の在学生数が最も多いのは､ 広西チワン族自

治区の28万人である｡ 次いで､ 内蒙古自治区の

約20万人､ 新疆ウイグル自治区の約17万人の順

である｡ 北京市50万人､ 上海市41万人に比べる

と明らかであるが､ 高等教育人口は半数でしか

ない｡

しかし､ 高等教育人口は確実に増加している｡

表３－２のように内蒙古自治区では1980年から

2004年の24年間で高等教育の在学生数は1�8万
人から19�9万人に増え､ 約11倍増である｡ また､
新疆ウイグル自治区では､ 高等教育の在学生数

は1�4万人から16�8万人へと12倍増である｡ こ
れは中央の高等教育政策に連動している｡ すな

わち､ 1999年６月13日に中共中央と国務院は全

国教育工作会議において､ 普通高校と高等教育

の規模を拡大し､ 同年齢人口の高等教育進学率

を1999年の９％から2010年には15％前後に引き

上げると述べたのである｡ ����������の分
類によれば､ 15％－50％は高等教育の大衆化段

階と言われるが､ まさに中国の高等教育は大衆

化しようとしている｡ 高等教育が拡大し､ 高等

教育志向が高まる結果､ 自治区ばかりではなく､

全国において外国大学への留学希望者は増える
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表３－２ 1980年～2004年の自治区の中等・高等教育の発展

自治区名称
高等教育在学生数 (万人) 普通高校・中学在学生数 (万人)

1980 1990 2000 2004 1980 1990 2000 2004
内 蒙 古 1�8 3�2 7�2 19�9 136 107 131 165
寧 夏 回 族 0�42 0�8 1�71 4�15 22 28 32 39
新疆ウイグル 1�43 3�13 7�29 16�82 82 86 113 152
西 蔵 0�15 0�20 0�55 1�47 1�9 2�1 5�5 13�6
広西チワン族 2�55 3�87 11�8 28�1 156 141 285 306

(出所) 『新中国五十五年統計資料彙編』 (中国統計出版社､ 2005) より作成



に違いない｡

③ 大学の国際交流の活性化

大学の国際交流には種々の活動がある｡ 学生・

教職員の留学派遣､ 外国人留学生受け入れ､ 国

際共同研究､ 国際会議主催､ 国際共同教育 (中

外合作辧学) などである｡ これら大学の国際交

流活動を活性化させた要因のひとつは､ 大学の

教育研究を世界水準にまで高めようとする国家

プロジェクト ｢211工程｣ が始まったことであ

る｡

211工程は1995年に始まった｡ 21世紀には世

界水準に達した100の大学・重点研究室を作る

という計画である｡ つまり､ 重点化される大学

は100校だけ選抜される｡ 全国の大学は重点化

されるために80年代中頃に総合計画を策定し､

資金投入して整備を進め､ 審査を受けてきた｡

2001年８月に第１期の審査が終了した｡ 民族

自治地方では､ ３つの大学が審査を通過した｡

内蒙古大学 (内蒙古自治区)､ 新疆大学 (新疆

ウイグル自治区)､ 延辺大学 (吉林省延辺朝鮮

族自治州) である｡ 2002年9月から第２期整備

計画を進め､ 2005年に最終審査が行われ､ この

３つの大学の中の２校が選ばれ､ １校は落とさ

れることになる｡

大学の国際化情況も審査の重要な要素になっ

ている｡ すなわち､ 辺境の民族自治地方の大学

にも､ 国際化が求められている｡ また､ 教職員

の留学派遣や国際学術交流を行ったり､ 外国人

留学生を積極的に受け入れたり､ 交換留学制度

を実施したりすべきであるという意見が学内で

大勢を占めるようになった｡ つまり､ 閉鎖的な

情況から開放的な情況へと明らかに変化してき

た｡

④ 西部大開発戦略の本格的な始動

西部大開発戦略のいう ｢西部｣ とは､ ５自治

区､ １直轄市 (重慶)､ ６省 (甘粛､ 陝西､ 青

海､ 四川､ 貴州､ 雲南) を指している｡ 西部の

合計面積は540万��２､ 全国の56％を占める｡

そこには5000万人の少数民族を含む３億人が居

住している｡ 東部との格差はもとより甚だしい

が､ 西部の各地方間の自然､ 経済､ 交通などの

現状にも甚だしい格差が存在する｡ この二重の

格差は容易に埋めることはできない｡

西部大開発は､ 80年代の�小平の唱導した
｢二つの大局｣ (両個大局) 戦略が発端である｡

即ち､ 東部を優先的に発展させるという戦略と､

東部の発展が一定の段階に達すれば､ 転じて中

部・西部の発展を期すという戦略である｡

国家発展計画委員会は､ 西部人材情況につい

て次のように述べている｡ ｢西部地区マンパワー

の現状の主要な問題は､ 人材の数量不足である｡

特に､ 農村経済発展に必要な各種の人材が欠落

している｡ また､ 人材分布が不均衡である｡ 都

市に多く､ 農村に少ない｡ さらに､ 人材が産み

出す利益が低く､ 人材流出の現状は憂うるべき

ものがある｡ 予測では､ 数年で西部では､ 正副

教授の42�2％､ 高級工程師や高級農芸師や正副
研究員や正副主任医師の50％が退職する｡ これ

は将に人材が本来欠落している西部にとって雪

上に霜を降らせるようなものである｡｣20

西部では､ 人材需要を満たす方策として､ 地

元での高度人材育成 (留学派遣なども重要な手

段である)､ 国内外の専門家招聘､ 在外留学生

の帰国支援などが実施されている｡

以上､ 民族自治区の政策は､ 中央政府の政策

に直接に連動している｡ 中央政府の高等教育大

衆化政策を反映して､ 民族自治区でも中等・高

等教育人口は2000年前後より急速に増加してい

る｡ 各自治区の大学は教育・研究水準を向上さ

せるために資金を投入している｡ 特に211工程

などの国家プロジェクトによって重点化された

い大学は凌ぎを削って競争している｡ その中で

中国の中央政府及び民族自治区政府における留学派遣政策の考察 25



若手教員の質向上のための留学派遣や外国人留

学生受け入れなど､ 国際化が重要な課題となっ

た｡ また､ 中央政府の西部大開発戦略が開始さ

れ､ 民族自治区でも高度人材の不足をいかにし

て補うかという課題が急浮上している｡ 留学派

遣政策はそれら様々な背景から重要視されるよ

うになったのである｡

第４章 内蒙古自治区の留学生派遣

内蒙古自治区は中国では最も早く自治区とし

て成立した｡ 1947年５月１日である｡ 蒙古族人

口は約15％であり､ 漢族人口が約80％を占める｡

北部に大草原 (8666�7��) を有し､ 草原の奥で
は遊牧民も生活している｡ 北上すれば隣国は蒙

古人民共和国である｡

１. 文革以前の留学交流

内蒙古自治区の留学派遣は国家派遣に始まる｡

まず最初､ ソ連に属する蒙古人民共和国に送り

出している｡ 恐らく蒙古語が通じる蒙古族青年

を送ったものと思われる｡ 派遣を許可した文書

が教育部に残存していた｡

すなわち､ 1950年９月､ 外交部は６名の内蒙

古学生を蒙古人民共和国に留学派遣する通知を

教育部に提出した｡ 教育部辧公庁は次のような

回答をしている｡21

学生を蒙古人民共和国に学習のために派遣す

ることに関して､ 蒙古側はすでに同意しており､

総理は内蒙古青年の中から６名を選抜して派遣

するよう指示しました｡ ３名は蒙古の新文字を､

3名は獣医学を学ばせます｡ この件を貴部と民

族事務委員会とで処理し､ 人選後に教育部の亜

洲司に通知して手続きをしてください｡ 此致

教育部辧公庁 1950年９月２日

その後､ 文化大革命で留学派遣が停止される

まで､ 内蒙古自治区からどのくらいの留学生が

どの国に送り出されたかは残念ながらまとまっ

た資料を入手できない｡

２. 改革開放後の留学交流

(1) 国家派遣

国家派遣される内蒙古自治区留学生について､

派遣人数､ 派遣国､ 専攻分野などが明らかな資

料は残念ながら入手できていない｡ しかしなが

ら､ 改革開放後に国家派遣人数は増加しており､

内蒙古自治区に割り当てられた定員枠も増えた

と考えられる｡

(2) 自治区派遣－その1

自治区派遣には､ 留学資金別に公費派遣と自

費公派の２種類がある｡ 公費派遣は､ 訪問研究

員派遣､ 実習研修生派遣の２タイプがある｡ 公

費派遣機関は､ 自治区政府科学技術委員会の中

に設置された､ 名称は ｢内蒙古自治区出国進修

留学生派遣小組辧公室｣ である｡ この辧公室は

1986年９月に改組され､ ｢内蒙古自治区引進国

外智力領導小組辧公室｣ と改称された｡ 主な職

務は､ 外国人専門家の導入および留学生・実習

生の選抜派遣である｡ ｢引進国外智力領導小組｣

の組長は自治区政府副主席､ 副組長は自治区政

府の副秘書長であり､ 科学技術委員会主任､ 教

育庁副庁長など政府首脳部である｡ 実務を担当

しているのは､ ｢引進国外智力領導小組｣ の外

郭団体 ｢内蒙古国際人材交流協会｣ (������������� ����������� ��� ��������������������������������)である｡ 1992年８月､
筆者はこの人材交流協会秘書長である周�伯氏
に面接した｡ 以下は､ その際得られた情報であ

る｡

① 訪問研究員の派遣

訪問研究員 (訪問学者) の派遣には ｢高級者｣
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派遣と ｢中級者｣ 派遣がある｡ 高級者・中級者

の区別については､ 表４－１の通りである｡

｢高級者｣ 派遣は理工系の大学教授・副教授を

主として派遣している｡ 年齢は50歳以下である｡

｢中級者｣ 派遣は30歳以上の ｢工程師｣ 派遣で

ある｡ ｢工程師｣ とは､ 大企業の研究所や工場

に勤務する技術者であり､ 大学卒業後５年以上

勤務して国家試験に合格した者に与えられる資

格である｡ 工程師の中から外国語試験と技術試

験をして選抜する｡ 工程師の多くが外国語は独

学もしくは夜間大学に通学して学習していると

いう｡ なお､ 表４－１の ｢工程師｣ は資格を表

す職称であり､ 国家公務員技術職の役職名であ

る ｢部総工程師｣｢局総工程師｣などとは異なる｡

これら訪問研究員に対して､ 自治区政府は１

年間､ 月額８万円 (400米ドル) を給付してい

た｡ 航空運賃は自治区政府が３～４万元､ 職場

が１万元給付するが､ 残りは個人負担である｡

研究用品は２～3000元かかるが､ 個人で準備す

ることになっていた｡

② 実習研修生の派遣

自治区政府からは留学資金は支給されない｡

｢初級者｣ 派遣とも呼ばれており､ 中学校・職

業学校の教員や技術関係職員が対象となってい

る｡ 海外の酪農場や工場で働き､ 給料を支給さ

れながら､ 専門知識・技術を習得する｡ 35歳以

下で､ ３年以上の就労経験があることが応募条

件である｡

③ 派遣実績

詳細な統計資料は得られなかった｡ しかし､

周氏の説明によれば､ 公費派遣は､ 1981年から

1992年までの10年間で918人に達した｡ ｢高級者｣

は25％､ ｢中級者｣ 50％､ ｢初級者｣ 25％の割合

であった｡ 規則により公費派遣の40％は少数民

族学生 (蒙古族､ タタール族､ 回族) でなけれ

ばならないが､ この10年間に431人 (47％) 派

遣された｡ 派遣先は､ 日本20％､ 米国17％であ

るという｡ 日本が留学先として最も多かったの

である｡

(3) 自治区派遣－その２

1978年８月､ 日中平和友好条約が締結され､

翌79年より日本への国家派遣留学が始まった｡

この日本留学に200名派遣する中で､ 内蒙古自

治区が中央政府から与えられた定員枠は僅か２

名であった｡ 蒙古族のために１名を確保するこ

とも難しく､ 自治区政府は独自に留学ルートを

探るため訪日団を組織することにした｡

しかし､ 日本では当時､ 中国人の入国規制が

厳しく､ 訪日団に容易に入国許可が下りなかっ

た｡ 最初に蒙古族華僑団体 (旧満州､ 蒙疆から

の官費留学生で戦後日本に残留した人々) に受

け入れてくれるよう打診したが､ 日本政府に承

認されなかった｡ 蒙古族華僑団体はこの件をつ

ながりのあった会社員の都竹武年雄氏に相談し

た｡ 都竹氏は戦中､ 青年時代に蒙古で暮らした

経験があり､ 生涯蒙古で暮らしたいと考えてい

た人である｡ 蒙古族華僑とも深い付き合いがあっ

た｡ 都竹氏はこの件を依頼され､ 13の蒙古関係

団体をまとめて ｢内蒙古教育訪日団招聘事務所｣

を開設した｡ これによって1980年 (昭和55) 10

月にやっと訪日団 ｢科学技術教育訪日団体｣ を
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級
大学教員

工場や大企業
の研究所など
の技術者

中国科学院・
中国社会科学
院の研究者

高級者
教 授

高級工程師
(高高級工程師と
も呼ばれる)

研 究 員

副教授 高級工程師 副 研 究 員

中級者 講 師 工 程 師 助理研究員

初級者
助 教 助理工程師 実習研究員

技 術 員

表４－１ 中国の教育研究機関等における職称



招聘することができた｡

訪日団は文部省､ 東京外大､ 東京農大などを

訪問し､ 大学の学費免除､ 生活費援助という条

件で留学生受け入れをしてもらいたいと申し出

たが､ 国立大学ではこの条件で受け入れる体制

はなく､ 協議は全く進展しなかった｡ 国立大学

への留学派遣を諦めざるを得ず､ 私立大学への

派遣を考えることにした｡ 都竹氏はこの件を日

本私立大学協会に持って行った｡ 日本私立大学

協会では当時､ 専務理事・事務局長であった矢

次保氏が早速､ 国際交流委員会を招集し訪日団

と懇談した｡ その結果､ 受け入れ協議がまとまっ

たのである｡ 後日､ 都竹氏は日本私立大学協会

の内蒙古・新疆学術交流委員会担当幹事に就任

した｡ 1981年４月末､ 日本側の内蒙古教育視察

団10名を内蒙古に訪問派遣し､ 自治区政府副主

席ら幹部と協議して､ 具体的な受け入れ条件に

ついて合意した｡ 翌1982年４月から ｢訪問研究

員｣ という身分で私立大学に受け入れることに

なった｡22

この日本留学派遣の受け入れ条件は次の三つ

である｡

１) 学位習得を目的としない訪問研究員を受

け入れること｡

２) 専門分野での研究指導を受けるのに十分

な日本語能力を有すること｡

３) 留学期限を守り､ 期間終了後､ 直ちに帰

国すること｡

日本私立大学協会が受け入れ大学の選定､ 入

国手続き､ 事務連絡を担当し､ 受け入れ大学は

各種学納金を免除することになった｡ 表４－２

は1991年の ｢定期協議書｣ であり､ 協定文書に

相当するものである｡ 各種条件はこれに記され

た通りである｡

この留学派遣の受け入れ実績については､ 表

４－３の通りである｡ 1982年から1990年までに

私立大学29校に77名を受け入れている｡ その専

攻分野は､ 表４－４のように､ 理工系が約60％

を占めた｡

都竹氏はこの留学派遣プログラムの問題点を

次の３点指摘している｡ 第一に､ 訪問研究員の

在留資格は ｢留学｣ ではなく ｢文化活動｣ であ

るので､ 各種奨学金に応募できないこと｡ 第二

に､ 私立大学での大学宿舎の確保が困難なこと｡

つまり､ 私立大学で受け入れようとしても大学

宿舎がないために民間アパートに入居せざるを

得ないので､ 経費がかかる｡ 第三に､ 就労でき

ない在留資格であるためアルバイトができない

ことである｡ 要するに､ 経費不足で､ 物価の高

い日本での生活は苦しいという｡

(4) 自費留学の動向

自費留学には､ ｢自費公派｣ と純粋な自費留

学との２種類がある｡

① ｢自費公派｣ による派遣

｢自費公派｣ とは､ 学生派遣であるが､ 自治

区政府が許可したという意味で ｢公派｣ と呼ば

れている｡ 自治区政府は学生身分の者に奨学金

を給付することは原則上できないので､ 留学費

用は学生が負担することになる｡ 従って､ 純粋

の自費留学と変わらない｡ ただ､ 自治区政府の

外郭団体である内蒙古国際人材交流協会が書類

等の手続きを取り扱うことになる｡

日本への ｢自費公派｣ は､ 1981年に始まり90

年まで､ 毎年10人を吉備国際大学に派遣してい

る｡ 学生の生活費は自費であるが､ 大学側から

学費免除されている｡ また､ 高澤財団奨学金で

毎年２人を亜細亜大学の大学院修士課程に送り

出している｡

② 自費留学の増加

内蒙古においても自費留学は家庭経済が豊か

になり始めると､ 次第に増加していった｡ 人材

交流協会の周氏の説明では､ 1981年から92年ま
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定期協議
日本私立大学協会は､ 中国内蒙古自治区政府の要請に基づいて､ 1981年以来継続している自治区への人材養成協力

事業が､ 着実に発展し大きな成果を上げて成功を収めていることを深く認識するものである｡
更に今後の人材養成協力事業の継続にあたっては､ 次の従来の協定の基本条件を守ることを､ 双方が再認識し､ 次

の条件で促進することとする｡
一､ 自治区側派遣条件
１. 中国の大学を卒業しており､ 日本において日本語で充分に勉学・研究をすることの可能な者 (中国の国外留学
の資格を有する者と同程度の者)
２. 期間は１年間とし､ 日本側の指定した期日に来日させ､ 期間終了とともに必ず帰国させる｡
３. 自治区より日本の受入れ大学間の往復の交通旅費は自治区側が負担する｡ 在日期間中の生活費については､ １
人１ヶ月８万円 (日本円) を自治区が負担する｡

二､ 日本私立大学協会の受入れ方針
１. 日本私立大学協会は､ 内蒙古側､ 日本の受入れ大学側双方に対して､ 夫々第一次責任機関として業務の推進・
運営に当たる｡
２. 日本私立大学協会は､ 加盟の各大学及びこの条件・主旨に賛同する他の私立大学に､ 受入れ配分業務を実施す
る｡
３. 受入れ大学は､ 学納金等を免除し､ その他可能な援助をして各人の研究分野に応じた研究指導・教育を実施す
る｡

三､ 来日研究員の責務
１. 来日研究員は､ 自治区の公務派遣員であることを自覚し､ 真面目な研究・学習生活を送ること｡
２. 日本国法を遵守し､ 日中双方に迷惑をかけないこと｡
３. 派遣期間中は帰国及び家族呼び寄せは禁止する｡
４. 期間延期はしない｡ 大学院等への進学､ 資格取得などについては､ 一旦帰国したのち再来日の機会を待つこと｡
1991年８月16日 内蒙古引進国外智力
日本私立大学協会 領導小組組長
副会長 森 本 正 夫 趙 志 宏

1991�8�16

表４－２ 定期協議書

(出所) 日本私立大学協会提供
※日中相互の責任者のサインである｡

表４－４ 日本私立大学協会による内蒙古研究員の専門分野別人数

分野 理工系 農獣医 医薬系 経済 人文系 計

人数 47 12 9 3 6 77

(出所) 日本私立大学協会調べ

表４－３ 日本私立大学協会による内蒙古研究員の年度別受け入れ実績

年度 1982 83 84 85 86 87 88 89 90 計

人数 12 8 0 30 3 10 6 0 8 77

(出所) 日本私立大学協会調べ



でに自費留学生は約580人であった｡ 留学先は

米国が50％を占め､ 最も多かった｡ 自費留学が

増加した大きな原因は､ 大学卒業生に対する職

業の国家分配制度がなくなり､ 学生と企業が相

互に自由に選択するという ｢双向選択｣ の方法

が主流になってきたことである｡ 海外留学は外

国語習得､ 海外事情の豊富な知識､ 海外人脈の

獲得という点で就職に有利に働くと考えられた

のである｡23

３. 内蒙古自治区における日本語教育

(1) 全国日本語学習者数の推移

国際交流基金は定期的に海外の日本語教育機

関に質問紙を送付して､ 日本語教育の現状を調

査してきた｡ その際､ 学校教育 (初等・中等・

高等教育) と学校教育以外の機関での日本語教

育の情況を区別している｡ 学校教育とは､ 正規

科目や課外活動として､ また公的な特別プログ

ラムとして地域で学習されている場合や語学学

校で学習していても正規の外国語の単位として

学校が認定している場合も含んでいる｡

さて､ ここでは中国の学校教育 (学校教育以

外の機関は除く) における日本語学習者の推移

を見てみよう｡ 国際交流基金日本語国際センター

編 『海外の日本語教育の現状』 (1992年発刊)

によれば､ 調査の1990年時点では総数194,816

人であった｡ 最も多いのは､ 吉林省で61,915人

(31�8％)｡ 次いで､ 遼寧省43,193人 (22�2％)､
黒龍江省20,711人 (10�6％)､ 内蒙古自治区
10,928人 (5�6％)､ 北京市9,796人 (5�0％)､
上海市5,547人 (2�8％) の順である｡ すなわち､
旧満州国に相当する東北三省と内蒙古自治区で

70％を占めた｡

その後10余年､ 中国では経済成長が続き､ 日

本ではバブル崩壊後の不景気が続いた｡ 日本企

業は生産コストを下げるために中国に生産拠点

を作っていった｡ こうして両国の経済関係が深

まるにつれて､ 中国における日本語教育は急成

長した｡ 国際交流基金による2003年調査によれ

ば､ 日本語学習者は1,274,571人であった｡ 1990

年時点の6�5倍に増加したのである｡ しかしな
がら､ 地方別の学習者数では順位が入れ替わっ

た｡ 表４－５に示すように､ 東北三省は上位を

維持しているが学習者数は減少､ 内蒙古自治区

は13位に落ち､ 学習者数は同様に減少した｡ 東

北三省と内蒙古自治区の合計は､ 94､ 818人で､

総数の7�5％に過ぎない｡ 1990年時点に比べる
と､ 比重は10分の１に下がった｡

(2) 内蒙古自治区の日本語教育

1992年８月筆者の調査時点では､ 内蒙古自治

区の高等教育機関の中で日本語学科を有するの

は内蒙古大学だけであった｡ 日本語を一科目と

して提供している大学は他にもあるが､ 日本語

学科はこの大学だけであった｡ 内蒙古大学は自

治区教育庁が主管する重点大学で､ 少数民族学

生が約25％在籍している｡ 1978年外国語学部を

創設､ 79年に日本語学科を設置した｡ 外国語学

部の教員数は英語学科39人､ 日本語学科12人､

ロシア語学科６人､ ドイツ語学科1人､ フラン

ス語学科１人である｡ ここから分かるように英

語に次いで日本語の人気が高かった｡ 日本語学

科の12人の教師のうち10人が日本訪問の経験を

有していた｡ 質の高い日本語教育が行われてい

ると思われたが､ 日本語学科卒業生の多くは日

本語を活用できない職に就いている｡ 日系企業

が内蒙古には少ないためであるという｡

蒙古族に日本語学習者が多い｡ 彼らは国家語

である漢語を取得しなければならず､ その負担

が重いので､ 中等教育段階の選択必修科目であ

る ｢第一外国語｣ には英語よりも､ 文法が蒙古

語に近い日本語を選択するのである｡

10余年を経て､ 国際交流基金の2003年調査で
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は､ ７つの高等教育機関で日本語が学習されて

いる｡ 内蒙古大学の日本語・ロシア語学科では

学習者数は525人である｡ その他に､ 内蒙古工

業大学の外国語学院日本語・ロシア語教学部

(223人)､ 内蒙古師範大学の外国語学院日本語

学科 (1226人)､ 内蒙古医学院の基礎部外国語

教研室 (200人)､ 内蒙古農業大学外語系日本語

教研室 (300人)､ 内蒙古智力引進外語専修学院

の日本語学科 (644人)､ そして少数民族学生が

大多数を占める内蒙古民族大学の外国語学院日

本語専攻 (1204人) である｡ 国際交流基金の

1990年調査では､ 11の高等教育機関に学習者数

は1749人であった｡ すなわち､ 高等教育機関で

の学習者数は､ 内蒙古の全体の学習者数が減少

しているのとは逆に､ 2�5倍増であった｡ 初等・
中等教育機関での日本語学習者が減少したので

ある｡

第５章 新疆ウイグル自治区の留学生派遣

新疆ウイグル自治区は中国西北部に位置して

いる｡ 自治区を南北に分けて天山山脈が走り､

南部には世界第二のタクラマカン砂漠が広がっ

ている｡ 天山山脈の北側と南側には古代シルク

ロードで知られている天山北路・南路がある｡

天山の雪解け水が砂漠の下に伏流し､ それが湧

き出るオアシスに中小の都市が建設されている｡

地下資源が豊富であり､ 西部大開発によるプロ

ジェクトが進んでいる｡

１. 文革前の国家派遣の情況

(1) 新疆少数民族の最初のソ連派遣

新疆省 (1955年10月１日に新疆ウイグル自治

区となる) の最初の留学派遣は､ 新疆中ソ石油

公司および新疆中ソ有色金属公司という二つの

合弁会社による派遣要望が実ったものであった｡

因みに､ 有色金属とは亜鉛､ 錫､ 銅､ 銀､ ゲル

マニウム､ インジウム､ 硫黄などを指す｡ この

両会社とソ連政府は毎年50名を派遣する協定を

締結していた｡

中央官庁である高等教育部､ 重工業部､ 燃料

工業部､ 人事部､ 教育部はこの協定締結を受け
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表４－５ 中国の地方別日本語学習者数の推移

順位 省名
1990年調査

順位 省名
2003年調査

機関数 学生数 機関数 学生数

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13

吉 林
遼 寧
黒竜江
内蒙古
北 京
上 海
江 蘇
天 津
四 川
陝 西

208
153
92
45
63
31
38
21
30
25

61915
43193
20711
10928
9796
5547
5130
4795
4422
3193

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13

遼 寧
吉 林
黒竜江
江 蘇
上 海
北 京
浙 江
山 東
河 南
広 東
陝 西
天 津
内蒙古

114
80
64
57
53
61
32
38
27
24
21
16
27

39786
24295
22147
18972
18805
17702
16638
14607
13777
13466
9686
9384
8590

(人)



て､ 新疆教育庁・人事庁と両会社に対して､

1954年・55年の２年間に毎年新疆の少数民族幹

部と少数民族学校の学生から選抜派遣するよう

指示している｡ 少数民族幹部と学生は高卒程度

の者を選抜しソ連の大学1年に進学させること

になった｡24

派遣される50人の中､ 25人は新疆で選抜､ 残

り25人は中央の高等教育部で選抜することが決

められた｡ かくして人物審査､ 学科試験､ 身体

検査により選抜された者が､ １年間のロシア語

と政治課を補習したのちに､ 派遣されたのであ

る｡ ソ連での専攻分野は判然としないが､ 新疆

の主要な地下資源である原油､ 鉄鉱石､ 石炭､

有色金属などエネルギー産業に関する学習であっ

たと思われる｡

(2) 様々な分野の専門家養成のためのソ連派

遣計画

1957年４月28日､ 高等教育部は新疆と内蒙古

の高校卒業生を留学させる問題について､ 国務

院に派遣人数計画を提出し許可を求めた｡ その

中の新疆の計画は表５－１のように18分野30名

の派遣であった｡ しかし､ 内蒙古の計画は不明

である｡

国務院はこの高等教育部の計画に対して３日

後に次のような返答をしている｡25

高等教育部：

新疆が30名の高校卒業生をソ連に派遣するこ

と､ および内蒙古が５名の高校卒業生を蒙古人

民共和国に留学させる計画に同意するので､ す

ぐに処理してください｡ 1957年５月３日

このように1954年から数年間､ 新疆からソ連

への国家派遣は順調に進んだ｡ だが､ 1960年に

中ソ関係が悪化し中断してしまう｡ 間もなくし

て文化大革命が始まり､ その渦中で留学派遣そ

れ自体が中止された｡ 1969年６月には新疆にお

いて国境をめぐり中ソ両軍の武力衝突が起こる｡

この国境問題は同年10月に両国協議が行われ収

束したが､ 新疆からのソ連への留学派遣は協議

されなかったようで､ 再開されることはなかっ

た｡

２. 改革開放後の留学交流

(1) 国家派遣の現状

1978年の改革開放とともに国家派遣制度 (国
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専攻分野 派遣人数 専攻分野 派遣人数

農業生産機械
水利土壌改良
動物飼育
獣医
土壌農業化学
植物保護
土地整理
林業
園芸

２
２
２
２
２
１
２
１
１

新劇監督＊
舞踏
作曲
生物学
物理学
数学
経済地理
自然地理
化学

２
２
１
２
２
２
１
１
２

計 30

表５－１ 1957年新疆ウイグル自治区のソ連留学派遣計画

＊新劇 (話劇) とは､ 旧劇 (京劇など) に対して新しい形式の歌劇を指す｡



家公派) が復活した｡ 新疆ウイグル自治区は中

央政府から1983年までの最初の５年間に35名の

定員枠を与えられた｡ だが､ その定員枠に対し

て､ 自治区全体でわずか7名しか派遣できなかっ

た｡ 志願者が外国語試験に合格できなかったた

めである｡ 特に1979年と80年は10名枠に対して

１人も派遣できなかった｡

この事態を憂慮した自治区政府は2つの対策

を講じた｡

① まず外国語教育を強化する方針を打ち出

した｡ 各大学の若手教員を増加し､ 各大学

で外国語トレーニングを実施した｡ この２

年間の成果として､ 1984年から漸く外国語

試験を通過する者が増え､ 派遣定員枠を満

たすようになった｡

② 自治区政府は､ 1985年３月27日から４月

１日にかけて海外専門家招聘および留学生

派遣事業に関する会議を開き､ この二つの

業務を行う ｢引進国外専家和派遣留学生工

作辧公室｣ (以下､ 引進辧と略す) という

オフィスの新設を決めた｡

このような努力の結果､ 1986年の国家派遣18

名の定員枠に対して18名を派遣することができ

た｡ 約300名が���試験 (国家公費派出進修

人員のための外国語予備選抜試験) を受験し､

41名が養成訓練ライン (培訓線) に到達､ 11名

が出国採用ライン (出国録取分数線) に到達し

ていた｡ 加えて､ 中央政府が初めて自治区に与

えた大学院修士留学生 (出国攻読碩士学位研究

生) の枠に２名を採用することもできた｡

表５－２に示すように､ 1978年から1986年ま

での９年間に99人の定員枠をもらい､ 74人を

派遣している｡ 派遣採用率は75％にまで高まっ

たのである｡ 74人のうち少数民族は30％を占め

た｡26

新疆ウイグル自治区においても90年代に入り

改革開放が進展し､ 自治区が接するロシア､ カ

ザフスタン､ パキスタン等の周辺国との交通網

も整備されるようになった｡ 特に､ 西部大開発

戦略以来､ 新疆は西部開発の重要拠点になった｡

中国の中央政府及び民族自治区政府における留学派遣政策の考察 33

表５－２ 1978年から1986年の新疆ウイグル自治区の国家派遣実績

(出所) 『新疆年鑑1987』 新疆人民出版社､ 1987年､ ���466－467
年度 定員枠 派遣人数 派 遣 先 国
1978 5 5 米国１, ルーマニア２, イタリア１, 西ドイツ１
1979 不明 0 ―
1980 不明 0 ―
1981 5 2 パキスタン２
1982 5 2 シリア２

1983 8 8
米国３, イギリス２, ユーゴスラビア１, ルーマニア１, ニュージー
ランド１

1984 4 4 イギリス３, カナダ１

1985 33 29
米国８, ソ連７, イギリス４, 西ドイツ２, ベルギー２, 日本２,
カナダ２, フランス１, ニュージーランド１

1986 24 24
米国７, イギリス３, ソ連２, 西ドイツ２, カナダ２, ニュージー
ランド２, オーストラリア２, 日本１, フランス１, スイス１

計 99 74 ―



中央政府は自治区政府の教育交流や共同研究に

協力するようになり､ いろいろなレベルの教育

交流や共同研究が進んだ｡

特に､ 1989年10月20－24日 ｢内地と新疆の高

等教育支援協作計画会議｣ が北京で開催されて

以降､ 新疆の大学と沿岸部の大学 (内地大学)

とは協力関係を締結している｡ 新疆大学と北京

師範大学､ 新疆師範大学と華東師範大学､ 伊梨

師範学院と東北師範大学､ カシュガル師範学院

と華中師範大学､ 石河子大学と北京大学である｡

協力内容は､ 学位授与 (新疆の大学院修了者に

学位を認定する)､ 実験室を作る援助､ 共同研

究､ 内地大学の教員を派遣することなどである｡

このような発展機運の中で留学派遣事業も規

模が拡大している｡ 自治区教育庁での2002年９

月の筆者面接によると､ 1995年以前､ 国家派遣

は毎年20名前後であり､ 帰国率は約10％であっ

た｡ 原因は､ 新疆の経済レベルが低いこと､ 生

活条件が悪いこと､ 大学の研究施設が整ってい

ないことなどであったという｡ しかし､ 近年の

派遣実績は表５－３の通り増えている｡ 派遣さ

れるのは､ ほとんど40歳以下の大学教員であり､

少数民族が80％を占める｡ その中には博士取得

者も若干いる｡ 1995年に国家派遣制度において

不帰国者に対する違約賠償制度が導入されると､

帰国率は上昇し95％になった｡

だが､ 高度人材は別の省に流出している｡ 真

偽のほどは未確認であるが､ 自治区教育庁の話

では新疆の20万人が別の省に流出し､ 彼らのう

ち年間１万人が中国国籍を破棄しているという｡

人材の引き留め策として､ 各大学の研究費を豊

かにするために中央政府に申請すること､ 研究

課題に応じて若い研究者に研究費を助成できる

ように基金を作ること､ 外国の大学の研究者に

積極的に打診して新疆の研究者との共同研究を

促進することなどを行っている｡

2003年に自治区教育庁は報告文書に次のよう

に述べている｡ ｢国家派遣は自治区の主要な留

学ルートである｡ 中央が西部大開発を実施して

いるという有利な時期であるのを捉えて､ 自治

区の人材出国留学培養計画を制定し､ 学科の指

導的人物､ 教育科学研究の中心的人物､ 若い優

秀な人材のために外国語教育強化等の準備工作

を実施し､ 派遣できる条件を創り出そうとして

いる｡｣27

(2) 自治区派遣

新疆ウイグル自治区は留学派遣を重視し､ 剰

余外貨の利用や世界銀行からの借款などいろい

ろな方法を講じて､ 留学機会を増やす努力をし

た｡ 自治区政府が資金調達して派遣 (単位派遣)

する方法は ｢自治区公派｣ と呼ばれている｡

｢自治区公派｣ には､ 日本派遣制度と大学間交

流協定による交換留学制度がある｡

① 日本への技術研修生等の派遣

1985年は新疆ウイグル自治区成立30周年であっ

た｡ 自治区の首府ウルムチでは10月１日国慶節

に大きな祝賀会が開催された｡ 『新疆年鑑1986』

によれば､ その少し前､ ９月27日､ 自治区政府

の招待で､ 日本の国務大臣 (国土庁長官､ 北海

道開発庁長官)､ 河本嘉久蔵氏一行６名がウル

ムチを訪れた｡ 河本長官らは､ 祝賀会のために

来ていた中央代表団団長であり､ 中央顧問委員
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表５－３ 近年の新疆からの国家派遣の実績

年 度 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 計
派遣人数 22 32 56 72 65 99 65 411

(出所) 2002年９月24日自治区教育庁外事処における筆者の面接調査による｡



会副主任の王震､ また自治区主席や党書記と会

見した｡ 翌28日､ 河本長官は答礼晩餐会を開き､

席上､ 新疆開発のための ｢河本信託技術交流基

金 (３億円)｣ の利息で､ 新疆からの技術研修

生や技術者を日本に受け入れたいと表明したと

いう｡ その後､ このプログラムがどのように進

展したかは詳らかではない｡

② 日本私立大学協会との協定による留学派

遣プログラム

また､ もうひとつは日本と長期継続している

プログラムである｡ 上述した内蒙古自治区と同

じプログラムである｡ 内蒙古自治区が日本私立

大学協会と締結した情報を得て､ 自治区政府は

早速､ ｢新疆ウイグル自治区文化教育視察団｣

を組織して日本に派遣した｡ 早速､ 日本私立大

学協会を訪問し協議の結果､ 1985年から1987年

まで学費免除という条件で毎年25人を留学派遣

することになった｡ また､ 1986年10月に自治区

副主席の毛徳華氏が訪日団を率いて来日し､ 日

本私立大学協会と再協議の結果､ 1988年から90

年にかけても同様の条件で毎年25人を留学派遣

することになった｡

しかし､ 留学者の帰国率は低かった｡ 1995年

度から派遣期間を従来の２年から１年に短縮し､

国家派遣制度に倣って､ 期間満了後には帰国す

るという契約を結び､ 違約した場合の保証金を

あらかじめ取ることにした｡ 自治区教育庁は派

遣する各大学と契約し､ 各大学は留学者と契約

する｡ 期限内に帰国しなければ保証金１万元を

納めさせるのである｡ これによって帰国率が

100％になったという｡ また､ 1997年度から生

活費を月額10万円 (以前は８万円) に引き上げ､

毎年20～25名を派遣している｡ この制度では､

1985年から2001年までに270名を派遣した｡ そ

の中で100名前後は修士号あるいは博士号を取

得しており､ 約50名が帰国していない｡ この派

遣は今日なお続いている｡28

③ 大学間交流協定による交換プログラム

このような派遣方法がどの大学でいつから始

まったのかは定かではない｡ 近年､ 活発になっ

たようである｡ 派遣先は米国､ カナダ､ 日本､

ロシア､ ヨーロッパ諸国である｡

例えば､ 新疆大学は日本の帯広畜産大学､ 奈

良女子大学､ 芝浦工業大学､ 創価大学やカザフ

スタン､ キルギスタンの大学など15大学と交流

協定を締結している｡ 交流協定校とは派遣だけ

ではなく､ 受け入れも行っている｡

(3) 自費留学の現状

新疆では自費留学は非常に少ない｡ 主な留学

先はイギリス､ 米国､ カナダ､ ドイツ､ マレー

シア､ シンガポール､ ロシア､ カザフスタンな

どである｡ 自治区教育庁の話では､ 日本留学プ

ログラムなどで日本に滞在している親戚がいる

少数民族の人々は､ 日本留学したいと思ってい

る｡ しかし､ 日本は物価が高いので留学するこ

とが困難であるという｡

(4) 新疆における外国語教育

留学派遣政策において重要なのは､ 留学志願

者の外国語能力である｡ 外国語は必ずしも留学

を目的に学習されるものではないが､ 留学実現

の可能性が高ければ高いほど､ 熱心に学習され

るだろう｡

① 英語・ロシア語教育

新疆ウイグル自治区の大学 (17校) の中で従

来から外国語学部 (外国語学院あるいは外語系)

を有しているのは､ 新疆大学､ 新疆師範大学､

伊梨師範学院､ カシュガル師範学院であり､

2001年に新疆財経学院､ 新疆農業大学に新しく

設置､ またにウルムチ職業大学も設置､ 合計７

大学である｡

因に､ 新疆大学は総合大学であり､ 少数民族

学生が約65％を占める｡ 新疆師範大学はウルム
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チ市にあって中等教育教員養成を目的としてお

り､ 少数民族学生は約60％である｡ 伊梨師範学

院はカザフ族の多いイーニン市にあり､ カザフ

族の中等教育教員養成を目的とする｡ カシュガ

ル師範学院はウイグル族が集中居住するカシュ

ガル市にあり､ ウイグル族の中等教育教員養成

機関である｡ 新疆財経学院は財務管理・商学の

専門家養成､ 新疆農業大学は農林・獣医・草地

学などの専門家養成を行っている｡

この７大学すべてにおいて教授されている外

国語は英語である｡ 英語専攻はどの大学にも設

置されている｡ 英語は西洋の近代科学文明を学

ぶために19世紀末からアジア全域で学習されて

きたが､ 第二次大戦後は国際語として学習価値

が一層高まっている｡ 新疆においても建国当初

から英語は必須科目とされた｡ しかし､ その他

の言語については､ 2002年の筆者の調査時点で

は､ 教員がいるところだけで開講されている｡

ロシア語専攻は､ 新疆大学と新疆師範大学､

ウルムチ職業大学に存在する｡ しかし､ ソ連崩

壊後､ ロシアの政治､ 経済､ 文化の影響力は低

下しており､ 新疆との直接の経済関係も減少し

ている｡ そのためにロシア語の学習者は激減し

ている｡ イーニン市はロシア国境まで約80キロ

の位置にあり､ ロシア族も居住し､ その文化的

影響力は強く残っているが､ そのイーニン市に

ある伊梨師範学院でもロシア語専攻は2002年現

在､ 開講されていない｡

② 新疆師範大学における日本語教育

英語・ロシア語に続いて､ 近年､ 学習者が増

加しているのは日本語である｡ 日本語専攻では

新疆大学の学習者数の244人が最も多く､ 新疆

師範大学 (55人)､ 新疆財経学院 (43人)､ ウル

ムチ職業大学 (40人) の順である｡

例えば､ 新疆師範大学の情況は次の通りであ

る｡ 新疆師範大学の外国語学院 (日本の学部に

相当) では､ 英語､ ロシア語､ 日本語の専攻が

ある｡ 英語専攻とロシア語専攻は本科４年制で

あり､ 英語は就職に最も有利である言語なので､

学習者が多く､ 約1000人以上がいる｡

日本語専攻は2000年専科３年制が開講した｡

専科を卒業しても学士学位は授与されない｡ 日

本語専攻を発展させるには､ 本科４年制に格上

げする必要がある｡ 本科に格上げするためには､

日本語専攻に副教授がいなければならない｡ で

は､ 教員人事はどのようになっているかと言え

ば､ 大学４年卒業者には､ 日本語教員の資格が

まだ与えられず､ 資格のない ｢助教｣ (日本の

助手に相当) となる｡ ｢助教｣ は１年間の研修

を受けて､ 大学内で数科目の単位を取得すれば､

教員資格を授与され､ ｢講師｣ に昇格する｡ ｢講

師｣ は３年間勤務した後､ 大学の資金提供によ

り､ 修士課程に進学して修士学位を取得する｡

その際の専攻は日本語教育でなくても良い｡ 教

育学や言語学でよい｡ ともかく修士学位を取得

すれば､ 副教授に昇格する｡ 日本語専攻の副教

授が誕生すれば､ 専科から本科に格上げされる

というわけである｡

2002年現在､ 日本語学科には４人の教員がい

る｡ ウイグル族２人､ キルギス族１人､ 日本人

１人である｡ 日本人１人は ����海外青年協
力隊の派遣教員である｡ ウイグル族１人とキル

ギス族１人は大学４年を卒業したばかりの女性

教員であり､ まだ教員資格を取得していない｡

教員資格を取得するために､ 授業の合間に大学

の講義を受けて単位を取得中である｡ もう１人

のウイグル族教員は ｢講師｣ になったばかりで

ある｡ このような教員の陣容であり､ 本科に格

上げされるにはまだ時間がかかるであろう｡

日本語専攻の学生数は､ １年生21人､ ２年生

33人､ ３年生27人であり､ 計81人である｡ 日本

語授業は学年によって異なり､ １年生は週22時
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間､ ２年生は週18時間､ ３年生は週14～16時間

である｡ 最終学年の３年生では日本語のほかに

日本文学の科目も行われている｡ 日本文学では､

日本のビデオ鑑賞を行っている｡ ｢東京ラブス

トーリー｣ ｢魔女の条件｣ ｢氷の世界｣ ｢ひとつ

屋根の下で｣ などが学生に人気があるという｡

また､ ３年生では(財)日本国際教育協会 (現日

本学生支援機構) 主催の日本語能力試験２級以

上に到達することが目標となっている｡ だが､

この試験は新疆では行われていない｡ 年１回､

西安で行われる｡ 西安までは旅費がかかるため

に､ 新疆からの受験者は100人程度であり､ 少

ない情況である｡29

(5) 西部大開発に伴う人材育成の課題

西部大開発の中で重要な鍵のひとつは､ 高度

人材の育成と国内外からの導入である｡ 高度人

材の不足は新疆も例外ではない｡ 科学技術､ 経

済､ 環境管理､ 教育などの分野で不十分である

と言われている｡ ところが､ 大学専科以上の学

歴を有する高度人材が流出している｡ 巨額の費

用を使って育成した高度人材が､ 西部から東部

へと流出しているのである｡ その流出に関する

正確な全体的統計は存在しない｡ まさに不可視

の状態にある｡

中国科学院新疆分院ではこの問題を深刻に受

け止め､ 次のように対策を講じる必要を説いて

いる｡ ｢1987年から1996年まで､ 新疆分院では

副研究員以上の高級者の科学技術人員が100人

近く流出した｡ 99％は漢族人員であった｡ 少数

民族の科学技術人員の流出は極めて少ない｡ そ

の主な理由は彼らが新疆に生まれ､ 新疆に育ち､

新疆を愛し､ 新疆に根を下ろし､ 新疆を建設す

るという天性の性質を有しているからである｡

新疆分院はすでに学士､ 修士､ 博士学位を有す

る回族､ ウイグル族､ カザフ族などの13人の少

数民族科学技術人員を､ ロシア､ ノルウェー､

米国､ 日本などに派遣し学習させたが､ すでに

４人が帰国している｡ …日本で８年学習し博士

学位を取得したカザフ族チャトール氏は今年

(2000年) 帰国｡ 早速､ 日本との共同研究を進

めている｡ …中国科学院は国家派遣政策を実行

する以外に､ 内部で少数民族留学政策を制定し

て､ 少数民族科学技術人員の数を増やさなけれ

ばならない｡｣ と述べる｡30 すなわち､ 西部大開

発において､ 特に新疆に根付く少数民族の高度

人材育成が求められているのである｡

結 語

中国の中央および地方政府､ 特に民族自治区

の留学生派遣政策の展開過程を辿った｡ ここで

様々なことが分かったが､ このような政策が続

いていく限り､ 中国からの海外留学はさらに増

加するだろう｡ 中国政府の関心は大量の在外留

学生をいかに回収するかに移ってきた｡ 留学帰

国者の優遇政策､ 在外留学者が短期帰国して貢

献する制度､ 留学者の起業を支援する留学人員

創業園の設置など､ その対応に積極的である｡

このような動向についてはすでに他稿に述べて

いるので繰り返さないが､ 要するに､ 自国人・

外国人を問わず高度人材の吸収に本格的に取り

組んでいるのである｡

さて､ 最後に結論として､ 将来の見通しにつ

いて３点述べたい｡

(1) 中国からの留学生は日本で増加の一途を

辿ってきた｡ しかも､ 将来の留学ニーズは中国

において一層高まる見込みである｡ 中国留学生

市場に欧米・豪州の大学が参入して留学生獲得

競争が始まっている｡ 特に､ 中国は2003年３月

に中華人民共和国中外合作辧学条例を発布した｡

外国の組織・個人ないしは国際機関が中国で単

独あるいは中国の教育機関と共同で､ 学校や教
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育課程を運営することが正規に認可された｡ 欧

米・豪州の大学は中国の大学と共同で修士課程

を陸続と開設している｡ この修士課程では外国

の学位が授与されるので､ 中国では ｢不出国留

学｣ と呼ばれている｡ この動きはもっと加速す

るように思われる｡ このような外国人留学生獲

得競争は自国の産業界に高度人材を導入するた

めの前段階の競争である｡ 日本は出遅れている

感が否めない｡

(2) 中国は巨大な購買力を潜在させている市

場である｡ 中国に進出している日本企業や今後

進出を考えている企業が､ 日本留学経験のある

優秀な中国人従業員を欲している｡ また､ 主と

してハイテク分野では優秀な留学生 (必ずしも

中国人に限らない) が地場産業界で求められて

いる｡ 今後､ 中国を含め留学生の就職問題につ

いて､ 大学は企業と密接に連携する必要がある

だろう｡

(3) 中国からの留学生の中には蒙古族､ ウイ

グル族､ 吉林省の朝鮮族自治州からの朝鮮族な

ど少数民族留学生が混じっている｡ 経済的に発

展していない民族自治区や自治州の教育事業は

全体的に遅れている｡ 高等教育進学さえ並大抵

のことではなく､ まして海外留学することは非

常に困難である｡ 日本の大学で少数民族地方と

の教育交流に関心があれば､ 留学生や訪問研究

員の受け入れを積極的に進めてほしいと思うの

である｡31
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連体修飾構造の習得過程で生じる助詞 ｢の｣

の過剰使用については､ 旧来､ 母語の影響によ

る中国語話者の典型的な誤用であるとする見方

が一般的であった｡ しかし､ 最近では：

① ｢の｣ の過剰使用が中国語話者だけでなく､

英語や韓国語､ タイ語など､ 他の言語を母語

とする学習者の発話にも見られる｡ (白畑,

1993�, 1993�；迫田, 1999；奥野, 2000)
② ｢�青いのブーブー｣や｢�うさちゃんが食べ
たのニンジン｣といった発話が母語の習得過

程においても観察される｡ (������, 1985)
③ 成人学習者による連体修飾構造の習得順序

は､ 幼児のそれと非常によく似ている｡ (小

山, 2004)

などの理由から､ これを母語の干渉による誤り

ではなく､ 第二言語習得論で言うところの､ い

わゆる｢発達上の誤り｣であるとする説がかなり

有力となってきている｡ では､ なぜそのような

誤用が生じるのか｡ 本稿では､ 幼児による ｢の｣

の過剰使用の説明として提起された２つの主要

な仮説､ 格助詞仮説と準体助詞仮説の観点から､

成人学習者の誤用について検証してみたい｡

２. 先行研究

２－１ 連体修飾構造の習得順序

これまでの研究で､ 幼児は図１のような五つ

の段階を経て連体修飾構造を習得することが明

らかになっている｡

第１段階は､ 幼児が二つの語彙をただ順番に

並べることによって ｢修飾＋被修飾｣ の関係を

表そうとする時期､ 第２段階は助詞 ｢の｣ が出

41
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１. はじめに

― 格助詞仮説と準体助詞仮説 ―

小 山 悟���������������������������������������������������������������
本稿は､ 連体修飾構造の習得過程に見られる助詞 ｢の｣ の過剰使用について､ 母語の習得研究で提起されている２つ

の主要な仮説－格助詞仮説と準体助詞仮説－が､ 成人の第二言語習得の説明としても有効なのかどうかを､ 発話コーパ

スの分析を通して検証した｡ その結果､ ①準体助詞は ｢の｣ の過剰使用よりもかなり遅れて出現すること､ ②準体助詞

の出現によって ｢の｣ の過剰使用の頻度が高まることもなかったことから､ 準体助詞仮説は成人第二言語学習者による

誤用の説明としては必ずしも有効ではないことが明らかになった｡ しかし､ 母語と第二言語で連体修飾構造の習得順序

が一致していることは事実であり､ この点については文法の習得を ｢規則｣ としての習得と ｢語彙｣ としての習得に分

けて考えることを提案した｡�������
連体修飾構造の習得､ ｢の｣ の過剰使用､ 格助詞仮説､ 準体助詞仮説､ 習得環境
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現するものの､ 名詞だけでなく形容詞の後にも

出現し､ 結果､ ｢形容詞＋の＋名詞｣ という誤

用形を生み出してしまう時期である｡ さらに第

３段階では動詞の後にも ｢の｣ が出現するよう

になるが､ その後､ 第４段階になってようやく

形容詞の誤用形が消え､ 続いて第５段階で動詞

の誤用形が消えることで連体修飾構造の習得が

完了する｡

この一旦 ｢の｣ の過剰使用の状態を経た後､

誤用形が消え正用形だけが残るという習得の道

筋は､ 韓国人児童の発話を分析した縦断研究

(白畑 1993�) でも､ 成人タイ語母語話者とマ
レー語母語話者の発話を分析した別の縦断研究

(白畑 1993�) でも確認されており､ 普遍性の
高いものであると考えられる｡

２－２ 格助詞仮説と準体助詞仮説

この習得順序が､ 母語以外の何らかの心理的

なメカニズムの働きによって生じたものである

ことは容易に推察されるところであるが､ その

具体的な説明として提起されている仮説のひと

つに ｢格助詞仮説｣ がある｡

格助詞仮説とは､ 形容詞や動詞の後に挿入さ

れる不必要な ｢の｣ は､ 名詞と名詞の間に挿入

される格助詞 ｢の｣ が過剰般化されたものであ

るとする説である｡ この説に従えば､ 学習者は

習得の第二段階で修飾語と非修飾語とを繋ぐ助

詞 ｢の｣ の存在に気がつくものの､ それが必要

なのは名詞の後だけであるということには気付

かず､ 形容詞や動詞の後にも不必要な ｢の｣ を

挿入してしまうということになる｡ また､ 幼児

の発話にわずかながら観察される ｢この の ま

まで食べる｣ のような連体詞に ｢の｣ を付けて

しまう誤用１もこの格助詞仮説の妥当性を裏付

けている｡

その一方で､ 形容詞や動詞を体言化する準体

助詞､ つまり ｢赤いのがいい｣ の ｢の｣ が原

因となって誤用が生じるとする説もあり､ これ

を ｢準体助詞仮説｣ と言う｡ この仮説の根拠と

なっているのは､ 幼児は修飾語として発話した

形容詞の全てに ｢の｣ を過剰使用しているわけ

ではないという点である｡ 格助詞仮説が主張す

るように､ ｢名詞＋の＋名詞｣ という形式にひ

きずられ､ 修飾語と被修飾語の間には全て ｢の｣

を挿入すると理解しているのだとすれば､ 発話

された全ての形容詞に ｢の｣ が過剰使用されて

よいはずである｡ しかし､ 実際には一部の特定

の形容詞に限って ｢の｣ が過剰使用されること

が報告されている｡

正高 (1997) の研究によると､ 調査の対象と
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図１ 日本語を母語とする幼児の連体修飾構造の習得過程 (小山2004)

第１段階 第２段階 第３段階

修飾
(名形) ＋ 被修 →

修飾
(名形)

の 被修 →
修飾

(名形動 )
の 被修 →

第４段階 第５段階
修飾 (名) の 修飾 (名) の
修飾 (形) φ 被修 → 修飾 (形) φ 被修
修飾 (動) の 修飾 (動) φ



なった幼児の発話中に修飾語として正しく発話

された25種類の形容詞のうち､ ｢形容詞＋名詞｣

という正用形でのみ使われたものが11種類 (Ａ

類)､ ｢形容詞＋名詞｣ という正用形で使われる

と同時に､ 準体助詞の ｢の｣ をつけた形でも使

用されたものが４種類 (Ｂ類)､ ｢形容詞＋名詞｣

という正用形で使われただけでなく､ 準体助詞

をつけた形でも､ 不必要な助詞 ｢の｣ を付けた

形でも使用されたものが10種類 (Ｃ類) あった

という (表２)｡ つまり､ ｢形容詞＋の＋名詞｣

という誤用形で使用された形容詞は､ 全て一度

は ｢形容詞＋準体助詞｣ という形で使用されて

おり､ ｢形容詞＋準体助詞｣ という形で使用さ

れたことのない形容詞には ｢の｣ の過剰使用は

一度も生じていないということである｡

この結果から導き出されるひとつの仮説は､

幼児は一部の形容詞について ｢形容詞＋準体助

詞｣ をひとつのセットとして記憶しており､ そ

れを形容詞が名詞を修飾する際にも適用してし

まうため､ ｢形容詞＋の＋名詞｣ という誤った

形式で発話してしまうのではないかというもの

である｡ 実際､ 正高 (1997：148) の調査では

準体助詞の出現は ｢の｣ の過剰使用よりも１ヶ

月早かったことが明らかになっている｡

３. 研究課題

本稿では､ この二つの仮説について成人第二

言語学習者の発話データをもとに検証する｡ 幼

児の母語習得と成人の第二言語習得で互いによ

く似た習得順序が観察されたということは､ 連

体修飾構造の習得には母語か第二言語か､ ある

いは幼児か成人かに関係なく作用するなんらか

の心理的なメカニズムがあるということである｡

それを以下の３点から探ってみたい｡

１. 成人第二言語学習者の発話に準体助詞が出

現するのはいつか｡

幼児と同様､ ｢の｣ の過剰使用が起こる前に

出現すれば､ 準体助詞を支持する有力な根拠と

なりうるであろう｡

２. 準体助詞の出現によって､ 助詞 ｢の｣ が過

剰使用される頻度が高まるのか｡

仮に ｢の｣ の過剰使用より準体助詞の出現の

方が遅かったとしても､ 準体助詞の出現で ｢の｣

が過剰使用される頻度が高まるのであれば､ 準

体助詞仮説を条件付きで支持する根拠に十分な

りうるであろう｡

３. 準体助詞の使用について学習者の発話と､

学習者が受けるインプットとの間に何らかの

関連があるのか｡

仮に､ 準体助詞の出現が ｢の｣ の過剰使用に

影響を与えないと判断された場合､ それは成人

学習者がインプットの中に含まれる準体助詞の

存在に気付かないからなのか､ それともインプッ

ト自体に準体助詞がほとんど含まれていないか

らなのか｡ 後者であれば､ 幼児と成人の間には

言語面で習得環境の違いがあることになる｡

４. 調査の方法

調査にはＫＹコーパスを用いた２｡ これは���によってレベル分けされた成人第二言語
学習者の発話データを文字化したもので､ フロッ

ピーには中国語､ 韓国語､ 英語の３つの言語を
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表２ 修飾語として発話された形容詞

形φ名 形の �形の名
Ａ(11種) ○ × ×
Ｂ(４種) ○ ○ ×
Ｃ(10種) ○ ○ ○

※正高 (1997) をもとに筆者が作成



母語とする学習者の発話データが､ それぞれ30

名分ずつテキスト形式で納められている｡ レベ

ル別の内訳は初級５名､ 中級10名､ 上級10名､

超級５名となっているが､ 初級から上級までの

各レベルはさらに２～３レベルに下位分類され

ており､ 母語話者群によって人数的な偏りがあ

る (表３)｡ そこで､ 本研究では�� (初級上)
から�(超級) までは各母語話者群からランダ
ムに２名ずつ選び､ �� (初級下) と�� (初

級中) レベルに関しては９名全員のデータを分

析することとした｡

５. 結 果

５－１ 横断データに見る習得順序

調査の結果は表４のとおりである｡ これを見

ると､ 成人第二言語学習者は名詞の後に助詞

｢の｣ を挿入するところから連体修飾構造の習

得を始めており､ 母語の習得で言う第一段階､

すなわち修飾語と被修飾語をただ順番に並べる

だけの時期が見られないことがわかる｡

これには少なくとも二つの可能性が考えられ

るであろう｡ ひとつは､ インタビューを行った

時点で�� (初級下) と�� (初級中) の被験

者全員が既に第一段階から第二段階への移行を

果たしていたという可能性である｡ もうひとつ

は､ 成人第二言語学習者の場合には､ 習得の第

一段階がそもそも存在しない､ 或いは存在して

も極めて短期間であるという可能性である｡ 仮

に後者であるとすれば､ 教室環境で文法規則を

明示的に学習したことにより､ 学習者に助詞

｢の｣ の存在が強く意識づけられたことが原因

ではないかと考えられる｡３ 意識的な文法の学

習は習得の ｢順序｣ には影響を与えないという

のが最近の定説ではあるが､ 一方で習得の速度

を速める効果があることも確認されており４､

また､ 習得の初期段階においては単純な文法規

則に限って意識的な文法教授の効果が現れると

いう研究結果も報告されているからである５｡

ただ､ その場合､ なぜ�� (初級上) になって､
急に ｢の｣ が欠落するようになるのかという疑

問が生じる｡ これについても､ �� (初級下)
や�� (初級中) では文法的な正確さに向け

られていた学習者の注意が､ コミュニケーショ

ン能力の発達に伴い徐々に伝達内容の方にシフ

トしていった､ つまり､ 文法的な正確さに注意

が向けられなくなったという説明や､ もともと

｢の｣ の欠落は極めて頻度の低い誤用であり､�� (初級下) や�� (初級中) ではたまたま

表出しなかっただけであるという説明も可能で

あるが､ いずれも推測の域を出ない｡ ここでは､

成人第二言語学習者は習得のかなり早い段階か

ら名詞の正用形 (＝ ｢名詞＋の＋名詞｣) を表

出できるようになると指摘するに留めたい｡

もうひとつ興味深い点は､ 動詞の正用形 (＝

｢動詞＋名詞｣) が､ イ形容詞やナ形容詞の正用

形よりも先に現れているという点である｡ これ

は幼児の母語習得に見られる ｢名詞→形容詞→

動詞｣ という習得順序とは異なる結果である｡

ただ､ �� (初級下) と�� (初級中) でそれ
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中 韓 英 分析

初級下 (��) 1 2 1
9

初級中 (��) 2 1 2

初級上 (��) 2 2 2 2×3

中級下 (��) 3 2 4 2×3

中級中 (��) 4 6 4 2×3

中級上 (��) 3 2 2 2×3

上級 (�) 3 6 3 2×3

上級上 (��) 7 4 7 2×3

超級 (�) 5 5 5 2×3

表３ 分析したデータ



ぞれ１回ずつ現れた正用はいずれも韓国語話者

によるものであり (表６)､ しかもそのうちの

１回は教師の発話を単に繰り返しただけであっ

た｡

Ｔ：ええ､ 日本に来たことはありますか

Ｓ：来たこと (���01)
また､ 残りのもう１例も ｢～したφことがない｣

という ｢文型｣ で表出されていることから､

｢動詞の正用形は名詞の正用形と同時期に習得

される｣ と結論付けるのには少し無理があるよ

うに思われる｡ なお､ 中国語話者の発話に動詞

の正用形が出現するのは初級の後半でイ形容詞

やナ形容詞と同時期 (表５)､ 英語話者の場合

にはイ形容詞やナ形容詞の正用形よりもやや遅

れて出現すること (表７) を考えると､ 動詞の

正用形の習得は速くても初級の後半辺りからと

考えた方がよいように思われる｡
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表４ ＫＹコーパスに出現した連体修飾構造と準体助詞６

品
詞 発話形式 正誤

初級 中級 上級 超級�� �� �� �� �� �� � �� �
名
詞

＋の ○ 5 31 76 157 246 374 405 433 448
φ × 4 11 16 3 4 1 0

イ
形
容
詞

φ ○ 4 7 28 20 46 55 68 62
＋の × 2 4 9 11 5 5 1 0
＋準体 ○ 1 1 1 1 0 2

ナ
形
容
詞

＋な ○ 3 4 11 31 25 60 59 63
＋の × 1 4 2 11 0 4 5 0
＋準体 ○ 1 0 1 1

動

詞

φ ○ 1 1 5 34 95 126 122 200 191
＋の × 1 4 5 6 0 2 2
＋準体 ○ 12 9 20 22 27

品
詞 発話形式 正誤

初級 中級 上級 超級�� �� �� �� �� �� � �� �
名
詞

＋の ○ 3 8 35 58 95 141 192 150 117
φ × 1 7 14 3 3 0 0

イ
形
容
詞

φ ○ 1 7 6 16 29 20 18
＋の × 3 3 9 3 4 1 0
＋準体 ○ 1 0 1 0 1

ナ
形
容
詞

＋な ○ 2 2 7 11 26 25 19
＋の × 3 0 6 0 4 5 0
＋準体 ○

動

詞

φ ○ 2 4 23 32 37 42 63
＋の × 1 0 2 3 0 0 1
＋準体 ○ 3 2 3 5

表５ 中国語話者のデータ



５－２ 準体助詞の出現時期 (論点１)

さて､ 最初に提示した３つの論点のうちのひ

とつ､ 準体助詞の出現時期についてであるが､

準体助詞が学習者の発話に最初に現れるのは�� (中級下) で､ ｢おもしろい｣ というイ形容
詞に ｢の｣ がついた形であった｡ その後､ ��
(中級中) で動詞にも ｢の｣ がつくようになり､�� (中級上) になるとナ形容詞にも ｢の｣ が

つくようになる｡ 数的に見ると動詞が一番多く､

かなり差があるがイ形容詞が２番目､ もっとも

少ないのがナ形容詞となっている｡ 動詞が一番

多いのは､ 連体修飾構造を用いた発話の数自体

がイ形容詞やナ形容詞よりもずっと多いことか

ら考えて､ その比率を反映したものと考えるべ

きであろう｡ イ形容詞とナ形容詞の違いについ

ては､ 数自体が少ないので､ その理由をここで

論じることにどの程度の意味があるのか､ 疑問

に感じるところであるが､ あえて理由を探せば､

イ形容詞の場合には末尾にただ ｢の｣ を付け加

えればよいのに対し､ ナ形容詞の場合には名詞
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表６ 韓国語話者のデータ

品
詞 発話形式 正誤

初級 中級 上級 超級�� �� �� �� �� �� � �� �
名
詞

＋の ○ 2 1 18 47 101 110 108 121 173
φ × 1 4 1 0 1 0 0

イ
形
容
詞

φ ○ 2 2 4 9 19 10 18 27
＋の × 6 0 1 1 0 0
＋準体 ○ 1 0 0 1

ナ
形
容
詞

＋な ○ 2 1 4 8 11 16 13 22
＋の × 2 1 0 0 0 0
＋準体 ○ 1

動

詞

φ ○ 1 1 3 18 54 52 55 65 82
＋の × 4 3 2 0 1 0
＋準体 ○ 7 5 11 8 17

表７ 英語話者のデータ

品
詞 発話形式 正誤

初級 中級 上級 超級�� �� �� �� �� �� � �� �
名
詞

＋の ○ 22 23 52 50 123 105 162 158
φ × 2 0 1 0 0 1 0

イ
形
容
詞

φ ○ 2 4 17 5 11 16 30 17
＋の × 2 1 0 2 1 0 0 0
＋準体 ○ 1 0 0 0 0 0

ナ
形
容
詞

＋な ○ 1 1 5 16 3 18 21 22
＋の × 1 1 0 4 0 0 0 0
＋準体 ○ 1 0 1 0

動

詞

φ ○ 12 18 42 30 93 46
＋の × 1 0 1 1
＋準体 ○ 5 1 7 11 5



との間に ｢な｣ を挿入しなければならず､ 構造

が複雑であるという点が指摘できるであろうか｡

また､ イ形容詞の場合には､ 連体修飾の誤用形､

すなわち ｢形容詞＋の＋名詞｣ と同じ形である

ため､ その影響を受けやすいということも考え

られる｡ いずれにしても､ 母語習得の場合とは

異なり､ 成人の第二言語習得の場合には準体助

詞の出現はかなり遅れるため､ ｢の｣ の過剰使

用を引き起こす直接的な原因とは考えにくい｡

５－３ 準体助詞の影響 (論点２)

二つ目の論点は､ 準体助詞 ｢の｣ の出現によっ

て格助詞 ｢の｣ が過剰使用される率が高まるの

かという点である｡ 仮にもしそうなら､ 準体助

詞が誤用の直接的な原因とはならなくとも､ 学

習者の母語が過程的転移という形で誤用の克服

を妨げるのと同様に７､ 準体助詞が ｢の｣ の過

剰使用に間接的な影響を与えているという可能

性が出てくる｡ しかし､ 今回のデータではむし

ろそれとは逆に､ 形容詞や動詞の後に不必要な

｢の｣ を挿入する誤りは､ �� (中級中) をピー

クに減少に転じており､ これは準体助詞の出現

時期とほぼ一致している｡ (図２) 準体助詞の

出現と同時期に ｢の｣ の過剰使用が減っていく

のであるから､ 準体助詞が ｢の｣ の過剰使用を

助長しているとは当然考えられない｡

５－４ 学習者が受けるインプット(論点３)

最後に､ 準体助詞の使用に関し､ 学習者の受

けるインプットとの関連があるかどうかについ

て見ておきたい｡ 図３はＫＹコーパスの被験者

(学習者) とテスター (教師) の発話に現れた

準体助詞の使用頻度の変化を比較したものであ

る｡

予想では､ ネイティブが準体助詞を頻繁に使

うようになるのと同時期､ もしくはそれよりや

や遅れて､ 学習者の発話内における準体助詞の

出現数も増加すると考えたのであるが､ 結果は

微妙なものであった｡ 図３を見ると､ 学習者が

使用する準体助詞の数は�� (中級下) から��
(中級中) にかけてと､ �� (中級上) から �
(上級) にかけての２度急激に高まっているが､

その２度の急激な伸びを説明できるような変化

が教師の発話には見られないことから､ 残念な

がら､ 両者に因果関係が存在することを示唆す

る結果とは言えない｡
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図２ ｢の｣ の過剰使用と準体助詞の使用頻度
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６. 考 察

今回の研究では､ 連体修飾構造の習得過程に

おいて､ なぜ ｢の｣ が過剰使用されるのかを説

明するために､ 格助詞仮説と準体助詞仮説とい

う２つの仮説について､ 成人第二言語学習者の

発話データをもとに検証した｡ その結果､ 以下

の理由で､ 成人の場合には準体助詞仮説は必ず

しも有効ではないという結論に至った｡

① 形容詞や動詞に不必要な ｢の｣ をつける

誤りは､ 準体助詞が出現するずっと以前か

ら生じていること (論点１)

② 準体助詞の出現によって ｢の｣ の過剰使

用が増加することはなく､ むしろそれとは

逆に減少していたこと (論点２)

しかし､ 幼児の場合には､ 格助詞よりも準体

助詞の方が先に出現することや､ ｢の｣ が過剰

使用される形容詞とそうではない形容詞が明確

に区別されていることなどから､ 準体助詞仮説

を支持する十分な根拠があると考えられる｡ そ

こで論点となるのが､ 幼児の母語習得と成人の

第二言語習得に見られるこのような違いを､ 習

得順序における普遍性と矛盾することなく説明

するにはどうすればよいかという点である｡ 本

稿では､ この点について､ 格助詞仮説で論じら

れている助詞の適用規則の段階的な拡張が習得

順序を決定づける主要因であり､ 準体助詞仮説

の根拠とされるいくつかの現象を習得順序に

｢乱れ｣ を生じさせる副次的な要因であると考

えたい｡ つまり､ 習得順序は複雑な文法や語彙

の規則を､ 仮説の構築と検証を繰り返しながら､

徐々に精緻化していくプロセスを反映したもの

であり､ 習得環境の違い､ あるいはそれに起因

するインプットの違いが習得順序に一時的な乱

れを生じさせていると考えるのである｡

この仮説の根拠としてひとつ挙げられるのが､

迫田 (2002) の提唱する ｢ユニット形成のスト

ラテジー｣ である｡ これは ｢ある言語項目が前

(または後) の語と１つのユニットとして分析

しないで固まりのように処理されること｣ (迫

田 2002：116) を言い､ 連体修飾構造の習得で

も ｢もの｣ や ｢こと｣､ ｢ほう｣ など､ ある特定

の名詞句のパターンで誤用が多く出ていること

が迫田 (1999) によって指摘されている｡ また､

奥野 (2000) の研究でも､ ｢ような｣ や ｢ため

に｣ などで､ ｢の｣ が過剰使用される傾向が強
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図３ 準体助詞の使用頻度 (学習者と教師の発話の比較)
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いと報告されている｡

同様の指摘は母語の習得についてもなされて

いる｡ 正高 (1997：149�150) によると､ 幼児
による ｢の｣ の過剰使用には少なくとも以下の

２つの要因が関与しているという｡ ひとつは､

誤用される助詞と本来用いられるべき助詞､ あ

るいは異なる品詞によって構成された修飾語と

被修飾語との間に見られる ｢文法的類似性の要

因｣｡ もうひとつは､ 発達的に先行して現れた

特定の ｢自立語＋助詞｣ をひとつの固定的なセッ

トとして､ そのまま文法関係の異なる発話にも

適用する ｢模倣・機械的適用の要因｣ である｡

後者には学習者の置かれた環境が習得に少なか

らぬ影響を与えていると考えられる｡ 例えば､

先に引用した正高の研究で幼児が準体助詞とセッ

トで使っていた10種類 (Ｃ類) の形容詞である

が､ その多くはアカイ､ クロイ､ オーキイ､ チー

サイなど､ 身の回りにある物の色や形状を表す

語彙であった｡ (正高 1997：148) 幼児は毎日

の生活の中で ｢赤い の ､ かわいいわね｣ や

｢大きいのをちょうだい｣ などといった発話を

繰り返し耳にしており､ そのためこれらを一つ

の語彙として覚えている可能性が考えられる｡

他方､ 成人学習者の場合には､ 相手が初級者で

あればあるほど､ 話し手は意味を明確にするた

めに準体助詞や代名詞の使用を避け､ できるだ

け具体的に話すように心掛けるであろう｡ 当然､

インプットを通じて準体助詞の存在に気づく機

会は減る｡ 学習者が準体助詞を使うようになる

ころには､ 図２に見られるように､ ｢の｣ の過

剰使用がピークを迎え､ 誤りが徐々に消えて行

く時期､ すなわち連体修飾構造の習得が最終段

階に向かって進み始める時期である｡ 連体修飾

構造の習得にはこのような規則としての習得と

いう側面と､ 語彙としての習得という側面の両

面があり､ 習得順序は前者のプロセスを反映し､

後者は習得環境の影響を受け､ 特に習得の初期

段階においては一時的な ｢乱れ｣ を生じさせる

と考えることはできないだろうか｡

７. 結 論

日本語の第二言語習得研究は､ 最近ようやく

記述的研究から､ 理論・説明の研究にシフトし

つつある｡ アスペクトの習得などではプロトタ

イプ論を使って習得順序の説明がなされるなど､

意欲的な研究が多数行われている｡ その反面､

インプットや習得環境など､ 学習者を取り巻く

外的な要因が習得の順序や速度にどのような影

響を与えるのかについては､ 研究がいまだ不十

分なままである｡ 本研究では､ 習得には ｢規則｣

としての習得と ｢語彙｣ としての習得という二

面性があり､ それが互いに絡み合って習得順序

を表出させているのではないかという仮説を立

てたが､ 今後はこれを他の文法要素の習得につ

いて調査しながら､ 検証していきたい｡
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日本の大学で学ぶ外国人留学生は増え続けて

いるが(2005年５月現在､ 121,812人)､ それに

伴い､ 各大学には留学生の自治的組織である

｢留学生会｣ が組織されてきた｡ 九州大学にも､

全留学生 (2006年５月現在､ 1,141人) を代表

する ｢九州大学留学生会｣､ イスラム教の留学

生による ｢九州大学ムスリム学生会｣､ 国別の

留学生会である ｢中国留学生会｣ ｢韓国留学生

会｣ などの団体がある｡

また､ 主として日本人学生による ｢国際交流

学生サークル｣ も多くの大学に存在する｡ 九州

大学の場合は､ ｢九州大学国際親善会(以下､ 九

親会と略す)｣ というサークルが1961年に発足

し､ 45年たった現在も活発な活動を行っている｡

筆者は､ 九親会の顧問として1989年より彼ら

の活動を支援してきた｡ 1989年ころの九親会は､

活動範囲が狭く､ 何をして良いのかわからない､

手探り状態であるように見えた｡ その後､ 彼ら

が新たに始めた活動や､ 筆者が提案したものな

どが加わり､ 多彩な活動を展開し始めた｡ この

ようなサークルが活性化することにより､ 留学

生が日本で適応するのに役立つことはもちろん､

サークルメンバー自身も学び変化していく｡ こ

れは､ 九親会にとっても､ 留学生にとっても､

国際理解教育として重要な活動であると思われ

る｡

しかし､ 福岡近郊の大学の国際交流学生サー

クルの中には解散してしまったものもある｡ そ

れを見ていると､ ただ彼らが自主的に活動を展

開すれば良い､ というものではないように思え

る｡ かれらの活動が教育の一環であるとすれば､

大学教職員が積極的に彼らの活動を支持し､ 協

力していくことは意味のあることである｡

このような国際交流学生サークルについての

情報は､ 各大学のインターネット等で見ること

ができるが､ 多くのサークルは消長を繰り返し

ている｡ 強力なリーダーが現われると活動が盛

り上がり､ リーダーがサークルの第一線から退

くと会も停滞あるいは解散する､ ということが

多い｡

国際交流学生サークルについての研究は､ 箕

浦 (1998) による研究があるものの､ 他には見
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�. はじめに
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― ｢九州大学国際親善会｣ の活動と会への支援 ―

高 松 里�
本稿は､ 1961年に発足した国際交流学生サークルである ｢九州大学国際親善会｣ の現在の活動を紹介するものである｡

ここ数年､ 九州大学国際親善会の活動は活性化し､ 多方面にわたって留学生との交流活動を展開している｡ このような

活動に対して､ 大学の教職員はどのような教育的サポートをすべきなのだろうか｡ ここでは(1)新しい活動の提案､ (2)

学生と大学を繋ぐ役割､ (3)活動拠点および備品の確保､ (4)交流の機会を提供する､ という点について検討を行った｡
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あたらない｡

本稿では､ この九親会の活動を詳しく紹介し

たい｡ また､ 筆者ら大学教職員がこれらのサー

クルに対してどのような教育的サポートが可能

かについての考察も行いたい｡�. 九州大学国際親善会の活動
九親会は､ 1961年インドネシア留学生の発案

により､ ｢九州大学親善会｣として発足し､ 1964

年に ｢九州大学国際親善会｣ に改称された｡ 大

学や学部の認定サークルとしての登録は行って

いない｡ 現在でも留学生センター長を部長とす

る特殊な形態を取っている｡

実際の活動は､ 他のサークルと同じで､ 活動

費用は会員からの会費でまかなっている｡ 留学

生センターの教員が顧問となっており､ 留学生

センターとは常に連絡を取り合いながら活動を

行っている｡

(1) 組織の概要

・名称：九州大学国際親善会

(����� ＝ �������������������������������������������������)
・発足年：1961年

・会の目的：本会は会員の民主的自治により本

大学の外国人留学生等の交流を通して､ 国際

親善に貢献することを目的とする (｢九親会

会則｣ より)

・役員：会則によれば､ 会長は留学生センター

長となっており､ 学生のリーダーは ｢委員長｣

と呼ばれている｡ その他の会役職として､ 副

委員長 (２名)､ 会計・会計補佐となってい

る｡

・担当： ｢留学生受け入れ｣ ｢広報｣ ｢コーヒー

アワー｣ ｢合宿・コンパ｣ ｢受験生案内｣ ｢イ

ンターリンク｣ ｢学祭｣ ｢お悩み解決隊｣ ｢チュー

ター選考｣ ｢西銀財団｣ の各担当がある｡

・部室：六本松キャンパス (旧教養部) の ｢留

学生控え室｣､ および箱崎キャンパスの留学

生センター分室１階の１室 (九州大学留学生

会と共用) を活動拠点としている｡

・部員：大学院生を含めて40数名｡ そのうち留

学生は約10名｡

・会費：半期1,500円

・顧問：留学生センター指導部門の教員 (白�､
高松)

・ホームページ：�����������������������
(2) 活動内容

九親会の特徴的な活動について以下紹介した

い｡

これらの活動以外に､ 他のサークルと同様に､

新歓ガイダンス､ 新歓コンパ､ ハイキング､ キャ

ンプなどを行っている｡ また総会等の定例会議

もある (詳しくは会のホームページを参照のこ

と)｡ 不定期行事としては､ 留学生宿舎でのバー

ベキューパーティ (2005年は100名以上の参加

があった) などもあり､ 適宜､ 柔軟に活動を行っ

ている｡

① 受験生案内 (２月)

九州大学では､ 毎年２月､ 私費留学生 (学部)

のための特別入試が行われ､ 全国から受験者が

集まる｡ 九親会は､ 他の地方から来る受験生の

ために､ ホテルの斡旋､ 試験会場までの案内､

歓迎昼食会､ などを行っている｡ 2006年に案内

をした受験生は約20人だった｡

具体的には､ 大学が受験票を送る際に､ 九親

会からの案内文を同封してもらう｡ そこには､

案内を希望するかどうか､ 希望する場合にはど

のような交通手段で何時に福岡に到着するか､

などの質問項目がある｡ 希望した学生から回答
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が届くと､ その時間に合わせて､ 博多駅や福岡

空港まで出迎えに行く｡ 受験当日朝はまたホテ

ルまで迎えに行き､ 試験会場まで案内する｡ 初

日の試験 (試験は２日間にわたって行われる)

が終わった後､ 昼食会を開き交流する､ という

形になっている｡

このように､ 大学に入学する前の受験生 (多

くは就学生) に対してサービスを行う活動は､

他大学で行われているという話を聞いたことが

ない｡ ｢案内をしてもらって感動した｡ 九大に

決めたのはそのためです｣ と言っていた留学生

もいた｡

② 新入留学生受け入れ (４月と10月)

九州大学は留学生専用宿舎として､ ２つの会

館を持っている｡ そのうち､ ｢九州大学国際交

流会館 (香椎浜)｣ において､ 1993年４月から

新入留学生のサポートを開始した｡ 支援を提案

したのは筆者であり､ 実際に行動したのは九親

会の学生たちである｡

当初は､ ｢日本語研修コース｣ の学生のみを

対象とした｡ このコースは半年間の日本語集中

コースであり､ 終了後は大学院に進む｡ 入学時

点ではほとんど日本語が話せないため､ 最初の

日本での生活をスムーズに開始できるように支

援することが目的だった｡ 20名前後の学生が入

学してくるのだが､ その学生達の来館時間に合

わせて支援チームを組んだ｡

その後､ 支援の対象は徐々に広がり､ 現在で

は全入寮生を支援している｡ ４月と10月の２回

だが､ 毎回100組 (家族も多い) 以上の留学生

に対してサービスを行っている｡

具体的な活動内容としては､ ４月と10月の最

初の１週間程度､ シフトを組み､ 毎日朝から夕

方まで５～10名程度の九親会学生が待機する｡

事務室横にカウンターを作り､ タクシー等で到

着する新入生の荷物をまずカウンターまで運ぶ｡

入居手続きの書類書きを手伝い､ インターネッ

トの使い方やゴミの捨て方について説明する｡

またオリエンテーション等の行事についての情

報を提供する｡

事務手続きが終われば､ 荷物を持って部屋ま

で行く｡ 留学生は巨大な荷物を持ってきている

ことが多いので､ エレベーターのない4階や5階

の部屋まで荷物を運び込むことは大変な労力が

いるので､ それを手伝う｡

新入留学生の多くは24時間を超える移動と時

差により疲れ切っている｡ とりあえずの食べ物

と飲み物および寝具を確保するため､ 留学生の

希望があれば夕方にショッピングツアーを実施

し､ 100円ショップやスーパーを回る｡

また､ 2006年４月はちょうど桜が満開だった

ため､ 新しい行事として箱崎キャンパス内で花

見を行った｡ 50名近い参加者があり､ 賑やかだっ

た｡

③ コーヒーアワー (毎週)

1990年６月からスタート｡ 毎週木曜日17：30

開始､ 19：00終了｡ 年末年始やお盆を除いて､

ほぼ無休｡ 筆者が提案し､ 九親会��とボラン
ティア (九州大学教職員留学生交流会､ 1990年

発足､ その後解散) で開始したものである｡ 留

学生と日本人学生・教職員が日常的に話ができ

る場を提供しようと考えた｡ 会場は留学生セン

ター (分室) １階の集会室｡ コーヒーとお菓子

を用意し､ 会費は毎回100円｡

当初は筆者が毎回お菓子などを用意していた

が､ 徐々に九親会メンバーが役割を引き受ける

ようになった｡ 現在では完全に九親会主催行事

となっている｡ ４月や10月の新入生受け入れ時

期には会場が一杯になる (40人くらい) が､ 夏

休みや冬休みには人数が減る｡

2006年５月には､ 他の学内交流グループ�����������と共同で､ 別の場所で国際料理
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会を行った｡

④ ����������������
｢����������������｣ は､ 1997年に九
親会・西南学院大学アジア学生友好の会・福岡

大学国際交流クラブによって結成されたもので

ある｡ 毎年５月頃に１週間程度､ シンガポール

大学の学生を福岡に招き､ ホームステイや大学

訪問などを行うものである｡ また逆に８月頃に

は日本の学生がシンガポールを訪問するという

交換プログラムである｡

(財)福岡国際交流協会がバックアップをして

始められた行事だったが､ 現在では学生が主体

となってすべて行っている｡ その後､ 西南学院

大学の会が解散したため､ 九州大学と福岡大学

の２つの大学で運営されている｡

⑤ 九大祭 (11月)

毎年大学祭にレストランを出している｡ 留学

生に手伝ってもらいながら､ 餃子などを中心に

アジア料理を作ることが多い｡ 目の前で餃子を

手作りするので､ 評判は良いようだ｡ 九州大学

はキャンパスが分散しているが､ 他キャンパス

の留学生を誘ってまとめて連れてくることもあ

る｡

(3) 最近新たに開始された活動

① お悩み解決隊 (ピア・サポート)

最初は ｢学生相談員｣ という名称の企画だっ

た｡ 2004年10月から12月まで試験的に開始｡ こ

の時は､ 留学生センター分室の九親会室を会場

にしたが､ 相談に来る留学生はいなかった｡

そこで､ 2005年１月にメンバー４人が広島大

学へ行き､ ｢ピア・サポートルーム｣ を見学し､

情報を集めてきた｡

2005年３月に相談員研修会 (講師は高松)､

４月から本格的に稼働｡ 名称を ｢お悩み解決隊｣

に変更｡ 場所は留学生センター本館の１階｡ 公

共スペースに机を用意し､ 毎日12：15～12：45

の間､ シフトを組んで待機した｡ 何人かの留学

生が相談に訪れたが､ まだ数は多くない｡ チラ

シなどを配布しているのだが､ なかなか留学生

に認知されず､ そのため相談者が増えないこと

が問題である｡

② チューター斡旋

学部１年生のチューター選考を巡っては以前

から問題となっていた｡

文部科学省が監修している ｢留学生交流執務

ハンドブック｣ によれば､ チューターとは､

｢指導教員の指導の下に､ 留学生の学習・研究

指導 (予習・復習の手伝い) を中心に､ 日本語

指導､ 日常の世話 (学内外の案内､ 諸手続きの

ための官庁等への同行､ 買い物､ 宿舎探しの補

助) について個人指導を行うものとする｣ と記

述されている｡

ところで､ 新入生にとって最もチューターが

必要なのは４月である｡ 履修の手引きを読みこ

なし､ 先輩などからの情報も加味して､ どの授

業を選択するか決めなくてはならない｡ また､

チューターが同じクラスの学生であれば､ 最初

のクラスコンパなどでも気を遣ってもらえるだ

ろう｡

しかし､ チューターを捜すということは容易

ではない｡ 例えば､ たまたま隣の席に座った学

生に ｢すみませんが､ 私のチューターになって

もらえないでしょうか？｣ と頼まなくてはなら

ない｡ 頼まれた側も ｢チューターって何？｣ と

聞くことになる｡ そのため､ ４月にはチューター

が見つからず､ ５月以降にようやく見つかると

いうケースが多く見られた｡

そこで､ 留学生センター・学生サービス係・

九親会の三者で会議を重ね､ チューター斡旋を

試みることになった｡ 新入留学生に対しては､

３月に入学手続きのために大学に来たときに､

高 松 里70



留学生控え室でチューター制度について説明を

した｡ また､ 留学生対象の履修登録説明会にお

いても､ チューター斡旋システムについて九親

会学生が説明した｡ 日本人学生に対しては､ 筆

者が担当している ｢日本事情｣ 授業やその他の

関連授業の初日 (オリエンテーション) に九親

会学生も参加し､ 授業後にこのシステムについ

て説明した｡ ４月中旬にも留学生控え室で説明

会を実施した｡

さらに入学式後の新入生オリエンテーション

において､ ｢留学生と友達になりたい日本人学

生のための留学生超入門｣ (高松, 2006) を配

布したが､ そこにもチューター募集について書

いた｡

申し込み書類としては､ 留学生向けに ｢チュー

ターについて｣ (氏名等の基本情報､ 希望する

性別など) を作成し配布した｡ 日本人学生向け

には ｢チューター希望者用応募書類｣ (氏名､

学部､ メールアドレス等の基本情報の他､ どの

国の留学生のチューターになりたいか､ 外国語

能力､ 希望する性別などを記入) を作成｡

その結果､ 2005年度は斡旋を希望する留学生

は20名､ チューターに応募した日本人は68名と

なり､ 選考を行った｡

具体的な計画や申込書の作成､ 実際のマッチ

ング作業はすべて九親会が行い､ 教職員がチェッ

クした｡

チューター斡旋の作業は､ 九親会の名前を周

知する機会ともなり､ 2005年から新入会員がか

なり増えた｡�. 国際交流学生サークルへの教育的支援
九親会は元々､ ボランティア団体というより

は､ 留学生と日本人の両方がメンバーとなる交

流会だった｡ 現在も活動は ｢留学生のため｣ に

行うというより､ 自分たちが楽しみながら結果

的に留学生のためになると良い､ と考えられて

いる｡ ｢留学生のために｣ とばかり考えている

と､ 義務が増え､ 活動が楽しくなくなる｡

では､ 九親会のような国際交流学生サークル

の目的は何だろうか？それは､ 留学生への支援

という活動を通して､ サークルメンバー自身が

自分と異質なものに触れ､ 成長していくことで

ある｡ 彼らの積極性や自主性が最も発揮される

のは､ やはり自分自身が楽しいと感じ､ それに

よって何か新しく生まれてくるものがある時で

あろう｡

そしてメンバーの多くも海外旅行をしたり､

交換留学に出かけたりして､ 逆の立場を経験す

る｡ また戻ってきてから､ 海外で自分がしても

らって嬉しかったことを留学生にお返しするこ

とになる｡

筆者は顧問ではあるが､ サークルはあくまで

自主的なものであり､ 筆者が活動に口を出すこ

とはない｡ 彼ら自身の試行錯誤こそが大切であ

る｡ しかし､ メンバーはしばしば筆者の研究室

を訪れ､ 活動についての意見や､ 会場使用など

の許可を求めに来る｡ また､ 筆者の方からも､

留学生の授業への日本人学生の派遣などを依頼

することが多い｡

教職員が､ このような国際交流学生サークル

に対して､ どのような教育的なサポートをする

べきなのだろうか｡ 以下､ その方法について述

べてみたい｡

(1) 新しい活動の提案

筆者が九親会の顧問として関わり始めた時期

(1989年10月) に委員長であった空田陽史氏は､

九親会機関誌 ｢�����(29・30合併号､ 1991年)｣
(現在は休刊中) において､ ｢九州大学国際親善

会は､ 今大きな危機を迎えている｣ とし､ ｢教
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養部の留学生控室からの九親会追い出しの動き｡

留学生指導教官からの信頼の欠如｡ そして何よ

り九親会員ひとりひとりの九親会への取り組み

の積極的姿勢のなさ｡ 九親会は明らかに存在そ

のものの大きな危機を迎えている｣ と書いてい

る｡ この時期 (1989年７月) に九親会は本部を

教養部 (現六本松キャンパス) から留学生セン

ターのある箱崎キャンパスへ移転させることが

決まった｡ 移転が決まった後も､ 活動はまだ混

沌としていた｡

筆者から見ても､ その頃の九親会は何をして

いるのかよくわからなかった｡ メンバー同士は

仲が良さそうに見えたし､ 雰囲気も友好的だっ

た｡ しかし､ 中核的な活動がなく､ 会の方針が

定まっていない､ という印象を受けた｡

考えてみれば､ 学部学生を中心とした国際交

流サークルは､ １年生で入会した後､ ４年生に

なると就職活動が忙しくなるから､ せいぜい３

年間ほどしか活動ができない｡ ３年間のうちに､

留学生の現状やニーズを知り､ また自分自身の

コミュニケーション能力を高めなくてはならな

い｡ 新しい企画を出し､ それを実行に移すため

にはあまりに時間が短いと言える｡

大学の教職員は､ 留学生に対してどのような

支援が必要なのかに関して､ 長年の蓄積を持っ

ている｡ 教職員の側から､ 新しい活動の発案を

することは可能である｡

九親会の場合､ ｢コーヒーアワー｣ や ｢新入

生受け入れ活動｣ は､ 教員である筆者が提案し､

一緒に組み立てて行ったものである｡ 行事が軌

道に乗れば､ 徐々に九親会の自主的活動へと変

わっていく｡ 実際､ コーヒーアワーを始めたの

が誰か､ 現在の九親会員はほとんど誰も知らな

いはずである｡

また､ ｢お悩み解決隊｣ は基本的に九親会が

自発的に始めたものだが､ 筆者がピアサポート

という仕組みがあることを話し､ また広島大学

のピアサポート担当教員と連絡を取り見学の便

宜を図った｡

このように､ 留学生のニーズをサークルに伝

え､ それに対応した活動をどう作っていくのか､

教職員も一緒に考えていくことが､ サークルに

対する教育的サポートの一つの方法である｡

(2) 学生と大学を繋ぐ役割

国際交流学生サークルは､ 基本的に学生が主

体となり自ら活動の責任を負うものである｡ し

かし､ 実際に活動をしようとする時､ 教職員

(顧問) の手助けがあればずっとスムーズに進

む｡

例えば､ 上述した ｢受験生案内｣ であるが､

以前は九親会学生が事務に行き､ 受験生の名簿

を見せてもらい､ その住所を転記し､ 受験生全

員に案内状を送っていた｡ しかし､ 個人情報保

護の観点から､ この方法は続けられないことが

数年前にわかった｡ そこで､ 筆者も中に入り､

話し合った結果､ 留学生の受験票を発送する際

に､ 九親会からの ｢お知らせ｣ も同封させても

らう形を取った｡ 大学からの発送物に同封する

以上､ 顧問である教員が責任を取る､ という形

である｡

また､ ｢チューター斡旋｣ システムについて

も､ 何回にもわたって､ 学生サービス係事務１

～２名､ 九親会７～８名､ それに筆者が加わっ

て話し合いが行われた｡ チューター斡旋は本来､

大学が行うべきことであり､ 責任は大学側にあ

る｡ しかし､ 同時に九親会学生がチューターの

とりまとめ役となり､ 何か問題が起きた時に先

輩としてアドバイスしてくれれば､ このシステ

ムは有効に働く｡ そこで､ 三者が協議する必要

があった｡

その他､ イベントのために大学の会場を借り
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る場合､ 顧問の印鑑が必要である｡ また､ 留学

生宿舎においてイベントを行う場合､ それが土

日であっても､ 筆者が出かけていき会場の鍵を

開け､ また終了後に片付けを確認し､ 鍵を閉め

るということもあった｡

このように､ 学生サークルと大学の間に立ち､

両者のコミュニケーションを図ることが重要で

ある｡ 顧問的な存在を持たないサークルは､ 会

場を借りること一つでも非常に手間取る｡ アク

ティブなメンバーがいればその時期はサークル

も維持できるだろうが､ 長期にサークルを続け

る場合､ 顧問の存在は大きいと言える｡

(3) 活動拠点および備品の確保

国際交流サークルにとって､ 留学生が集まる

場所の近くに活動拠点を持つ､ ということは非

常に重要なことである｡ 留学生は留学生センター

などに集まっているから､ 現実的にはそれらの

建物の近くが好ましい｡

箱崎キャンパスでは､ 留学生センター分室の

１階に､ 九親会と留学生会が共同で使用してい

る部屋がある｡ となりの集会室で毎週コーヒー

アワーも開かれている｡ 社会人が中心となって

いるボランティア組織 ｢そら｣ のパソコンもす

ぐ近くに設置されている｡

また､ 我々顧問の教員も同じ建物の２階に教

員室を持っているので､ 連絡は簡単にできる｡

常に顔を合わすことができるので､ お互いに気

楽に話をすることができる｡

このように､ 留学生センター分室という場所

に､ 集中的に国際交流関係の組織が集まってい

る｡ 現在､ インターネットとメールが情報交換

の中心にはなっているが､ 実際に顔を会わせる

というのは非常に重要である｡

現実には､ このような場所を確保し続けるこ

とは簡単なことではない｡ 留学生センターにお

いても､ 教員室や教室が不足しているため､ こ

のような学生中心の活動に一部屋を与えること

については､ 毎年のように議論になる｡ しかし､

もし九親会や留学生会が活動拠点を失えば､ 現

在の活動は維持できなくなる｡ 交流システムを

作るには非常に時間がかかるものだが､ 拠点を

失えばあっという間に瓦解する｡

また､ 九親会や留学生会が使用するパソコン

(および���回線) も大学の予算から出され
ている｡ これも筆者が以前申請書を作成した｡

ホームページやメールシステムを立ち上げ､ 管

理するにはメンバー個人の家のパソコンでは不

可能 (学生は卒業していく) である｡ また過去

の活動資料や備品などの保管のためにも､ サー

クル室は必要である｡

(4) 交流の機会を提供する

実際的な交流の機会を提供することもできる｡

例えば､ 筆者は授業で ｢日本事情｣ (学部１,

２年生対象) を担当しているが､ これは交流授

業で実際に留学生と日本人学生が話をし､ お互

いに理解しあうことを目的としている｡ この授

業には､ 九親会の学生も多数参加している｡

この他に､ 日本語研修コース (６ヶ月日本語

集中) の ｢日本人と話そう｣ という授業や､ 日

韓共同理工系学部留学生予備教育(６ヶ月) の

｢日本事情｣ という授業に､ 九親会の学生に参

加してもらい､ 同じ学生という立場から留学生

に色々とアドバイスをしてもらっている｡

また､ 最近になり､ 九州大学ムスリム学生会

の活動に､ 九親会が協力する機会がいくつかあっ

た｡ 2005年には､ ｢パキスタン地震救援募金｣

は留学生と一緒に九親会の学生が福岡の中心街

に立ち募金を呼びかけた｡ 2006年10月には ｢イ

ヴォンヌ・リドリー講演会｣ をムスリム学生会

らが主催し実施したが､ これにも九親会が協力
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をしている｡ これらの活動は､ ムスリム学生会

からの依頼により､ 筆者の研究室で会議を行い､

その場に九親会の学生にも来てもらった｡

留学生と日本人学生は､ 同じキャンパスにい

るとか同じクラスにいる､ というだけでは親し

くなることは難しい｡ 大学院で同じ研究室に所

属する学生同士も､ 皆自分の研究に忙しく､ 親

しくなるのは簡単ではない｡

教職員はあらゆる機会を利用して､ 留学生と

日本人学生の交流を促進すべきである｡�. 終わりに
この原稿は､ 2006年７月１日に札幌で行われ

た �����月例研究会 ｢日本人学生や留学生

による国際交流団体の自主活動の促進について｣

の中で､ 筆者が行った講演を基にしている｡ こ

の会では､ 留学生団体である北海道大学留学生

協議会の会長も講演を行った｡ その中で痛感し

たのは､ 大学側のサポートの必要性である｡ 彼

らは活動拠点を持たず､ 交流行事で使う電源を

確保することにも苦労していた｡

自主的活動とは言え､ 国際交流が盛んになれ

ば､ それは大学にとってもメリットが大きい｡

また､ 活動の中で学生達は自ら異文化交流とい

うものを学んでいく｡ これは教育的なメリット

は非常に大きい｡ その効果を考えるならば､ 大

学側がこれらの活動に対して積極的にサポート

を行うことは当然である｡

今回､ 本稿を書くにあたり､ 先行研究を調べ

てみたが､ ほとんど見あたらなかったことは

｢はじめに｣ に書いた｡ 今後､ 研究者がもっと

このような活動に興味を持つべきだろう｡ また､

学生交流団体同士のネットワークも広がってい

くことが望ましい｡ 福岡には ｢����������������｣ があるし､ 北海道には､ ����
(札幌圏大学国際学生ネットワーク,｢���������｣
｢�����������｣ ｢������｣ ｢�������｣ の略) の
ような国際交流サークルの連合体も存在してい

る｡ このようなネットワーク作りを支援してい

くのも､ 国際交流に携わる教職員の仕事の一部

である｡

留学生センター等の教職員にとって､ 留学生

だけではなく､ 日本人学生がいる､ ということ

は非常に心強いことである｡ なぜなら､ 留学生

の本音をよく知っているのは､ 身近な友人であ

る日本人学生であるからである｡

〈付記〉関道子先生 (北海道大学留学生センター)

に講演会に招いていただいたことが､ 本稿をま

とめるきっかけとなりました｡ また､ 九親会委

員長であった舟越瑞枝さんからは多くの情報を

いただきました｡ 御礼申し上げます｡
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日本に留学している学生の半数近くを占める

中国人学習者 (以後学習者) は､ 中国で日本語

をある程度学習し来日しても､ ｢不自然だ｣､

｢分かりにくい｣ と言われることが多い｡

従来中国国内では文法積み上げ式の教授法が

行われており､ 会話の練習に割くことのできる

時間は十分ではない｡ その限られた時間の中で

効果的にコミュニケーション能力を育成するに

は､ 漠然とした印象である ｢不自然さ｣ ｢分か

りにくさ｣ がどのような原因に発するものであ

るかを明らかにし､ 会話授業にフィードバック

していく必要がある｡

一般的に文法積み上げ式の教授法で学習して

いる学習者は１文レベルでは文法上の誤りがな

くてもテクストレベル１となると何を言ってい

るか理解しにくい場合が多い｡ 池上 (1983) は､

｢テクスト｣ を ｢テクスト｣ たらしめているも

のが ｢テクスト性｣ であると述べている｡ そし

て ｢テクスト性｣ を支える要因として ｢結束性｣

｢卓立性｣ ｢全体的構造｣ をあげている２｡ 今回

は､ 第一段階として ｢結束性｣ を対象とし､ 中

国における効果的な会話授業のあり方を探るた

めの基礎的研究として､ 初級終了程度の学習者

が結束性を構成する能力をどの程度習得してい

るのかその実態を調査する｡ また､ その習得段

階における ｢分かりにくさ｣ ｢不自然さ｣ とは

どのようなものであるかを探る｡

２. 先行研究

結束性および結束性を構成するための要素に

ついては ��������� ����� (1976) を始め
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として多くの研究がなされている｡ 日本語教育

においては､ 池上 (1983 �11) がテクストを
構成する際の ｢情報の連続性を示す仕組み｣ が

結束性であると定義づけ､ 結束性を表示するた

めの手段として指示､ 置換・省略､ 語彙的手段

による結束性､ 接続詞の４項目をあげている｡

日本語学においては ｢文｣ の言語的上位単位

である ｢文章｣ という視点から結束性に関わる

研究が発展してきた｡ 市川 (1978 ��22) は､
｢文章｣ とは ｢通常２文以上から成りそれらが

文脈を持つことによって統合されているもので

ある｣ とし､ 統合を保つための形式を① ｢前後

の文相互を直接､ 論理的に関係付ける形式｣ と

② ｢前文の内容を後文の中に持ち込んで前後を

内容的に関係付ける形式｣ ③ ｢その他の形式｣

とに分類している｡

永野 (1986) は隣り合った文の連続の関係を

連接関係と呼び､ 連接関係を示す指標として接

続語句､ 指示語､ 助詞・助動詞､ 同語反覆・言

い換え､ 応答詞をあげている｡

では､ 学習者言語における結束性という視点

ではどのような研究がなされてきたのであろう

か｡ 齊藤 (1993) は中級と上級の学習者の談話

の型の習得について､ 接続語句､ 指示詞､ 複文､

文末表現の使用を対象に調査している｡ 架谷

(1991)､ 大塚 (1995)､ 筒井 (1995) は発話や

文章における省略について各学習レベルでの習

得状況や問題をまとめている｡ 同一語句の反復

については､ 大神 (2004) が初級終了レベルの

学習者に生じる問題を取り上げ調査している｡

接続詞の習得に関しては､ �������������(1996)
や木山 (2004) が学習者の接続詞使用の発達に

ついて分析している｡

以上先行研究を簡潔に概観したが､ 先行研究

の殆どは結束性を保つための１手段あるいは数

種類の手段のみを対象としたものである｡ しか

し､ 学習者が結束性を形成する際個々の項目の

みを用いているとは考えにくく､ 学習者がどの

ように日本語において結束性を形成しているの

か明らかにするためには､ 結束性を保つ手段に

ついて総合的に調査する必要がある｡

３. 研究の目的および方法

３－１ 分析の枠組み

ここで再度結束性および結束性を保つための

手段について整理する｡ 話し手はテクストを構

成することによりまとまった情報を伝達する｡

その際､ 話し手は聞き手と共有する ｢既知の情

報｣ を背景とし､ それに｢新出の情報｣を付加す

るという形でテクストを展開させる(池上 1983)｡������� �������(1986)､ ���������(1992)
は聞き手の視点から文脈の理解について記述し

ている｡ 聞き手は先行するテクストの内容およ

び聞き手が有する経験的知識を手がかりに推論

を行い意味を統合して話し手の発話を復元する｡

つまり､ 膨大な既知情報や経験的知識から､ 必

要とされる情報のみが選択され新出情報との間

に整合性がつけられることで理解が成立する｡

結束性とは､ 既知情報・経験的知識と新出情報

との間に連続的な整合性を保証するシステムで

あるといえる｡

また､ 甲田 (2001) は､ ある文が前述内容と

どのような関係にあるか理解する過程について､

接続詞があると接続詞によってその関係付けの

方向性が示され､ 推論処理が容易になる点を指

摘している｡ 接続詞を始めとする結束手段は､

聞き手が新出情報を推論し理解する過程におい

て､ その理解の方向性を明示する機能を有する

といえる｡

本稿では､ 既知情報と新出情報の関連付けと

いう視点から結束性を保つ手段を以下のＡ､ Ｂ､
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Ｃに分類する｡ 分類に際しては市川 (1978) の

分類を基本にし､ 池上 (1983)､ 永野 (1986)

を参考にした｡ 尚､ Ａ､ Ｂ､ Ｃについての具体

的な結束形式を表１にまとめる｡

Ａ. 前後の内容を論理的・時間的に関係付ける

手段 (以下 ｢論理的・時間的手段｣)

Ｂ. 前後の内容を内容的に関連づける手段 (以

下 ｢内容的手段｣)

Ｃ. その他 (応答詞)

⑨の ｢近接の関係にある語句｣ については､

２語の間になんらかの意味的な近接性があるも

の､ と定義する３｡

３－２ 研究の目的

本研究では､ 第一に初級終了程度の学習者の

発話を日本語母語話者 (以後母語話者) と比較

することで､ 学習者の日本語における結束性構

成能力の習得状況を量的質的に明らかにする｡

具体的には､ 次の分析項目をたてた｡

① １文中に含まれる結束手段を有する文節

の割合はどうであるか

② 使用される結束形式の種類はどのような

ものであるか

次に､ この習得レベルの学習者の発話がどの

ような ｢話せなさ｣ ｢不自然さ｣ を持っている

のかについて考察する｡

３－３ 調査対象および調査方法

中国国立東北師範大学内赴日本留学生予備学

校で日本語を学習している学習者20名を対象と

した｡ どの学習者もゼロ初級から日本語の学習

を開始し､ 初級過程を終了している｡ 母語話者

については日本の大学の英文学科あるいは国文

学科の学部生11名を対象にした｡

調査では被験者にインタビュ－を行い､ 今年

の正月に何をする予定かを尋ねた｡ 母語話者に
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表１ 結束性を保つための形式

Ａ. 前後の内容を論理的・時間的に関係付ける形式
①接続詞 そして､ でも､ それから 等
②接続助詞 ～が､ ～ので､ ～たら､ ～て 等
③推移・序列を表す語句 ○月○日に､ ○時に､ 次に 等
④その他 接続詞的に用いられる副詞 特に､ 例えば､ やっぱり 等

接続詞的に用いられる連語 そのため､ それに対し 等
接続助詞的機能を持つ語句 ～ために､ ～あとで､ ～まえに 等
内容の前後関係を明示する助詞 ～は､ ～も
内容の前後関係を明示する文末表現 ～のだ

Ｂ. 前述内容を後述内容に持ち込み前後を内容的に関連付ける形式
⑤指示詞 これ､ その､ あそこ 等
⑥語句の省略
⑦同一語句の反復
⑧関連語句 類義語 新年�正月､ 男の子�少年 等

上位語・下位語 料理�餃子､ スポーツ�スケート 等
反義語 男�女､ 先生�学生 等

⑨近接の関係にある語句 餃子�作る､ 料理�おいしい 等
Ｃ. その他
⑩応答詞 はい､ いいえ



はインタビューが行われた時期の関係で､ 今年

の夏休みに何をする予定かを尋ねた｡

分析に当たっては､ 第一に結束性手段を含む

文節ののべ数を集計し､ 第二にどのような手段

が用いられているのかについて分類した４｡

＜例１＞

学習者１：私たちは餃子を作ります｡ (文１)

他の料理を作りません｡ (文２)

例１において､ 文２の ｢料理｣ は文１の ｢餃

子｣ に対する ｢関連語句 (上位語)｣ である｡

また､ 文２の ｢作りません｣ は文１からの ｢同

一語句の反復｣ である｡ 更に､ 文２では文１に

みられる ｢私たち｣ が省略されている｡ 文２に

は計３文節に渡り３種類の結束手段が使用され

ていることになる５｡

４. 調査の結果・考察

４－１ １文中に含まれる結束手段を有する文

節の割合

表２に１文中に含まれる結束手段を有する文

節の数と割合をまとめた｡ まとめるにあたって

は､ 言語的に明示されていない省略された文節

も結束手段としての文節数に含めた｡

学習者は平均５文節から成る文を形成してお

り､ そのうち結束手段を含む文節数は平均2�8
文節であった｡ これを割合にすると56�1％が結
束手段を含む文節であることになり､ 残り43�9
％が新情報のみを含む文節となる｡

母語話者の１文中の平均文節数は学習者とほ

ぼ同数で5�2文節である｡ しかし､ 母語話者は
結束手段を含む文節数が3�9と学習者に比べ多
く､ 75�2％が結束手段を含む文節となっている｡
新情報のみを含む文節は24�8％にとどまる｡
母語話者は新出情報を提示するために新出情

報の２倍以上の既知情報に関連する内容を明示

的・非明示的な言語情報として提出しているの

に対し､ 学習者は新出情報とほぼ同比率の既知

情報を提出しているに過ぎないことが分かる｡

４－２ 使用される結束形式の種類

次に論理的・時間的手段､ 内容的手段､ その

他､ の３手段について､ 学習者と母語話者の使

用状況を図１にまとめた｡

学習者・母語話者ともに内容的手段を最も多

く用いているが､ 使用割合は学習者が80�6％､
母語話者が88�6％で母語話者の方が僅かに多い｡
次に使用されている論理的・時間的手段は学習

者の方が多用しており､ 学習者が13�5％､ 母語
話者が6�3％となっている｡ その他に分類した
応答詞の使用は学習者が5�9％､ 母語話者が5�1
％であり､ 学習者は母語話者とほぼ同様に使用

できていると考えられる｡ 結束手段の全体的な

傾向は両者とも内容的手段の多用という点で共

通している｡ しかし､ 論理的・時間的手段､ 内

容的手段の詳細内容についてはどうであろうか｡

次に､ 各手段に含まれる具体的な結束形式につ

いて検討する｡
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表２ 一文中に含まれる結束手段の割合

１文中の
平均文節数

１文中の結束手段を
含む平均文節数

結束手段を含む
文節の割合

新情報のみを含む
文節の割合

学習者 5�0 2�8 56�1％ 43�9％
母語話者 5�2 3�9 75�2％ 24�8％



４－２－１ 前後の内容を論理的・時間的に関

係付ける手段 (論理的・時間的手段)

図２に論理的・時間的手段に含まれる各形式

の使用割合をまとめた｡

学習者が使用している形式としては推移・序

列を表す語句が30�2％と最も多く､ 接続詞が
22�6％､ 接続助詞が20�8％と続く｡ 学習者は時
間を追って述べる形で話題を展開させている場

合が最も多いことが分かる｡ また､ 接続詞や接

続助詞については使用傾向に偏りがなく既習形

式を広く使用しようと試みていると考えられる｡

母語話者は接続助詞の使用が92�0％と圧倒的
に多く､ 次にその他の接続語句が8�0％と続く６｡

今回の調査では接続詞および推移・序列を表す

語句の使用はみられなかった｡ 母語話者は主に

接続助詞を多用した複文の使用により因果関係

を明示する形で話題を展開していると考えられ

る｡

また､ 母語話者は主に動詞のテ形など意味範

囲の広い接続語句類を用いる傾向にあることが

報告されていることから(樋口 1996)､ 発話に

おいて母語話者は､ 意味範囲の広い結束形式数

種類を駆使することにより談話を構成している

と考えられる｡
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図１ 結束手段の使用率
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図２ 論理的・時間的手段における各形式の使用割合



４－２－２ 前述内容を後述内容に持ち込み前

後を内容的に関連づける形式 (内容的

手段)

次に内容的手段に含まれる各形式の使用状況

をまとめ､ 図３に表した｡

学習者をみると､ 省略が最も多く65�5％となっ
ている｡ 次に同一語句の反復の使用が多く観察

された (22�5％)｡ 近接の関係にある語句､ 関
連語句も使用されてはいるがそれぞれ7�3％､
2�7％にとどまっている｡ 学習者においては省
略と同一語句の反復が内容的手段の90％近くを

占めることになる｡

母語話者の使用状況を見ると､ 最も多く使用

している形式は学習者同様省略である (62�1％)｡
次いで同一語句の反復および近接の関係にある

語句の使用が15�1％と続く｡ 関連語句の使用は
6�8％であり他形式に比べると少ないが､ 学習
者よりは使用している｡

母語話者は内容的手段としては省略を筆頭に､

同一語句の反復､ 近接の関係にある語句､ 場合

によっては関連語句を広く豊富に使用すること

で結束性を形成していると考えられる｡

５. 考察およびまとめ

まず､ 母語話者が形成する結束性についてま

とめる｡ 例２に母語話者の発話例を示す｡ 省略

文節は ( ) で示した｡ その他の結束手段を

含む文節は で示した｡ また､ 結束関係にあ

る前述語句には を引き､ 前述語句と後述語

句 (結束手段) に同じ数字を記した｡

＜例２＞

教師：も
１

う､ ニュージーランドでどこに泊
２

まる

か 決
３

まりましたか｡

母語話者：ま
１

だ､ (ニュージーランドでどこに

泊まるか) 決
３

まっていない んですが､ ホ
２､４

ー

ムステイの方がやっぱり (料金が) 安くなる

みたいで､ できれば､ (私は)ホ
４

ームステイを

してみたいと思っています｡
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例２においては､ 母語話者は接続的・時間的

手段 (｢～んです｣ ｢～が｣ ｢～で｣)､ 省略 (( )

内の内容)､ 同一語語句の反復 (３､ ４)､ 近接

の関係にある語句 (１､ ２) の４種類の結束手

段を使用することによりテクストを展開してい

る｡

情報の伝達という点では､ 母語話者はいわば

最大限の既知情報を後述内容に関連づけること

で新出情報の内容を明確に示していると言える｡

しかし､ 既知情報をそのまま提示するだけでは､

膨大な背景情報の処理に対する負担を聞き手に

与えることになる｡ そこで､ 母語話者は主に接

続助詞を用いることで聞き手の理解への方向性

を示している｡ 一方､ 内容的手段としては各形

式を多様に使い分けることにより結束性を保ち

つつ内容の過度な重複や冗長さを避けている｡

つまり､ 論理的・時間的手段の狭範囲での使用

と内容的手段の幅広い使用により母語話者は結

束性を形成しているといえる｡

次に学習者が形成する結束性についてまとめ

るとともに､ 学習者の発話の ｢不自然さ｣ ｢分

かりにくさ｣ について考察する｡

既知情報と新出情報については､ 学習者は母

語話者に比べ新出情報の割合が多いという点が

明らかになった｡ 言い換えると､ 聞き手が新出

情報を理解する上で必要とする既知情報の提示

量が不十分であるということになる｡ 当該レベ

ルの学習者は新出情報の提示に意識が集中し､

新出情報と既知情報のバランスという全体的な

視点を持つレベルに至っていないと考えられる｡

結束手段の理論的・時間的手段の１つである

接続表現は文脈の関係付けの方向を限定すると

いう性質があるため､ 聞き手が予想しない接続

表現や誤った接続表現が用いられた場合には､

聞き手の理解を阻害することになる｡

＜例５＞

学習者３：春節の日にはまず親類のところへ行っ

て新年の挨拶をします｡

それにあとの２, ３日は友だちと一

緒に遊びます｡

例５においては､ ｢それに｣ ではなく ｢そし

て｣ あるいは ｢それから｣ の方が自然に感じら

れる｡ このように､ 聞き手が予想する形式とは

異なる接続表現が使用されるため ｢不自然さ｣

を感じ､ 誤った接続語句の使用が後述内容の理

解を誤って方向づけるため ｢分かりにくく｣ 感

じられると考えられる｡

内容的手段については､ 学習者は省略手段を

活用しているが一方で同一語句の反復も多用し

ている｡ 他の手段は殆ど用いていない｡ これは

当該レベルでの使用語彙が量的質的にまだ不十

分であることが影響しているためであると考え

られる｡ 使用語彙数および種類が限定されるた

め､ 豊富な語彙知識を必要とする ｢関連語句｣

及び ｢近接の関係にある語句｣ を活用すること

ができないのであろう｡ 学習者の習得が進み使

用語彙が量的質的に増加するとともに関連語句

や近接の関係にある語句も活用できるようにな

ると考えられる｡

では､ この習得レベルでの内容的手段に関わ

る ｢分かりにくさ｣ ｢不自然さ｣ とはどのよう

なものであろうか｡ 例６に学習者の発話におけ

る同一語句の反復例を示す｡

＜例６＞

学習者４：正月､ 祖母の家へ行きます｡ 祖母の

家は中国の江蘇です｡

祖母の家は遠くて､ 私､ もう10年行き

ません｡

例６のように､ 学習者の発話は同一の既知情

報が重複して反復されるため､ 冗長的かつ単調

な印象を受ける｡ また､ 大神(2003)が報告して
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いるように､ このレベルの学習者は本来省略し

なければならない情報も反復する傾向にある｡

つまり､ 不必要な既知情報が重複して提示され

るため､ 聞き手は的確に文意を把握しづらくな

り､ それが ｢分かりにくさ｣ や ｢不自然さ｣ に

つながるものと考えられる｡

今後､ 中国での会話授業を実施するにあたっ

ては､ テクスト全体を構成するという視点を取

り入れる必要性があることは言うまでもないが､

新出情報のみに焦点をあてるのではなく､ 最大

限の既知情報をいかに効率的かつ効果的な手段

で提示し新出情報に関連づけていくか､ という

視点に立ち初級からクラス活動を考えていく必

要がある｡

６. 今後の課題

今後は､ 第一に､ 各調査で明らかになった結

果をどのように会話の授業に還元していったら

よいか､ 具体的な方法論を考察していきたい｡

第二に､ 本稿で示した結束性構成能力の習得

について､ より詳細に各学習レベルでの習得状

況を調査することにより､ 習得過程を解明して

いきたい｡ また､ 日本国内で学習する学習者を

対象に調査することにより､ 環境の違いがどの

ように習得に影響を与えているのかについても

解明していきたい｡

最後に､ 本稿の研究結果は学習者の発話が

｢分かりにくい｣ ｢不自然だ｣ と言われる原因の

一つに過ぎない｡ 今後､ 更に多角的な視点から

調査を進めていきたい｡

注

１ 本稿では言語的単位として ｢文｣ の上位に立つも

のを ｢テクスト｣ と定義する｡

２ 池上(1983 ��11)によると､ ｢卓立性｣ とはある部
分を際立たせて提示するための手段であり､ ｢全体的

構造｣ とは ｢テクスト全体にかぶせられる枠｣ のこ

とである｡

３ 例えば ｢正月�餃子｣ のように中国では近接性があっ
ても日本では近接性があるとは考えられないものも

ある｡ 本稿では､ 日本人にとって近接性があると考

えられない語句は ｢近接性の関係にある語句｣ に含

めなかった｡

４ ｢文｣ については､ 永野 (1986) に従い､ 複文は便

宜上２つあるいは複数の単文で構成されているもの

とみなした｡

５ 本調査ではインタビューの内容を分析対象として

いるため､ 前述内容がインタビュアの発話で後述内

容が被験者の発話である場合でも､ 両者の内容が関

連しつながっている場合は結束性が生じているもの

として学習者の発話を分析対象とした｡ また､ 本研

究では学習者がどのような結束手段を用いているか

を明らかにすることが目的であるため､ 結束手段の

不適切な使用も集計の対象とした｡

６ ｢その他｣ では ｢接続詞的に用いられる名詞・副詞｣

に分類した ｢やっぱり｣ の使用がみられた｡
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��� (����������������������) では､ 平成17 (2005) 年度春学期までは従来のコース編成
で授業を行ったが１､ 秋学期よりコース編成を改編・増設した｡ 以下､ 新しいコース編成について報

告する｡

１－１ コース編成

当センターにおいては学習者数の増加とともに日本語授業に対するニーズも多様化しているという

実状がある｡ そこで､ 今回､ 多様化した学習者の以下のニーズに対応することにした｡

１) �������������������(���) プログラムを始めとする短期留学生数が増加したことか
ら､ 初級・中級レベルにおいてより効果的に学習者の弱点を補強する授業を提供する必要がある

２) 日本語研修コースとＪＬＣの授業の一部融合の試みに向け､ 特に初級コースにおいて､ 日本語

研修コースの学習者が参加可能なコースを設ける必要がある｡

３) 日本語・日本文化研修コースを始めとする上級レベルの学習者について､ 日本人学生が受講し

ている学部の講義が受講できる日本語能力の養成を目指す必要がある｡ 具体的には､ 学部の講義

への橋渡しとなる日本語の授業が求められている｡

以上の点をふまえ､ コースを以下の点で改編・増設した｡ また､ 新コース編成を表１にまとめる｡

１) 初級レベルの漢字クラスおよび会話クラスのクラス数を増設した｡ 特に､ 日本語研修コースに

在籍する日本語既習者の間で漢字学習の需要が高いことから､ 日本語研修コースの学習者のレベ

ルにも配慮した内容の漢字クラスを提供できるようにした｡

２) 中級・上級レベルの読解コースおよび作文コースを新設した｡

３) 上級レベルから学部の講義レベルへの橋渡しとして､ 上級クラスを増設し､ 専門コースを新設

した｡

１－２ 新コースの授業

(1) 教材

コースを増設するとともに､ 各クラスで教える内容も目標を更に明確化し､ より細分化することで

クラス間での ｢住み分け｣ を図った｡ ただし､ 例えば､ 読解コースでは読む練習に専念し書く練習を

一切行わない､ というのではなく､ 読解能力を向上させることを主な目的とし､ 聞く・話す・書く等
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の技能は必要に応じてバランスよく取り入れるようにした｡ 平成17 (2005) 年に使用したテキストや

教材を表２にまとめる｡

(2) 遠隔授業

平成17 (2005) 年度の時点で､ 九州大学は５つのキャンパスに分かれている｡ そのため､ 留学生セ

ンターのある箱崎キャンパス以外にいる学習者が箱崎キャンパスまで来て日本語の授業を受講するこ

とは大変な負担となっている｡ また､ 平成17 (2005) 年の秋学期から新キャンパス (伊都キャンパス)

への移転が開始される｡ これらの学習環境に対応するため､ 遠隔授業機材を使用し､ 第一段階として､

留学生センターで開講している授業を筑紫キャンパスでも受講できる体制をとった｡ 尚､ 秋学期に先

立ち､ 05年の春学期に､ 漢字授業において箱崎キャンパスと筑紫キャンパスで実験的に遠隔授業を行っ

た｡
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表１ ���のコース編成
総 合 漢 字 会 話 読 解 作 文 専 門

入 門 ��1(4)
初 級 １ ��2(4) ��2(2) ��2(2)
初 級 ２ ��3(4) ��3(2) ��3(2)
中級入門 ��4(4) ��4(2) ��4(2)
中 級 １ ��5(2) ��5(2) ��5(2) ��5�6(2) ��5�6(2)
中 級 ２ ��6(2) ��6(2) ��6(2)
上級入門 ��7(1) ��7(2) ��7(2) ��7�8(2) ��7�8(2)
上 級 ��8(1) ��8(2) ��8

※( ) 内は１週間の授業回数 ※��8､ ��2､ ��8は平成17(2004)年秋学期は開講しなかった｡
表２ 各クラスの使用教材

総合 使 用 教 材 漢字 使 用 教 材��1
『�������������』 ��2

『������������������1』��2 ��3��3 ��4 『������������������1�2』��4 『��������』 ��5
『������������������2』��5 『日本語中級�301』 ��6��6 『文化中級Ⅱ』 ��7 『�������������������������1』��7 自主作成教材を使用 ��8 『�������������������������2』

会話 使 用 教 材 読解 使 用 教 材��3
自主作成教材を使用

��5�6
自主作成教材を使用��4 ��7�8��5 作文 使 用 教 材��6 ��5�6 自主作成教材を使用��7 ��7�8 『大学生と留学生のための論文ワークブック』



１－３ 開講スケジュール

当センターでは､ 2003年度以降､ 各学期５週間の５期制を導入している｡ 第１期・第２期が春学期

に当たり､ 第３期・第４期・第５期が秋学期に当たる｡ 平成17 (2005) 年度の開講スケジュールは表

３のとおりである｡

１－４ 受講申し込みオンラインシステムの導入

平成８ (1996) 年に本コースが開設された当時は150名ほどであった受講登録者数がこの十年間で

300名近くになり､ 申し込み用紙など用紙を多く使用したコースの運営管理が困難になった｡ また､

学習者の多様化が進み来日時期等にばらつきが生じたことで教員側の作業負担が増加した｡ そこで､

コースの管理運営および学習者の受講申し込みを電子化し､ 秋学期からオンラインシステムを導入し

た２｡

１－５ プレースメント

プレースメントは各学期とも２日に分けて実施している｡ 初日に全員が受験しなければならない総

合テスト (文法・聴解・読解) を行い､ ２日目は技能別クラスの受講希望者が受験する漢字テストお

よびインタビューテストが行われる｡ 秋学期からは､ プレースメントテストの処理､ クラス分け作業､

クラス発表もオンライン化し､ 学習者が研究室や自宅のコンピュータからも受講申し込みをしたり自

分の受講するクラスを把握できるようにした｡

２. 受講者数および受講者の内訳

２－１ 受講者数

図１に過去５年間の学習者数の推移をまとめる｡ 全体的にはゆるやかに人数が増加していると言え

る｡ 05年秋学期に延べ受講者数が増加したのは､ コースの種類が増え選択肢が広がったためと､ 受講

できるクラス数の制限を設けなかったためであると考えられる｡ 春学期までは１人の学習者が受講で

きるクラス数を２つまでに制限していたが､ 秋学期は学習者の受講傾向を探るため､ 試験的にその制

限を取り払った｡
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表３ ���の開講スケジュール
学 期 開 講 期 間

春学期
第１期 平成17年４月11日～５月19日

第２期 平成17年５月27日～６月30日

秋学期

第３期 平成17年10月11日～11月11日

第４期 平成17年11月24日～12月22日

第５期 平成18年１月16日～２月17日



２－２ 受講者の内訳３

以下に､ 受講者の所属 (表４､ 表５)４ ､ 身分 (表６)､ 受講暦 (表７)､ 出身地域 (表８) をまと

める｡
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図１ ���受講者数の推移
表４ 受講者の内訳 (所属別 (春学期))

所 属 人 数 ％ 所 属 人 数 ％
留学生センター 46 24�2％ 芸術工学 4 2�1％
工学 26 13�7％ 総合理工学 3 1�6％
法学部 24 12�6％ 数理学 3 1�6％
農学 19 10�0％ その他・不明 3 1�6％
人間環境学 16 8�4％ システム生命科学 3 1�6％
医学 11 5�8％ 人文科学 2 1�1％
システム情報 8 4�2％ 言語文化 2 1�1％
理学 6 3�2％ 付属図書館 1 0�5％
経済学 6 3�2％ 生物資源環境 1 0�5％
比較社会文化 5 2�6％ 応用力学研究所 1 0�5％

計 190 100�0％
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表５ 受講者の内訳 (所属別 (秋学期))

所 属 人 数 ％ 所 属 人 数 ％
留学生センター 45 16�0％ 比較社会文化学府 7 2�5％
法学部 38 13�5％ 経済学部 6 2�1％
工学府 36 12�8％ 人文科学府 6 2�1％
農学部 27 9�6％ 理学部 5 1�8％
システム情報科学府 18 6�4％ 医学部 4 1�4％
人間環境学府 18 6�4％ 歯学部 3 1�1％
生物資源環境科学府 17 6�0％ システム生命科学府 2 0�7％
医学系学府 14 5�0％ 教育学部 2 0�7％
文学部 11 3�9％ 数理学府 2 0�7％
芸術工学部 9 3�2％ 薬学部 2 0�7％
工学部 8 2�8％ その他・不明 1 0�4％

計 281 100�0％
表６ 受講者の内訳 (身分別)

春 学 期 秋 学 期
人 数 ％ 人 数 ％

研究生 59 31�1％ 69 24�6％
大学院生 44 23�2％ 76 27�0％
教官・訪問研究員 14 7�4％ 21 7�5％
その他 66 34�7％ 115 40�9％
不明 7 3�7％ 0 0�0％

計 190 100�0％ 281 100�0％
表７ 受講者の内訳 (受講歴別)

春 学 期 秋 学 期
人 数 ％ 人 数 ％

新規受講者 60 31�6％ 201 71�5％
継続受講者 130 68�4％ 80 28�5％

計 190 100�0％ 281 100�0％



３. 受講者による授業評価���では､ 春学期末 (６月) と秋学期末 (２月) に､ 学習者による授業評価を実施している５｡ 授

業評価の結果は���に関わるセンターの教員６で構成される ｢日本語教育方法検討会｣ (年2回実施)

で報告され､ コース全体あるいは個別クラスの改善と見直しに活用されている｡

平成17 (2005) 年春学期の評価は､ 従来通り､ コース最終日に各クラスで評価用紙を配布しアンケー

トを実施した｡ 秋学期は授業評価の入力もオンライン化し､ コース終了日までに学習者がオンライン

システムにログインし評価を入力した｡ 実施された授業評価の結果を以下にまとめる｡

３－１ 授業内容について

(1) 授業の難易度

質問：この授業の難易度は全体としてどうでしたか｡��とてもやさしかった ��やさしかった ��どちらとも言えない��むずかしかった ��とてもむずかしかった

大 神 智 春90

表８ 受講者の内訳 (出身地域別)

春 学 期 秋 学 期
人 数 ％ 人 数 ％

中国・台湾 58 30�5％ 84 29�9％
韓国 38 20�0％ 52 18�5％
他アジア 51 26�8％ 84 29�9％
ヨーロッパ 21 11�1％ 24 8�5％
北米 8 4�2％ 17 6�0％
その他 14 7�4％ 20 7�1％

計 190 100�0％ 281 100�0％

易しい やや易しい 丁度よい やや難しい 難しい

総 合
初 級

春学期 0.0％ 15.2％ 65.8％ 17.7％ 1.3％
秋学期 3.2％ 19.4％ 54.8％ 21.0％ 1.6％

中上級
春学期 0.0％ 3.4％ 69.0％ 17.2％ 10.3％
秋学期 0.0％ 20.0％ 66.7％ 13.3％ 0.0％

漢 字
春学期 0.0％ 21.1％ 65.8％ 13.2％ 0.0％
秋学期 0.0％ 20.8％ 56.3％ 16.7％ 4.2％

会 話
春学期 0.0％ 23.5％ 47.1％ 23.5％ 5.9％
秋学期 0.0％ 28.6％ 67.9％ 3.6％ 0.0％

読 解
春学期 ― ― ― ― ―
秋学期 0.0％ 28.6％ 57.1％ 14.3％ 0.0％

作 文
春学期 ― ― ― ― ―
秋学期 0.0％ 7.1％ 85.7％ 7.1％ 0.0％

＊春学期は ｢読解｣ と ｢作文｣ を開講していない｡



(2) 宿題の量

質問：宿題の量は適当でしたか｡��少なかった ��もう少しあったほうがよかった��ちょうどよかった ��少し多かった ��たいへん多かった
(3) 授業の回数

質問：１週間の授業回数は適当でしたか７？��少なかった ��もう少しあったほうがよかった��ちょうどよかった ��少し多かった ��たいへん多かった
(4) 開講期間

質問：コースの長さ (５週間) は適当でしたか｡��短かった ��もう長いほうがよかった ��ちょうどよかった��少し長かった ��たいへん長かった
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少ない やや少ない 適量 やや多い 多い

総 合
初 級

春学期 0.0％ 7.6％ 64.6％ 24.1％ 3.8％
秋学期 1.6％ 4.8％ 71.0％ 21.0％ 1.6％

中上級
春学期 0.0％ 3.3％ 83.3％ 13.3％ 0.0％
秋学期 0.0％ 6.7％ 73.3％ 20.0％ 0.0％

漢 字
春学期 0.0％ 10.3％ 89.7％ 0.0％ 0.0％
秋学期 0.0％ 10.4％ 62.5％ 27.1％ 0.0％

会 話
春学期 0.0％ 0.0％ 58.8％ 38.2％ 2.9％
秋学期 3.6％ 7.1％ 85.7％ 3.6％ 0.0％

読 解
春学期 ― ― ― ― ―
秋学期 0.0％ 0.0％ 85.7％ 14.3％ 0.0％

作 文
春学期 ― ― ― ― ―
秋学期 0.0％ 21.4％ 50.0％ 28.6％ 0.0％

＊春学期は ｢読解｣ と ｢作文｣ を開講していない｡

少ない やや少ない 適量 やや多い 多い

総 合
初 級

春学期 5.1％ 7.7％ 64.1％ 23.1％ 0.0％
秋学期 1.6％ 8.1％ 79.0％ 9.7％ 1.6％

中上級
春学期 0.0％ 16.7％ 83.3％ 0.0％ 0.0％
秋学期 0.0％ 30.0％ 66.7％ 3.3％ 0.0％

漢 字
春学期 0.0％ 21.1％ 78.9％ 0.0％ 0.0％
秋学期 0.0％ 12.5％ 87.5％ 0.0％ 0.0％

会 話
春学期 0.0％ 10.0％ 90.0％ 0.0％ 0.0％
秋学期 0.0％ 10.7％ 85.7％ 3.6％ 0.0％

読 解
春学期 ― ― ― ― ―
秋学期 0.0％ 14.3％ 85.7％ 0.0％ 0.0％

作 文
春学期 ― ― ― ― ―
秋学期 14.3％ 0.0％ 78.6％ 7.1％ 0.0％

＊春学期は ｢読解｣ と ｢作文｣ を開講していない｡



(5) 授業の進度

質問：授業のスピードは適当でしたか｡��遅かった ��もう少し速いほうがよかった��ちょうどよかった ��少し速かった ��たいへん速かった
(6) １クラスあたりの受講者数

質問：クラスの大きさ (学生の数) は適当でしたか｡��小さい ��もう少し大きいほうがよかった��ちょうどよかった ��少し大きかった ��たいへん大きかった
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少ない やや少ない 適量 やや多い 多い

総 合
初 級

春学期 9.0％ 30.8％ 55.1％ 5.1％ 0.0％
秋学期 1.6％ 8.1％ 79.0％ 9.7％ 1.6％

中上級
春学期 6.9％ 27.6％ 62.1％ 3.4％ 0.0％
秋学期 0.0％ 30.0％ 66.7％ 3.3％ 0.0％

漢 字
春学期 17.9％ 43.6％ 48.5％ 0.0％ 0.0％
秋学期 0.0％ 12.5％ 87.5％ 0.0％ 0.0％

会 話
春学期 6.3％ 40.6％ 50.0％ 3.1％ 0.0％
秋学期 0.0％ 10.7％ 85.7％ 3.6％ 0.0％

読 解
春学期 ― ― ― ― ―
秋学期 0.0％ 14.3％ 85.7％ 0.0％ 0.0％

作 文
春学期 ― ― ― ― ―
秋学期 14.3％ 0.0％ 78.6％ 7.1％ 0.0％

＊春学期は ｢読解｣ と ｢作文｣ を開講していない｡

遅い やや遅い 適当 やや速い 速い

総 合
初 級

春学期 3.8％ 16.5％ 63.3％ 13.9％ 2.5％
秋学期 3.2％ 17.7％ 69.4％ 9.7％ 0.0％

中上級
春学期 0.0％ 13.3％ 66.7％ 20.0％ 0.0％
秋学期 3.3％ 6.7％ 76.7％ 13.3％ 0.0％

漢 字
春学期 0.0％ 18.4％ 78.9％ 2.6％ 0.0％
秋学期 0.0％ 14.6％ 72.9％ 12.5％ 0.0％

会 話
春学期 0.0％ 3.1％ 81.3％ 15.6％ 0.0％
秋学期 3.6％ 14.3％ 82.1％ 0.0％ 0.0％

読 解
春学期 ― ― ― ― ―
秋学期 0.0％ 42.9％ 28.6％ 28.6％ 0.0％

作 文
春学期 ― ― ― ― ―
秋学期 0.0％ 7.1％ 78.6％ 14.3％ 0.0％

＊春学期は ｢読解｣ と ｢作文｣ を開講していない｡



３－２ 学習者の自己評価

｢予習と復習にかける時間｣ については平均時間が示してある｡

(1) 予習にかける時間

質問：授業の予習するのにどのくらい時間がかりましたか｡ 毎回平均 時間ぐらい

(2) 復習にかける時間

質問：授業の復習するのにかかった時間はどれぐらいでしたか｡ 毎回平均 時間ぐらい

３－３ 教師に対する評価

各項目ともに､ 数値が高いほど高い評価である｡ 最大値は4�0で､ 3�0以上が一応の目安となる｡
(1) 授業時間の厳守

質問：授業は時間どおり行われましたか｡��強くそう思う (4�0) ��そう思う (3�0) ��どちらとも言えない (2�0)��そう思わない(1�0) ��全くそう思わない (0�0)
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少ない やや少ない 適量 やや多い 多い

総 合
初 級

春学期 0.0％ 3.9％ 74.0％ 18.2％ 3.9％
秋学期 3.2％ 17.7％ 69.4％ 9.7％ 0.0％

中上級
春学期 0.0％ 0.0％ 50.0％ 40.0％ 10.0％
秋学期 3.3％ 6.7％ 76.7％ 13.3％ 0.0％

漢 字
春学期 0.0％ 2.6％ 92.3％ 5.1％ 0.0％
秋学期 0.0％ 14.6％ 72.9％ 12.5％ 0.0％

会 話
春学期 3.2％ 3.2％ 90.3％ 3.2％ 0.0％
秋学期 3.6％ 14.3％ 82.1％ 0.0％ 0.0％

読 解
春学期 ― ― ― ― ―
秋学期 0.0％ 42.9％ 28.6％ 28.6％ 0.0％

作 文
春学期 ― ― ― ― ―
秋学期 0.0％ 0.0％ 57.1％ 42.9％ 0.0％

＊春学期は ｢読解｣ と ｢作文｣ を開講していない｡

初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文

春学期 1�5 1�5 2�0 1�3 ― ―

秋学期 2�0 1�4 2�0 1�3 1�4 1�5*( ) 内の数値は時間

*( ) 内の数値は時間

初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文

春学期 1�3 1�1 1�1 1�2 ― ―

秋学期 1�9 1�3 2�2 0�9 1�1 1�3



(2) 教育への熱意

質問：教師に授業への熱意が感じられましたか｡��強くそう思う (4�0) ��そう思う (3�0) ��どちらとも言えない (2�0)��そう思わない (1�0) ��全くそう思わない (0�0)
(3) 授業の準備

質問： (教師の) 授業の準備は十分になされていたと思いますか｡��強くそう思う (4�0) ��そう思う (3�0) ��どちらとも言えない (2�0)��そう思わない (1�0) ��全くそう思わない (0�0)
(4) 説明の分かりやすさ

質問：先生の指示・説明はどうでしたか｡��とてもわかりやすかった (4�0) ��わかりやすかった (3�0)��どちらとも言えない (2�0) ��少しわかりにくかった (1�0)��わかりにくかった (0�0)
３－４ 総合評価

数値が高いほど評価が高いと言える｡ 最大値は100％で､ 80％以上が一応の目安である｡

質問：あなたはこのコースの授業にどのくらい満足していますか｡ ％
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初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文

春学期 3�3 3�3 3�6 3�5 ― ―

秋学期 3�3 3�6 3�5 3�5 2�7 3�6
初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文

春学期 3�7 3�7 3�7 3�7 ― ―

秋学期 3�6 3�5 3�7 3�7 3�3 3�7
初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文

春学期 3�7 3�6 3�7 3�8 ― ―

秋学期 3�6 3�6 3�6 3�6 3�4 3�6
初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文

春学期 3�2 3�6 3�7 3�6 ― ―

秋学期 3�4 3�2 3�6 3�5 3�0 3�5
初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文

春学期 86�4 84�2 88�5 91�5 ― ―

秋学期 87�3 88�6 91�3 90�0 77�3 85�9



３－５ 評価の分析

各コースとも春学期・秋学期ともにおおよそ高い評価を得ていると言えるが､ 読解コースが他コー

スに比べてやや評価が低い項目があった｡ これは､ 読解コースは平成17 (2005) 年の秋学期から初め

て開講されたコースであり､ 教師側の方で受講者のニーズが把握しにくかったためではないかと思わ

れる｡ また､ コースの内容を事前に十分に把握していないまま他コースから移動してくる受講者や反

対に他コースへと移っていく受講者が多かったため､ クラスとしてのまとまり感や安定感が持ちにく

かったのではないか｡ そのため､ 評価が低くなったのであろうと考えられる｡

３－６ 今後の課題

今後の課題としては以下の点を挙げることができる｡

１) 読解コース､ 作文コースの定着

読解コースおよび作文コースは､ 平成17 (2005) 年の秋学期に新設されたばかりのコースでもあり､

今回は試行的な要素が強かった｡ 今後は､ 学習者にコースの目的や授業内容を十分に理解してもらう

とともに､ 学習者のニーズに柔軟に対応しながら､ 両コースの定着を目指す必要がある｡

２) 複数キャンパス化への対応

平成17 (2005) 年秋学期から新キャンパス (伊都キャンパス) への移転が始まり､ 今後新キャンパ

スで研究する留学生が増加するため､ 複数キャンパスでの日本語教育の実施が求められる｡ 各キャン

パスでの学習者のニーズ分析を十分に行い､ ニーズに合った日本語コースを提供していく必要がある｡

３) オンラインシステムの定着

平成17 (2005) 年秋学期からオンラインシステムによるコースの受講申し込みを始めたが､ 開始初

年度は学習者が不慣れであったため､ オンラインで受講申し込みをするのを忘れる学習者が多かった｡

また､ システム自体に使いにくい部分があり誤操作をする学習者もいた｡ 今後システムを改善してい

くとともに､ オンラインでの受講申し込みが定着するよう対応していく必要がある｡

資料

アンケート 学習者による授業評価

日本語コースに関するアンケート �������������������������������������������
あなたのクラス －

※ �������������������� �����5 �����(＝1�����) ���������10 �����(＝2 ������)
Ａ. 授業の内容について �������������������������
１. このコースでよく練習できたことは何でしたか｡ ��������������������������������������
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２. もっと練習したかったことは何でしたか｡ �����������������������������
３. この授業の難易度は全体としてどうでしたか｡ ����������������������������������とてもやさしかった ����������やさしかった ������どちらとも言えない �������������������������むずかしかった �����������とてもむずかしかった �������������
コメント：���������

４. 宿題の量は適当でしたか｡ ����������������������������������������������������少なかった �����������もう少しあったほうがよかった ����������������ちょうどよかった ��������少し多かった �������������たいへん多かった ����������
コメント：

５. １週間の授業回数は適当でしたか？ ���������������������������������������少なかった �����������もう少しあったほうがよかった ����������������ちょうどよかった ��������少し多かった �������������たいへん多かった ����������
６. コースの長さは適当でしたか｡ �������������������������������������短かった ����������もう長いほうがよかった ����������������������ちょうどよかった ������������少し長かった �������������たいへん長かった ����������
７. 授業のスピードは適当でしたか｡ �����������������������������������遅かった ���������もう少し速いほうがよかった ����������������������ちょうどよかった ������
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��少し速かった �������������たいへん速かった ����������
８. クラスの大きさ (学生の数) は適当でしたか｡ ���������������������小さい ����������もう少し大きいほうがよかった ����������������������ちょうどよかった ����������少し大きかった ��������������たいへん大きかった �����������
妥当な人数は ( ) 人ぐらい�����������������������������������( ) ���������

Ｂ. 自分自身について �����������������������������������
１. 授業の予習するのにどのくらい時間がかりましたか｡ ��� ������������������������������������

毎回平均 時間ぐらい �������������� ����(�) ���������
２. 授業の復習するのにかかった時間はどれぐらいでしたか｡ ��� ��������������������������������

毎回平均 時間ぐらい �������������� ����(�) ���������
３. この授業に自分として意欲的に取り組んだと思いますか｡ �������������������������������������������������������強くそう思う ����������������そう思う �����どちらとも言えない ����������������������そう思わない ����全くそう思わない ��������
Ｃ. 先生について ����������������������(�)
１. 授業は時間どおり行われましたか｡ ������������������������������������強くそう思う ����������������そう思う ���
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��どちらとも言えない ����������������������そう思わない ����全くそう思わない ��������
２. 教師に授業への熱意が感じられましたか｡ ���������������������������(�) �������������� ���������������強くそう思う ����������������そう思う �����どちらとも言えない ����������������������そう思わない ����全くそう思わない ��������
３. (教師の) 授業の準備は十分になされていたと思いますか｡ ����������������(�) �����������������������������強くそう思う ����������������そう思う �����どちらとも言えない ����������������������そう思わない ����全くそう思わない ��������
４. 先生の指示・説明はどうでしたか｡ ���������������������������������������������������(�) ��������とてもわかりやすかった ���������������わかりやすかった �����どちらとも言えない ����������������������少しわかりにくかった ������������わかりにくかった �������������
Ｄ. 総合評価 �����������������
１. あなたはこのコースの授業にどのくらい満足していますか｡ ��� �������������������������������

％

コメント ��������(このコースは具体的にどんなところがよかったですか ���������������������������������������)
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２. その他意見があれば自由に書いて下さい｡ ������������������������
注

１ 平成16 (2004) 年のコース編成については､ 小山 (2005) ｢日本語補講コース (���)｣ 『九州大学留学生センター
紀要』 第14号を参照｡

２ 詳細は､ 岡崎・大神�2006�｢留学生のための日本語コース (���) における受講・成績管理システムのオンライン
化｣ 『九州大学留学生センター紀要』 第15号を参照｡

３ データは学習者の自己申告に基づいたものである｡

４ 所属については､ オンラインシステム導入時に分類方法が変わったため､ 春学期と秋学期で分けて表示する｡

５ 資料を参照｡

６ 平成17 (2005) 年現在､ 留学生センターの日本語教育部門には､ 専任教官が７名､ 非常勤講師が13名所属している｡

７ 総合コースのうち､ ��1～��4までは火曜日～金曜日まで１日に１コマ､ １週間に計４コマ授業を行った｡ ��5と��6
は１週間に２コマ､ ��7は１週間に１コマ授業を行った｡ 技能コース (漢字､ 会話､ 読解､ 作文) はいずれも１週間

に２コマ授業を行った｡
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日本語研修コースは､ 大学院に進む予定の研究留学生を対象に､ 大学院入学前の予備教育を行うコー

スである｡ 受講者のほとんどは日本語学習暦がない｡ 予備教育の中心は初級からの日本語教育である

が､ その他にも日本への適応､ 特に専門教育の現場への適応を促進するための活動や支援も含んでい

る｡ 日本語研修コースは､ 以下の点を目標としている｡ １) 聴解会話を中心とした初級日本語の習得

２) 日常生活､ 特に研究室で日本人とコミュニケーションができること ３) コース終了後に必要に

応じて自分で学習が継続できる日本語基礎力の養成 ４) 日本の文化習慣に関する知識の習得

２. 実施概要

平成17年度日本語研修コースの実施期間､ 主な日程は下記の通りである｡

１) 実施期間 前期 ４月７日－９月13日 (第40期)

後期 10月６日－３月14日 (第41期)

２) 主な日程

① 前期

開講式 ４月７日

授業開始 ４月11日

健康管理についての講義 (健康科学センター：上園) ４月19日

防災センターと市立図書館見学 ４月28日

三者面談 (指導教員・留学生・コーディネーターの三者) ４月下旬－５月上旬

書道の授業 (学外講師) ６月７日

小学校訪問 (福岡市立香陵小学校) ６月16日

大学院へのガイダンス (留学生センター兼任：土居・梶村) ７月７日

発表会 (文集 『世界の輪32号』 に収録) ７月28日

見学旅行 (九州大学伊都キャンパス 唐津方面) ９月６日

日本人学生との交流会 (留学生センター指導部門：高松) ９月８日

授業終了 ９月８日

閉講式 ９月13日
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② 後期

開講式 (日韓予備教育､ 日本語・日本文化研修コースと合同で) 10月６日

授業開始 10月11日

健康管理についての講義 (健康科学センター：上園) 10月25日

三者面談 (指導教員・留学生・コーディネーターの三者) 10月下旬－11月上旬

見学旅行 (熊本城､ 阿蘇山､ 黒川温泉方面) 11月21日

防災センター見学 11月30日

書道の授業 (学外講師) １月17日

大学院へのガイダンス (留学生センター兼任：梶村) ２月１日

小学校訪問 (福岡市立香陵小学校) ２月７日

発表会 (文集 『世界の輪33号』 に収録) ２月15日

日本人学生との会話 (留学生センター指導部門：高松) ２月17日

授業終了 ２月17日

閉講式 ３月14日

３) 受講者

① 前期 16名 (文科省から配置された国費留学生12名と学内募集に応じた４名)

出身：ミャンマー (３名)､ インドネシア (２名)､ フィリピン (２名)､ ベトナム (２名)

アラブ首長国連邦､ エジプト､ スロバキア､ セネガル､ ドイツ､ ブラジル､ マレーシ

ア

② 後期 13名 (文科省から配置された国費留学生５名と学内募集に応じた８名)

中級１名を含む｡ 中級者はレベルの相当する日本語補講コース (���) のクラス (複

数) を受講｡

出身：中国 (２名)､ バングラデシュ (２名)､ インドネシア､ エジプト､ 韓国､ スリランカ､

タイ､ ネパール､ ベネズエラ､ ポーランド､ ミャンマー

４) 担当者

専任：吉川裕子 (コーディネーター)・小山悟

非常勤講師：柴田あづさ・高嶋文・藤本綾香・松崎定子・松本さえ・和田玉己 (前期のみ)

・堀尾佳以 (後期のみ)

① 前期担当 ２クラス体制
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限 時 間 クラス 月 火 水 木 金

2 10：30－12：00
Ａ
Ｂ

吉川
柴田

松崎
柴田

藤本
松本

高島
松崎

吉川
松本

3 13：00－14：30
Ａ
Ｂ

高島
吉川

松崎
柴田

藤本
松本

和田
松崎

藤本
松本

4 14：50－16：20
Ａ
Ｂ

吉川
柴田

※
藤本
小山

※
小山
吉川

※：���システムによる学習可



② 後期担当 基本的に１クラス体制 (月・水・金４限は２クラスに分けて運営)

５) 使用教材 使用した教材の主なものは以下の通りである｡

『����������������������������������』 ����1�����2 (以下 『���』)
『�����������������������������������』 ����1�����2

筑波ランゲージグループ著 凡人社

『��������������』 ����1 加納千恵子・清水百合他著 凡人社

『わくわく文法リスニング99』 小林典子・フォード丹羽順子他著 凡人社

『毎日の聞きとり50日上』 宮城幸枝・三井昭子他著 凡人社

『１日10分の発音練習』 河野俊之他著 くろしお出版

その他 自主作成プリント､ クイズ､ テスト類

３. 授業時間数と主な授業内容

１) 授業時間数

① 前期：全17週 週13コマ １コマ90分 合計 332時間

② 後期：全16週 週15コマ １コマ90分 合計 360時間

２) 主な授業内容

週間予定は固定したものではなく､ １週間に１～２課を下記の内容で順次組み入れた｡

週間予定表は受講者の様子を見ながら進度と内容を調整し､ ２週間に１回配布した｡
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限 時 間 月 火 水 木 金

2 10：30－12：00 吉川 松崎 松本 柴田 堀尾

3 13：00－14：30 藤本 柴田 高嶋 小山 高嶋

4 14：50－16：20 小山・藤本 吉川 藤本・堀尾 松崎 松本・吉川

※���システムによる日本語学習は､ 空き時間に自習とする｡

活 動 名 称 内 容 頻度・時期など

はつおんれんしゅう 『１日10分の発音練習』 毎日10分 ウォーミングアップ��������� ��������の絵カード 各課の初めに��：��������������� 文型導入・練習 １課平均３コマで��：������������������ 会話練習 １課平均２コマで��：����������������� 会話練習 １課１コマで��：������������������ ４技能の総合練習 １課１コマで

わくわく 聴解 文型導入と練習の後で

かんじ 漢字 第５週目から 週１コマ

その他 ・読解､ 作文 (不定期)
・各課の小テスト (16回)､ ４課毎のテスト (４回)､ 最終試験



４. 受講者からの評価

コース終了前に受講者による評価をアンケート形式で実施した｡ その結果は研修コース講師会 (専

任と非常勤講師による) で報告し､ 研修コースの改善の資料とした｡ 以下､ 改善の資料として役立っ

た項目を提示する｡

１) 受講者による評価の結果

① 前期 ９月８日実施 回答者：13名

質問１ 専門の研究で日本語を使いますか｡

質問２ 習得したい日本語の力は何ですか｡ (記述式)

・会話､ コミュニケーション能力 (11名)

・読解力 (２名)

・作文力 (１名)

・漢字を読む力 (１名)

質問３ 日本語を学習する目的は何ですか｡ (記述式)

・日本人､ 研究室の人々と日常会話ができるようになる｡ (８名)

・研究を助ける､ 研究に必要｡ (５名)

・日本の生活に適応し､ 同僚とよい関係を築く｡ (３名)

・日本語に関心がある､ 新聞が読めるようになりたい｡ (２名)

質問４ テキスト (『���』) はどうでしたか｡
質問５ 次の勉強は役に立っていますか｡
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��� �� �������� 無回答

論文を書く 0 9 1 3

プレゼンテーションをする 3 7 2 1

�������� ���� ������� ������� ������������ 無回答
8 4 0 1 0 0�������の理由：�������が不足���������� ������ ������� ��������� �������������� 無回答

発音練習 5 5 2 0 0 1��������� 10 1 1 1 0 0�� 8 3 1 0 0 1�� 7 4 1 0 0 1�� 6 5 2 0 0 0



質問６ もっと勉強したかったことがありますか｡ (複数回答可)

質問７ クイズとテストはどうでしたか｡

質問８ 授業以外の活動はどうでしたか｡

質問９ ｢発表会｣ はあなたの専門に役に立ちましたか｡ (注１)

質問10 コースや授業のインフォメーションは適切でしたか｡

日本語研修コース 105���������� ������ ������� ��������� �������������� 無回答�� 4 6 2 1 0 0

わくわく 7 2 3 0 0 1

かんじ 9 3 0 0 1 0��������� ������������ ������� ����� �������������
7 10 3 9 5������� ������� ����� ������
4 4 3 0���������� ������ ������� ������������ ����������� 無回答������������������ 11 1 1 0 0 0������������� 10 1 1 1 0 0��������������� ����������� ��������� �������������� ������������������� 無回答

防災センター見学 6 4 3 0 0 0

市立図書館見学 3 7 3 0 0 0

小学校訪問 6 4 2 0 0 1

書道 4 5 4 0 0 0

大学院へのガイダンス 3 6 2 0 0 2

親睦パーティー 6 6 1 0 0 0���������� ������ ������� ��������� �������������� 無回答
5 6 1 0 1 0�������� ���� ������� ���� �������� 無回答
5 8 0 0 0 0



質問11 このコースにどのぐらい満足していますか｡

平均：87�6％
質問12 今後のためにコースへの提案があったら書いてください｡

・『���』 の����3の終わりまで進んだ方がいい｡ (１名)
・ひらがな､ カタカナの時間を短縮して 『���』 ����3を進めた方がいい｡ (２名)
・もっと会話とインタビューの時間を多く｡ (１名)

・日本人学生との会話クラスを毎週｡ (１名)

・もし可能なら習った会話を実際の場面で使う練習を｡ (１名)

・文法の時間をもう少し少なく､ 会話の時間をもっと多く｡ (１名)

② 後期 ２月17日実施 回答者：12名

質問１ 専門の研究で日本語を使いますか｡

質問２ 習得したい日本語の力は何ですか｡ (記述)

・会話､ コミュニケーション能力 (９名)

・文法 (２名)

・読解力 (１名)

・作文力 (１名)

・漢字 (１名)

・発表の方法 (１名)

・講義を聴く力 (１名)

質問３ 日本語を学習する目的は何ですか｡ (記述)

・日本人､ 研究室の人々と日常会話ができるようになる｡ (７名)

・研究を助ける､ 研究に必要｡ (４名)

・日本の生活に適応し､ 同僚とよい関係を築く｡ (４名)

質問４ テキスト (『���』) はどうでしたか｡
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��� �� �������� 無回答

論文を書く 2 8 2 0

プレゼンテーションをする 5 5 2 0

�������� ���� ������� ������� ������������ 無回答
10 2 0 0 0 0



質問５ 次の勉強は役に立っていますか｡

質問６ もっと勉強したかったことがありますか｡ (複数回答可)

質問７ クイズとテストはどうでしたか｡

質問８ 授業以外の活動はどうでしたか｡

日本語研修コース 107���������� ������ ������� ����������������������� 無回答

発音練習 5 4 2 1 0 0��������� 11 1 0 0 0 0�� 11 1 0 0 0 0�� 7 5 0 0 0 0�� 7 4 1 0 0 0�� 7 2 1 1 0 1

わくわく 9 0 1 1 0 1

かんじ 10 1 0 0 0 1��������� ������������ ������� ����� �������������
5 7 3 6 3������� ������� ����� ������
3 2 4 0���������� ������ ������� ��������� ��� ����������� 無回答������������������ 8 4 0 0 0 0������������� 10 2 0 0 0 0��������������� ����������� ��������� �������������� ������������������� 無回答

防災センター見学 11 1 0 0 0 0

阿蘇旅行 10 2 0 0 0 0

天神ツアー 8 3 0 1 0 0

書道 9 3 0 0 0 0

大学院へのガイダンス 6 2 3 0 0 1

小学校訪問 11 1 0 0 0 0



質問９ ｢発表会｣ はあなたの専門に役に立ちましたか｡

質問10 コースや授業のインフォメーションは適切でしたか｡

質問11 このコースにどのぐらい満足していますか｡

平均：94�5％
質問12 今後のためにコースへの提案があったら書いてください｡

・もっと会話の練習を｡ (４名)

・もっと漢字の時間が多いといい｡ (２名)

・見学やパーティーをもっと入れるといい｡ (１名)

２) 評価の結果の分析

① 受講者は主に､ 会話力をつけること､ 周囲の日本人と日本語で意志の疎通ができるようにな

ることを目標としている｡

② テキストはその目的に合っている｡

③ 授業内容のうち､ ｢���������｣ の評価が高く､ ｢発音練習｣ と ｢�� (������������������)｣ の評価が比較的低い｡
④ もっと勉強したかったことは､ 前期後期ともトップは ｢会話｣ 次は ｢漢字｣ である｡ 授業で

会話にはかなり時間をかけているが､ 受講者は更に多くの会話の勉強を望んでいる｡

⑤ 授業以外の活動はおおむね評価が高い｡ その中で､ ｢大学院へのガイダンス｣ の評価が比較

的低いのは､ もう既に研究室に出入りしていて､ 研究室の様子が分かっている受講者が多かっ

たことが影響していると考えられる｡

⑥ 発表会は全体的に役立つと考えられているが､ ｢専門の研究は英語で行うが､ 専門の語彙を

日本語で知っておくのはいいことだ｡｣ というコメントがある一方で ｢専門の研究は英語で

行うので､ 日本語での発表は関係がない｡｣ というコメントもあった｡

⑦ 『���』 ����3まで進んだ方がいいという意見が前期に見られた｡ (注２)
５. 講師会での討議によるコース運営の改善

研修コースでは､ コース開始前と終了後に各１回､ 期間中に３～４回講師会を開き､ そこで専任と

非常勤講師により提案､ 討議された結果をコースに反映してきた｡ 以下に､ 講師会で討議の上決定さ

れた事項を記す｡ 前記の受講者からの評価に基づいた討議も含まれている｡
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8 2 0 1 0 1�������� ���� ������� ���� �������� 無回答
10 2 0 0 0 0



１) 前期講師会 (６回) の主な決定事項

・各課の文法宿題と文法クイズ､ 語彙クイズ､ ４課毎のテスト､ 最終試験を作成する｡

・���(������������������������) による会話力測定を最終週に行う｡
・評価は､ ｢何ができるか｣ に重点を置いた評価方法 (過去の評価基準を基に､ コメントを一般

化､ 簡略化する方法) を検討し､ 指導教員に報告する評価表を作成する｡

・課毎に新出語彙の絵カード (���������) を作成し､ 語彙の定着を図る｡ (動詞に関しては､
動詞だけのカードが一揃いほしい｡ ⇒後期に)

・課毎に新出文型を使って話すペアワークシートを作成し､ クラス活動として使用して､ 文単位

で話す力を養成する｡

２) 後期講師会 (５回) の主な決定事項

・発音練習は､ 抜粋して行い､ 『���』 の����1終了まで継続する｡
・����������������������はテキスト通りではなく､ 短文作成 (������������) などを入れ
て工夫する｡ 特に､ 学習した文法を使った短文作成の練習を入れる｡

・������文に関しては､ 漢字にルビを付け､ 質問を加えたプリントを作成し宿題とする｡
・���������は効果的であるという受講者の支持が多いので､ 引き続きカードを整備する｡
動詞カード一式､ 形容詞カード一式を作成し､ まとめと復習に使用する｡

・���の結果､ 語彙が少なく､ 言いたいことの説明ができないことが判明した｡ 例えば趣味､
食べ物､ 年中行事などのトピック別単語シート (����������������) を使用して各自の
単語リストを作成させ､ テキスト以外の語彙の獲得と説明力の養成を図る｡

・発表会の方法を検討｡ 場所は３階の教室で３グループに分かれて行う｡

・ひらがな練習にかける時間を短縮して､ 『���』 ����3にかけられる時間を確保する｡
６. 三者面談

2005年前期に､ 研修コースの新しい試みとして三者面談 (留学生本人・受け入れ先の指導教員・日

本語研修コースのコーディネーターの三者による) を行った｡ このプログラムの目的は､ 研修コース

終了後の各研究室へのスムーズな適応を支援することにある｡ 後期も同様に実施した｡ その実施方法

と成果について以下に報告する｡ (注３)

１) 実施方法と経過

・開講後留学生センター事務より三者面談実施案内のメールを指導教員に送付｡

・コーディネーターが指導教員 (１人ずつ) にアポイントメントを取る｡

・コース開始後ほぼ１か月以内に､ 毎日放課後面談を実施 (１日１～２名)｡

・面接時間 30分～１時間｡

・場所は留学生センターのコーディネーターの研究室｡

２) 内容 次の点を話題として取り上げる｡

・研究室の様子
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・研究生活で日本語が必要な場面及び必要なレベル

・研修コースの概要と発表会の説明

・大学院の入試のための準備と入試時期

３) 成果

＜コーディネーターにとって＞

・留学生の進学先の状況が､ 下記の点で一人ずつ異なっていることがわかった｡

① 来年４月に修士課程進学か博士課程進学か､ または研究生を続けるか｡

② 大学院の入試はいつ､ どのような形式で行われるか｡

③ 講義及び研究で使われる言語は､ 日本語か英語か｡

④ 研修コースで養成が望まれる日本語能力｡

⑤ 研究室の様子 (先輩留学生がいて､ 先生が留学生に慣れているか) など｡

・コース期間のシラバス・カリキュラムの修正に関して方向付けが得られた｡

・必要に応じて､ その後先生と連絡を取りながら､ 留学生への対応ができるようになった｡

＜留学生にとって＞ (面談直後に実施したアンケートより)

・先生に正式に挨拶する機会となり､ その後研究室を一人で訪問するきっかけが得られた｡

・大学院の入試や今後の研究について先生に直接質問できた｡ 入試のために準備することや研究

生活の様子が明らかになり､ 研究についての疑問が解消する機会になった｡

・研修コースの様子と現在の日本語のレベルを指導教員に知ってもらえた｡

・指導教員の先生は大変忙しくて研修コースの期間にはなかなか研修生と話せないが､ 面談を通

して先生と話す機会が得られ､ 先生の人柄も分かった｡ 先生と親しくなれたように思う｡

・先生に激励されて､ 日本語学習に励もうという気持ちが強くなった｡

・住居や家族のことなど個人的な生活の問題も相談できてよかった｡ 心配なことがあると､ 勉強

に専念できない｡

・研修コースの発表会のテーマと準備について相談することができた｡

４) 考察

三者面談では個々の留学生に合った支援をするために必要な情報が得られる｡ 研修生を一律に大学

院進学留学生と見るのではなく､ それぞれの異なった状況に対して個別の指導ができる｡ 留学生にとっ

ては､ 研修コースの期間のみならずコース終了後に自分のするべきことが分かり､ 安定した気持ちで

留学の目標に向かって日本語の学習を進めることができる｡ 指導教員の先生にとっては､ 受け入れ前

から留学生と接触する機会になり､ スムーズな受け入れという面で役立っていると思う｡ 三者面談は､

三者それぞれに得るところがあり､ 特に研修コース期間の日本語学習に方向性を持たせることのでき

る有意義なものであると考える｡
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７. 今後への課題

① 三者面談

前述の通り三者面談は今後も継続していくことが､ コースにとって望ましいことであるが､ その実

施方法に関しては､ 改善の余地がある｡ 特に､ 伊都キャンパスへの移転が徐々に進行している現在､

面談の時間と場所の確保が困難になってくるであろう｡ 三者それぞれに負担が少なく､ しかも必要な

情報を得る方法を考えることは､ 今後の課題である｡

② コース改善

受講者のコース評価の中で､ 前期後期を通じて､ もっと勉強したかったことのトップは ｢会話｣ 次

は ｢漢字｣ である｡ 授業の中で会話にはかなりの時間をかけて練習してきたのだが､ 受講者は更に多

くの会話練習 (現実の場面での教師以外の日本人との会話) を望んでいる｡ 教師以外の日本人とコー

ス活動の中で話す機会としては､ 現在は ｢小学校訪問｣､ ｢書道の授業｣､ ｢日本人学生との会話｣ など

に限られている｡ 他の機会を開拓していきたい｡ ｢漢字｣ に関しては､ 後期に1週間のコマ数が増えた

ので､ 漢字の授業を週２回にしてみた｡ しかし､ 現在使用中の漢字プリント教材を週２回のスピード

で進めることは､ 受講者への負担が大きく､ 受講者からのクレームがあり途中で週１回に戻した｡ 研

修コースの漢字授業数は､ コース終了後に日本語補講コース (���) の漢字クラスを受講する学習者
の���への移行も考慮して進度を決めなければならない｡ 以上は､ 受講者から希望が出ていて今後
も検討を要する課題である｡

③ コース融合

留学生センターでは各コース間の融合が検討されている｡ 行事としては､ 本年度は､ 日韓共同理工

系学部留学生予備教育プログラム及び日本語・日本文化研修コースと合同で後期の開講式と見学旅行

を行った｡ 授業での融合としては､ 前期に､ 研修コースを基本的に受講しながら漢字のみ日本語補講

コース (���) のクラスを受講した学習者が２名いたが､ 後期には該当者がいなかった｡ 行事､ 授業
の両面から融合を検討していくことも今後の課題である｡

注

１. 発表会は毎学期末に行う口頭発表である｡ 内容は各自の専門について､ 専門外の人に日本語で分かりやすく説明す

ることを目標としている｡ ポスターセッションの形式で､ 一人質疑応答を含めて20～30分｡ 指導教員他関係者を招待

して行う｡ 前期は国際ホールを会場として実施したが､ 声が混ざるので一人一人静かな会場で発表した方がいいとい

う指摘を受け､ 後期は３階の３つの教室を会場とした｡ 発表の原稿は文集 『世界の輪』 としてまとめてある｡

２. 平成17年度後期は､ 研修コースの全授業終了後に､ 特設集中コースが開設された (２月20日～３月10日)｡ 研修コー

スの受講生全員と､ ���第５�����でＪ1�と�2を修了した希望者との合同のクラス編成で行った｡ テキストは 『���』 ����3を使用し､ 最終課まで学習した｡ このため､ 後期の受講生からは､ この意見が出ていない｡
３. 三者面談に関しては､ いずれ稿を改めて詳細を報告させていただきたい｡
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留学生対象の全学教育科目は､ 留学生センターの日本語教育部門が日本語を､ 留学生指導部門が日

本事情を担当 (留学生指導部門報告を参照) している｡ 日本語は17コマを以下のように１年生の前期

と後期､ ２年生の前期に振り分け､ 各クラスが10名前後で指導ができるように構成されている｡

１. 平成17年度の学習内容

以下が時間割とその学習内容である｡

このような時間割で授業を始めたのは､ 平成16年度からで17年度は２年目にあたる｡ この時間割で

は､ 教員が学習項目を同じように定めた授業を２コマずつ担当している｡

例えば､ 下の表にあるように､ １年の後期では１人の教員が月曜日の１限と２限の ｢作文｣ の授業

を２コマ､ 別の教員が火曜日の１限と２限の ｢作文｣ の授業を２コマ担当している｡ この２人の教員

はあらかじめ授業計画について話し合っている｡ また､ 同じく１年の後期に行われる ｢会話・発表｣

のように１人の教員が２コマを担当するというやり方で行われることもある｡
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前期

１年生対象

１
月

１限 聴 解 法学部 理学部 薬学部

２ ２限 聴 解 工学部 芸術学部

３
火

１限 聴 解 文学部 教育学部 医学部 歯学部

４ ２限 聴 解 経済学部 経工学部 工学部 農学部

５
木

２限 総合基礎 法学部 理学部 薬学部

６ ３限 総合基礎 工学部 芸術学部

７
金

３限 総合基礎 文学部 教育学部 医学部 歯学部

８ ４限 総合基礎 経済学部 経工学部 工学部 農学部

２年生対象

９ 月 ３限 社会文化 文学部 教育学部 法学部 理学部 工学部

10 水 ２限 社会科学 文学部 教育学部 法学部 経済学部 経工学部 理学部 医学部 工学部 農学部

11 金 ２限 自然科学 文学部 教育学部 法学部 経済学部 経工学部 歯学部 工学部



学部の学生が必要と思われる科目を､ １年前期に２コマ (聴解､ 総合基礎)､ １年後期に２コマ

(作文､ 会話・発表) を全て受講できるようになっている｡

２. カリキュラムの長所と短所

このように学生が全ての科目を受講できるようになったことの長所は､ まず大学において専門を勉

強するために必要な日本語の力をある程度まで引き上げることが可能になったことである｡

特に入学したばかりの学生は､ これからの大学生活においてどのような日本語の力が必要かという

ことに深い自覚がないことが多い｡ そこで日本語を担当する教員たちが話し合って､ 今までの学生の

日本語における問題点を分析し､ 学部留学生が欠如している日本語の力を補強する授業を考え､ 上記

のような時間割を作成した｡ 大学で講義を聴く力､ レポートを書く力やゼミで発表する力をつけるこ

とを目的としたこのカリキュラムは､ バランスよく日本語の力をつけている学生には最適である｡

しかし､ 留学生の中には日本語の聴く力､ 話す力､ 読む力､ 書く力のバランスがよくない学生が少

なくない｡ 例えば､ 聴く力が弱い学生は､ 先生の講義が理解できないのでノートをとることもできな

い｡ 友達にノートを見せてもらったり､ 自分で図書館に行き本を読んで勉強したりすることになるが､

努力の割に効果は少ない｡ また知っている語彙の数が少ない学生は､ 聴いても､ 読んでもわからない

ことばかりである｡ このような学生は､ 上記の時間割で日本語を勉強しても､ 力をつけることは望め

ない｡ それ以前に特に弱いところを補う必要があるからである｡

入学試験に合格した留学生は､ 大学での勉強ができると見なされている｡ しかし､ 試験でよい点を

とって合格しても､ それまでの学習環境に恵まれないと､ 大学の勉強ができるレベルに到っていない

のが現状である｡ 現在の全学教育科目の日本語では､ このように総合点では良いが､ 全てがよい訳で

はなく､ むしろバランスが著しく悪い学生に対処できないのが短所となっている｡

３. 学生の評価

全学教育機構自己点検・評価委員会によって行われる ｢学生による授業評価 (平成17年度前期のデー

タ一覧｣ によると､ 17年度前期に行われた日本語の授業に対して以下のような評価がなされている｡

留学生センター教員と芸術工学部の教員が担当する11クラスが開講され､ 登録者総数は98名､ アン
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後期

１年生対象

１
月

１限 作 文 法学部 理学部 薬学部

２ ２限 作 文 工学部 芸術学部

３
火

１限 作 文 文学部 教育学部 医学部 歯学部

４ ２限 作 文 経済学部 経工学部 工学部 農学部

５ 木 ５限 会話・発表 薬学部 工学部 芸術学部

６ 金 ５限 会話・発表 文学部 教育学部 法学部 経済学部 経工学部 理学部 工学部 医学部



ケートの回収率は78％であった｡

履修してよかったと思う点

１. 授業内容の構成が適当なものだった 51.3

２. 授業の内容が今後につながるものだった 50.0

３. 授業の準備が周到になされていた 44.0

４. 教師に教育者としての熱意を感じた 42.3

パーセントは､ 11クラスの平均であるので､ 以上の項目について問題があると評価されたクラスも

あるが､ 概ね良好だと言える｡

授業の改善を要望したい点

１. 授業の内容をもっと精選してほしい 12.8

２. 授業の開始時間を守ってほしい 9.0

３. 予習・復習をするよう促してほしい 7.7

４. 視聴覚機器を活用してほしい 7.7

その一方で､ １週間に１コマの授業であるので､ どうしても詰め込みが多くなり､ 学生の理解を深

める工夫に欠けたり､ また理解の確認を忘れたりしがちである｡

５. 今後の課題

大学での授業に必要な技能について､ 担当の教員で話し合う場を設け､ 聴く・話す・読む・書くの

技能をどのように組み合わせて､ どのような練習をしていくのが望ましいかについて教材作成を視野

においた検討を行うことである｡
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現在､ 留学生センターで開講している全学の留学生向けのレベル別／技能別の日本語コース

(�����������������������､ 略して���と呼ばれる) が開始された平成８ (1996) 年当初､ 受

講登録者数は春学期で155名､ 秋学期で168名であったが１､ この10年間で受講者数は増加の一途を辿

り､ 平成17(2005)年には､ 春学期の受講登録者数が190名､ 秋学期は281名と､ 開始当初の1�2倍～1�8
倍にまで増えている｡ これは九州大学へ入学する､ あるいは配置された留学生数の増加を如実に反映

したものであるが､ 今後も本学における受入れ留学生の増加が見込まれることから､ 日本語コース

(���) の受講者数も増え続けることが予想される｡
当センターでは､ 受講の申し込みや受講者情報の管理､ プレースメントテストの実施に関わる手続

き､ 成績管理の作業等の日本語コースの運営と受講者情報の管理に関わる諸作業を､ これまで紙の用

紙を使用して一人一人手作業で処理してきたが､ 年々受講者が増加していることや受講者の留学形態

の多様化が進んだことを受けて､ より多くの技能別日本語クラスを開設したことから､ これまでのよ

うな形態・作業体制での日本語コースの運営と受講者情報の管理が困難になってきた｡ そこで､ 平成

17 (2005) 年秋学期からインターネットを利用したオンラインシステムを導入し､ 受講申し込みから

成績管理に至る一連の手続きと作業を電子化することとした｡

毎期､ 受講者が200～300名におよぶ大規模な日本語コースを運営する教育機関で､ このようなオン

ライン化した受講・成績管理システムが導入されたのは､ 国公私立の大学において全国でも初めての

試みであると思われるので､ 以下にその概要を報告する｡

２. オンラインシステムの概要

２－１ 受講者用オンラインシステム

コンピュータソフトの開発を専門とする業者に委託し､ 日本語コース (���) の受講を希望する留
学生が行う以下の手続きや作業をオンライン化した｡ このシステムでは画面に表れる全ての項目／情

報は原則として日本語と英語の２ヶ国語で表示される｡ なお､ オンラインシステムの開発に当たって
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は､ 日本語コース (���) のコーディネータを務める教員が業者と頻繁に協議を行い､ 試行錯誤を繰
り返しながら､ 最終的なシステムの構築を行った｡

(1) 日本語コース (���) の開講時期と期間､ 及びプレースメントテスト実施に関わる情報
本オンラインシステムでは���に関する以下の情報を学期毎に更新しながら提供しており､ 受講

希望者は次の情報を随時入手することができる｡

①コースの年間スケジュールおよびプレースメントテストの実施日時

②クラス案内 (資料１)���で提供する初級～上級に至る全８レベルのどのレベルにどのような言語技能の習得を
目指したクラスがあり､ 各クラスでどのような授業が､ どういった教材を使用して行われるか

について知ることができる｡ なお､ この案内は日本語､ 英語､ 中国語､ 韓国語の４ヶ国語で表

示している｡

③毎学期の時間割

どのクラスが週に何回､ 何曜日の何限に開講されるかについて知ることができる｡ 現在､���が開講される箱崎キャンパスでは､ 総数で週当たり約80コマの日本語クラスが開かれて
いるが､ 受講希望者は自分の日本語レベルに合わせ､ あるいは習得したい言語技能を考慮し､

また大学院等での専門の授業がない時間帯で､ どのクラスが受講できるか (したいか) を前もっ

て知り､ 検討できるようになっている｡

④過去の受講歴／成績評価

受講希望者が以前に���のいずれかのクラスを受講したことがある場合､ いつ (どの学期

に)､ どのクラスを受講し､ そこでの成績評価と出席率はどうであったかが確認できるように

なっている｡

(2) ���の受講申し込み､ プレースメントテスに関するお知らせ､ および受講クラスの確認 (資

料２)���の受講申し込み､ 並びにプレースメントテストの申し込みをオンラインで行う｡ 学内の研究
室を始め､ インターネットへのアクセスがあるところであれば､ 自宅や海外からでも���の受講を
申し込むことができる｡ 実際に､ 来日前に日本語コースの概要をチェックし､ 受講の申し込みを早々

と済ませてから来学する準備のよい留学生もいる｡ 来日当初は所属する学部・大学院での種々の手続

きを始め､ 外国人登録や銀行口座の開設等もしなければならず､ なにかと忙しい留学生にとって､���受講の手続きが､ いつでもどこでもオンラインで行える利便性は大きい｡ もちろん受講の申し
込みだけでなく､ プレースメントテスト受験後に決定される受講クラスの結果発表もオンラインで知

ることができるようにしてある｡ なお､ プレースメントテスト実施に関わる情報については､ テスト

の実施日時や場所､ また受験しなければならないテストの種類等について､ 登録された受講希望者の

メールアドレス宛に一人一人通知されるようになっている｡

(3) コース評価の入力

毎学期､ 日本語コース終了時に各自が受講した日本語クラスに関する評価をしてもらっているが､

このコース／クラス評価の入力もオンライン化した｡ こうすることで､ これまでは貴重な授業時間の
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一部を割いてコース／クラス評価のアンケートを実施していたのが､ 授業時間を削ることなくコース

／クラス評価について受講者の意見を収集することが可能となった｡

(4) 成績記録の保存・確認 (資料３)

先にも触れたように､ 過去に受講したクラスの成績､ 評価､ 出席率をオンラインで確認することが

できるようにしてある｡ これは､ その学期に受講を希望する日本語クラスを決定するにあたっての参

照資料として使われるほか､ 例えば留学生が帰国に当たって本学での日本語コースの受講・成績証明

を必要とする場合などにも根拠資料として利用される｡ 以前は､ 過去に���を受講した学生の成績
を確認するには､ 年度・学期別､ レベル・クラス別にファイルされた成績表の綴りをひっくり返し､

あちこち探し回らなければならなかった｡ それが本システムを導入することにより､ 学生の名前､ も

しくは登録番号で一発検索が可能となった｡ また､ 受講証明書を発行する場合も､ 一人一人､ 受講ク

ラスと成績､ 出席率を確認して､ 手書き・手入力で証明書を作成していたのが､ クリック一つで所定

の書式で証明書を作成することが可能となり､ 事務的な手続の労力が大いに軽減された｡

２－２ 教師用受講管理システム

日本語コース／クラスを管理・運営する教員向けには､ 以下の作業をオンライン化した｡ まず､ シ

ステムに登録した学習者 (＝日本語コース受講希望者) には自動的に登録番号 (��) が付されるよ
うにし､ この登録番号 (��) で学習者を検索､ 特定し､ 教員の側で必要となる学習者情報を引き出
すことができるようにした｡ 当システムの導入により､ 数百名という大規模な人数の学習者情報の管

理が可能になるとともに､ データをデジタル化したことで､ その取り扱いが容易になり､ データ処理

の作業にかかる時間を大幅に短縮することができた｡

(1) プレースメントテスト実施に関わる諸作業 (資料４､ 資料５)

①学習者情報 (氏名､ 国籍､ 所属部局､ 学年､ 指導教員氏名､ 連絡先､ 過去の���受講歴・成
績､ 今期の受講希望クラス等) の確認

②受講希望者毎に受験すべきプレースメントテストの種別決定

③プレースメントテスト受験者の名簿の作成

④プレースメントテストの結果の処理､ 並びに学習者の受講クラスの決定作業

⑤学習者の受講決定クラスの��順名簿やクラス別名簿などクラス運営に関する諸資料の作成
上記の②については少し説明が必要であろう｡ 学習者の１) 文法・表現力､ ２) 文章読解力､ ３)

聴解力､ ４) 漢字力､ ５) 会話力が各々チェックできるよう､ タイプの異なるプレースメントテスト

が準備されており､ ���受講希望者は､ 過去の受講・学習歴と現在希望する日本語クラスのレベル
とその技能別タイプに応じて､ どのプレースメントテストを受けるか (受けなくていいか) が決定さ

れる｡ この確認と判別作業を､ これまでは数人の教員がかかりきりで一人一人の受講希望者について

行っていたのであるが､ オンラインシステムの開発､ 導入以後､ この煩雑な作業がすべてシステム内

で処理できるようになった｡

(2) 学習者の成績管理���各コース／クラスを担当する専任教員と非常勤講師に��とパスワードを設定し､ 学習者の成
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績もオンラインで入力し､ 管理することができるようにした｡ こうすることにより､ 特に毎日留学生

センターに来るわけではない非常勤講師の方々も､ 随時どこからでもインターネット経由で学生の成

績入力が可能となり､ 便利がられている｡ また､ 入力された成績は過去に遡って検索し確認すること

ができることは先に述べたとおりであるが､ これは教える側からすれば､ その学期に受け持つことに

なった学生が､ これまでどんなレベルのどのクラスでどういった学習をしてきたのかを確認するといっ

た場合に､ 大いに役立っている｡

(3) 受講者によるコース／クラス評価の結果の集計と統計処理

学習者が入力したオンラインで入力したコース／クラス毎の評価はシステム内で自動的に集計され､

表・グラフ化されるようにした｡ これでこれまで全て手作業で行っていた評価データの収集と統計処

理の作業が省略でき､ ｢教える｣ こと以外に費やす教員側の労力を大幅に削減できた｡ コース／クラ

ス評価の結果については毎学期､ 留学生センター教員会議､ 並びに留学生センター委員会で報告され､���の企画・運営のあり方と開講される各種日本語クラスの質の保持､ 向上に役立てている｡
(4) 指導教員 (学部・大学院等の各部局) への通知

学習者がオンラインで���の受講申し込みをすると､ そのことを知らせるメールが自動的に受講
希望者情報の一部として登録されている学習者の指導教員 (各部局) に送られるようになっている｡

これは､ 留学生センターでの日本語学習と学生の所属する学部・大学院等での専門分野の研究の両立

が (主として時間的に) 困難であるにも関わらず､ 学生独自の判断で���に受講申し込みをした者
がいた場合､ 指導教員と学生が���の授業が開始される前に､ ���の受講に関してよく相談しても
らうための措置である｡ 日本語・日本文化研修コース生や���短期留学プログラム生など､ 留学生
センターに所属する学生もいるが､ 割合から行くと���各コース／クラスの受講者は､ 学内各部局
に所属する大学院生や研究生が大半である｡ そうした学生が���の受講を希望した場合､ 学位取得
に至る専門分野での研鑽・研究に支障がないように､ また指導教員の了解・了承を得た上で日本語の

学習が進められるようにという配慮から､ このような措置をしている｡

(5) 成績送付

従来は学期毎に封書 (学内便) で指導教員と学習者の双方に成績を送付していたが､ 事務作業の軽

減・効率化を図るため､ 電子メールの形式で送付できるようにした｡

３. 今後の課題

学習者側の受講申し込みと教師側の管理運営をオンライン化したことで､ 様々な面で作業の効率化

を図ることができた｡ しかし､ 更なるシステムの改善に向けていくつかの課題も見つかっている｡ 以

下２点に絞って今後､ 改善されるべき問題点をまとめる｡

(1) 操作マニュアルの提示方法

オンライン入力システムの操作マニュアルを作成し､ オンラインシステム上に載せ､ そのマニュア

ルを見ながら入力操作ができるようにはしているが､ それでもシステムの使い方がよく分からないた

め､ スムーズに受講申し込みの手続きや個人情報の入力・更新を行うことができない学習者がいる｡
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その結果､ 申し込み手続きが不完全なままであったり､ 申し込み手続きをすることなくプレースメン

トテスト当日に会場にやってくる学習者もいる｡ オフィスアワーを設けて､ 受講希望者に対応したり､

メールアドレスを公開して､ 学生の問い合わせを受け付けたりしてはいるが､ こういった手段を活用

することを思いつかない学習者もおり､ また､ オンラインシステムの画面で表示される情報のみでは

不安が解消されない学習者もいるようである｡ このような学習者への対応を再度考える必要があろう｡

(2) コース評価の入力

オンライン化する前は､ 学習者によるコース評価は､ コース修了時に教室で記入してもらっていた

ため､ 授業時間を削られるきらいはあったものの､ 回収率はほぼ100％であった｡ しかし､ オンライ

ン化した後､ 入力は学習者の自主性にまかせることとなり､ 平成17 (2005) 年秋学期の入力率は､���受講者全体の57％に留まった｡ コース評価の結果は､ コース全体の見直しや個々の教師の授業
改善のための資料として活用されていることは先に触れたとおりであるが､ そのためにも今後､ 入力

率を高める手段を講じる必要がある｡

資料１

学習者用オンラインシステム トップページ
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資料２

クラス案内

資料３

学習者用オンラインシステム 成績確認画面２
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資料４

教師用受講管理システム プレースメントテストの点数を入力する画面３

資料５

教師用受講管理システム 学習者のクラスを決定する画面 (決定クラスを選ぶ)｡

注

１ 詳しくは小山悟 (2005) ｢日本語補講コース (���)｣ 『九州大学留学生センター紀要』 第14号を参照｡
２ 試行用のダミー学生の成績確認画面である｡

３ 学習者 ｢カキク ケコカ｣ はテスト用の実在しないダミー学生である｡
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���コースは､ 通常の補講コース(週２回以上)と時間的に合わない､ 定期的な時間が取れない､
来日時期が通常と異なる､ など諸事情のある本学の留学生や客員研究員を対象とした日本語補講コー

スで､ 学習内容の入ったコンピュータの使い方を理解し､ 各学習者が自分に合った進度と目的に応じ

て､ 学習できる点に特徴がある｡

初歩からサバイバルが可能なレベルまで対応できるだけでなく､ 中級レベルに達した(漢字圏出身

などの)既習者にもコンピュータで復習できる充分好い機会にもなる｡ 担当教員は(機材の使い方の外

に)教室で各学習者個人からの日本語やその学習方法に関する質問にも細かく対応している｡ 尚､ コー

ス選択はニーズに応じてある程度柔軟に対応している｡

平成17年４月からは場所を変え､ 教材の種類を増やして､ コースを新たにした｡ 平成17年度のコー

ス概要は以下のとおりである｡

前期：平成17年４月12日～７月14日���1 火曜日 14：50～16：20 (第４時限)���2 木曜日 14：50～16：20 (第４時限)
後期：平成17年10月11日～平成18年２月10日(年末年始期間を除く)���1 火曜日 14：50～16：20 (第４時限)���2 木曜日 13：00～14：30 (第３時限)

担当教員：鹿島英一

教室：情報サロン室 (留学生センター１Ｆ)

レベル(目安)：���1 日本語学習経験が無いか､ 平仮名の学習を一応終わった学習者｡���2 初級の学習を一応したことのある学習者か､ それ以上のレベルの者｡
定員：学習に利用可能なコンピュータの台数 (10台)｡

教材：以下の７種類｡

１. ひらがな(��������)
２. かたかな(��������)
３. 漢字(�����) ―― 漢太郎(�������)１
４. 漢字(�����) ―― 漢太郎(�������)２
５. 漢字(�����) ―― 漢太郎(�������)３
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６. 動詞活用(������������������) ―― まなびや(��������)
７. 中級入門までの総合練習(��������������������������������������������)

申込方法：

留学生センター (箱崎キャンパス) の留学生課センター担当係 (��� 642‒2142) に所定の申
請用紙に書き込んで､ 期限 (前期は４月８日)までに提出する｡ 後期からは申込書は留学生交流

係に事前に提出すればいいこととした｡

概要：

学習者ニーズの多様化が一層進んでいる｡ 以前はひらがなの既習を前提としていたが､ 本年度

はその制限も取り払った｡ また､ 後期から申込方法を変えたことで､ いつからでも､ また可能な

時だけでも参加できるようになった｡

学習者数は(機材の使い方を理解するために１回だけ参加する者を除けば)､ 前期７名､ 後期９

名で､ 学習者のレベルは極く初級から比較的高い中級(復習)までバラエティに富んでおり､ 進度

もコースの目的に沿ったものであった｡

学習者は通常の補講コース(週２回以上)と併用する者と､ 以前の能力の回復を目指す者に大別

されるが､ 前者の方が多い｡ 今年度は前者の中にはひらがなの学習が終わるころまでに足が遠退

く傾向が見られる一方で､ 熱心にクラスに通って用意した質問と共に弱点を細かくつぶしてゆく

学習者も少数いた｡

尚､ 自らの日程調整で､ 時に日本語���開放時間＋)の利用で代替する学習者もいた｡

参考＋)：

本コースに出席して利用法を習得した学習者などが本コース開講時間以外 (月～金：８：45～

17：00：日本語���開放時間) に､ 同じ場所､ 同じ機材を利用して､ 学習することは本学の留
学生や訪問研究員なら誰でも可能(担当教員なし)である｡ その場合は､ 留学生課の担当係に申し

出た上で､ 必要品を受け取ってから利用してもらいたい｡
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平成17年度は､ 因京子・小山悟の２名が比較社会文化学府の ｢日本語教育講座｣ に所属する協力教

員として大学院教育に携わった｡

１ 担当科目

因 京子

・日本語教育方法学 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

・日本語教育調査研究方法論

・日本語教育総合演習

・日本語教育特別研究

・博士総合演習 Ⅰ・Ⅱ

・博士演習 Ⅰ・Ⅱ

・博士特別研究

小山 悟

・日本語教育学 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

・日本語教育調査研究方法論

・日本語教育総合演習

２ 担当学生数 (平成17年度５月現在)

因 京子 修士13名 博士12名 研究生３名

小山 悟 修士５名 博士１名 研究生１名

３ 修士号の取得状況

平成17年度に因・小山が指導教員として修士号取得までの指導及び審査に関わった学生の氏名と論

文題目は以下の通りである｡ ☆印は小山が世話人教員を務めた｡

麻生 迪子 ｢そば｣ に関する意味・語用論的考察

網野 薫菊 日本語会話におけるターンテイキングのストラテジー

顔 暁冬 終助詞 ｢よ｣ と ｢ね｣ について－自然会話における ｢ね｣ と ｢よ｣ のコミュニケーショ

ン機能－
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☆久木元 恵 リキャストの気付きに影響を与える要因とその分析

☆塩川絵里子 日本語学習者のアスペクト形式 ｢テイル｣ の習得－文末と連体修飾節との関係を中心

に｣

平 静 日中のポライトネスの対照研究－日本語と中国語の談話分析を通して－

古谷 真希 談話中の授受補助動詞の機能に関する一考察

４ 修士号の取得状況

平成17年度に提出された博士論文の中に､ 因・小山のどちらかが指導及び審査に関わった学生のも

のはない｡
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前回の報告１では本学における本プログラムの実施経過をプログラム開始当初 (2000年) から2004

年度 (５期生) までを概観し､ 併せて韓国で行われる渡日前予備教育の概要､ 及び本プログラムの特

徴と問題点についてまとめた｡ よって本稿では2006年度 (６期生) に対する予備教育プログラムの概

要について報告するにとどめる｡ なお､ 本紀要・年報中の ｢�����������������������������������������������������������������������������������������������｣ においても
日韓共同理工系学部留学生予備教育プログラムについて言及されているので､ そちらも併せてご覧い

ただければと思う｡

１. 受入れ学生 (６期生)

2005年に受入れた本プログラム生は計７名で進学先の学部・学科は以下の通りである｡

工学部・機械航空学科 ２名

工学部・電気情報工学科 ２名

工学部・建築学科 １名

工学部・物質科学工学科 ２名

２. 授業計画

６期生への予備教育 (半年間) に関しては､ 例年のそれに準じて､ 以下のように定められた｡

開講式 平成17年10月６日

オリエンテーション 同 上

授業開始 平成17年10月11日

授業終了 平成18年２月17日

閉講式 平成18年３月10日

また､ 日本語や数学､ 物理､ 化学等の専門基礎科目の教育の他に､ 2005年度は留学生センターで実

施される日本語・日本文化研修コースや日本語研修コース (大学院入学前予備教育) と合同で､ 防災

センターの見学や日帰りバス旅行 (熊本・阿蘇・黒川) を実施した｡
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なお､ 予備教育期間中の専門基礎科目の総授業時間は､ 各科目とも30時間､ 日本語に関しては420

時間以内とされた｡

３. 実施授業科目

2005年度に実施された授業科目は2004年度 (５期生) と同様であるが､ 週に一度､ ホームルームの

時間を設け､ コーディネータ役の教員が学生一人一人の受講状況や生活状況を確認するようにした点

と､ 本プログラム生だけのための特別日本語クラス ｢聴解・作文｣ を週に１度設けた点が､ 前年度と

は異なる｡ なお､ 選択日本語に関しては､ 前年を踏襲し､ 留学生センターで実施される全学の留学生

向け日本語コース (����) の中からレベル別､ 技能別で､ 各学生に適したクラスを受講させた｡ 結
果として､ 平均して一人３コース､ 週６コマ程度の日本語クラスを受講することとなった｡ 以下に週

間の時間割を示す｡

上記時間割にある専門基礎科目､ 及び日本文化・日本事情の授業担当者も､ これまで通り以下の学

内各部局からそれぞれ配置されている｡

数 学 理学研究院

化 学 工学研究院

物 理 工学研究院

英 語 言語文化研究院

日本文化・日本事情 留学生センター (指導部門)

４. 日本語会話パートナー

2005年度 (６期生) に関しては､ 本学日本人学生による日本語会話パートナーを募集し､ 配置した｡

この日本語会話パートナーの制度は､ 本センターで実施される�������������������プログラ
ム (���) や日本語・日本文化研修コース等の短期留学プログラムに参加・在籍する外国人留学生
向けに開始されたものであるが､ 本予備教育プログラム生についても､ 日本語会話力の早期上達や本

学での学生生活に一日も早く馴染んでもらおうとの配慮から､ その利用を試みたものである｡

日本語会話パートナー (＝本学日本人学生) の募集に当たっては､ 本プログラムの主旨を説明し､

その上で工学部に進学予定の年下の韓国人留学生の会話パートナーとなってくれる人を探し､ 一対一
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月 火 水 木 金
8：40－10：10 化 学
10：30－12：00 聴解・作文 選択日本語 (各自のレベルに合わせて相当クラスを受講)

13：00－14：30
数 学

(微分・積分)
日本文化
日本事情

物 理
数 学

(線形代数)
英 語

14：50－16：20 ホームルーム 選択日本語 (各自のレベルに合わせて相当クラスを受講)
16：40－18：10 選択日本語 (各自のレベルに合わせて相当クラスを受講)



で本プログラム生に配置した｡ そして､ 活動報告 (いつ会って､ どんなことをしたか､ その折の印象

等々) を所定の書式に記入し､ 定期的に提出してもらうこととした｡

会話パートナーとなってくれた日本人学生は､ 工学府､ 農学府､ 医学府､ 総合理工学府といった理

工系の学部・大学院の学生ばかりではなく､ 法学府や21世紀プログラムの学生もいた｡ 総じて日頃か

ら留学生と積極的に交流したいと考えている学生､ 韓国に興味・関心を抱いている学生､ あるいは韓

国とは限らないものの将来自分が留学生となって海外へ出て行こうと考えている学生が会話パートナー

を希望し､ 申し込んでくれたようである｡

５. 問題点と今後の課題

結論から言えば､ 前回の報告 (前掲) で指摘した様々な問題点は､ 2005年度 (６期生) に関しても､

残念ながら大きく改善されることなく､ 憂うべき課題として引き継がれたと言わざるをえない｡ 本プ

ログラムの制度的・運営的な諸問題は､ 日韓双方の政府レベルでの取り決めとも関わり､ 本センター

一個で解決できることではないので､ ここでは触れない｡ ただ､ 本プログラムで受入れる韓国人学生

の勉学への姿勢､ 生活態度については､ そうした制度的・運営的な問題とも関連する部分は多分にあ

るものの､ 受入れを表明した側､ 即ち本学でも対処していかなければならない問題であるから､ ここ

ではその点に絞って､ 2005年度 (６期生) の事例に則して､ 少し述べてみたい｡

まず､ 学生が受講する日本語各クラス､ 及び基礎専門科目への出席と学習の進捗状況については､

連絡ノートを作って､ 各授業担当者が毎回授業終了後に記入をし､ 教員相互に学生の全般的な学習の

状況を把握できるようにした｡ また､ 実施授業科目の項でも触れたように､ 今期は学生との交流・情

報交換の実をあげるべく､ 週に一度､ ホームルームの時間を設けた｡ そしてこのホームルームの時間

を利用して､ コーディネータ役の教員が､ 前述の連絡ノートに記入された学生各自の出席と学習の進

捗状況をチェックし､ もし問題となるようなこと､ 例えば無断欠席や宿題の未提出等が見受けられれ

ば､ 該当学生にその場で理由を質すようにした｡ また､ 事務的な各種書類の提出や見学旅行や冬休み

の予定等､ 重要な連絡次項のある場合も､ 書類やメールで連絡するとともに､ この時間を利用して再

確認するようにした｡ 言ってみれば､ 学生の学習､ 生活面において､ 何らかの問題があれば､ 時を移

さず､ ������������で対応できる体制を敷いたわけである｡ しかし､ 伝達事項はしばしば無視され､
問題が起きた場合も､ 教員や事務方からの働きかけにもかかわらず､ 状況の改善に至らない場合があっ

た｡

何よりも当惑したことは､ 反応が返って来ないということである｡ 受入れた７名の学生全員という

わけではないが､ メールで連絡しても､ 返事が来ない｡ ホームルームで話しかけ､ 問いかけても､ はっ

きりとした返答が得られない｡ 当初は外国語である日本語でのコミュニケーションに問題があるのか

と考え､ 韓国語の通訳を介して､ 事務的な手続きをきちんととることや学習姿勢､ 並びに生活態度の

問題点について指摘し､ 注意を喚起するようにもしてみたのだが､ どうも彼らの胸に響いていかない

ようであった｡ 試行錯誤を続けたが､ 結局､ 無断欠席や宿題の未提出､ 小テストや終了試験のボイコッ

ト等の問題は2005年度 (６期生) の予備教育期間を通じて､ とうとう最後まで改善できなかった｡
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一度､ 本プログラムへの受入が決定し､ 奨学金の受給者となれば､ 予備教育期間中になにか問題が

あっても100�学部へ進学できる現行システムの問題点については､ すでに多くの人がいろいろなと
ころで指摘している｡ 高校を卒業したばかりで社会経験のほとんどないこと､ それが躾の厳しいこと

で知られる韓国の親元を離れて初めて“自由な”独り住まいをすること､ しかも親の目がまったく届

かない外国＝日本で､ 毎月潤沢な奨学金を受給されてであること等々による ｢問題｣ 発生要因につい

てもすでにあちこちで指摘された通りである｡ 集団行動的な規律・規範が強く残る高校生の生活から､

独立独歩を旨とする個人的な行動規範の求められる大学生の生活への移行を､ それも言語も生活習慣

も異なる外国＝日本で行わなければならないという戸惑いや困難もあるには違いない｡ しかし､ だか

らといって､ 無責任な行動をとったり､ 決められた諸規定や学則を守らなくてもいいということには

ならないし､ ましてや学業をおろそかにしてもいいということにはならない筈である｡ 何よりも本プ

ログラム生に強く願うのは､ 選抜されて日韓両政府から奨学金を得て留学してきているという立場を

強く自覚して欲しいということだ｡ むろん､ こうしたことは2005年度の６期生にもホームルームの時

間を利用して繰り返し語りかけた｡ しかし､ 実のあがらなかったことは､ すでに述べたとおりである｡

では､ どうしたらいいのか｡ そこで､ 本プログラムの運営・指導体制の見直しを提案したい｡ 前回

の報告 (前掲) で述べたような事情から､ 一昨年､ 昨年と本プログラムのコーディネータ役を日本語

教育部門の教員 (筆者) が務めてきた｡ そして日韓共同理工系学部留学生事業協議会との連絡､ 韓国

での予備教育を担当する慶煕大学校国際教育学院との連絡､ 受入れ留学生との連絡と来日に当たって

の各種情報の提供､ また専門基礎科目の教育を担当する学内各部局に所属する教員との連絡にはじま

り､ 受入れ留学生到着時のオリエンテーションや日本語コース受講の案内からホームルームの実施と

発生した各種問題の処理に至るまで､ 担当事務員の協力・支援を得ながら､ ほぼ一人で行ってきた｡

受入れ学生に関する情報を拡散してしまわずに集中管理したほうがより適切に状況の把握と問題への

対応ができるであろうと考えたからであった｡ が､ やはり一人で全てに対応しようとすることには無

理があった｡ よって次年度からは本プログラムに関係する教員各自の専門性が発揮でき､ 学生に対す

るより細やかな指導・対応のできるよう分担指導体制をとることを提案したい｡ 具体的には１) 専門

基礎科目の教育､ ２) 日本語教育､ ３) 生活指導・カウンセリングの３分野に分かれ､ それぞれを専

門とする教員の代表１名が責任者となって各分野毎に学生各自の学習状況､ 生活態度等に気を配るよ

うにしてはどうかと考える｡ これまでのように一人のコーディネータが何もかもを取りしきるのでは

なく､ ｢餅は餅屋｣ 式の分担指導体制を敷くことによって､ より権威と説得力のある指導・対応がそ

れぞれの分野で可能となるのではないだろうか｡ またそうすることによって､ 学生側でも与えられる

指示や注意をより厳粛に受け止めてくれることを期待したい｡

最後に､ 日本語会話パートナー制度導入の実効については､ 来年度も引き続き同制度を利用､ 実施

したうえで､ その様子を見て､ 改めて総括することとしたい｡

注

１ 九州大学留学生センター紀要第14号 (2005年) 55－60頁
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九州大学における日本語・日本文化研修コースはいくつかの変遷を経て､ 現在は留学生センターが

担当している短期留学プログラムの一つとなっている｡

２. 概要

平成12年度から日本語・日本文化研修コース生は一括して留学生センターが受け入れを行っており､

平成16年度以前の受け入れ人数は以下の通りである｡

平成12(2000)年度 ５名 平成13(2001)年度 ２名 平成14(2002)年度 ２名

平成15(2003)年度 ９名

以下は､ 平成16年度からのコースの概要である｡

１. 受け入れ期間 その年の10月１日から翌年の７月31日まで

２. 目的 日本語・日本文化研修コース生が､ 今後の日本研究に必要となる日本語能力の向上を図

るとともに､ 日本の社会や文化に関する理解を深める

３. コースの内容

ａ) 必修科目 18単位 420時間

留学生センターで開講される ｢日本語 (上級)｣､ ｢日本語・日本文化概論｣､ ｢日本語学｣ お

よび ｢日本語教育学｣ など

ｂ) 選択科目 4単位 60時間

学部で開講される日本の社会や文化に関する学部学生向けの授業

計 22単位 480時間

４. 課題研究 研修コース生が各自の関心に応じて日本研究に関するテーマを設定し､ 指導教員に

よる個別指導を受け論文にまとめる｡

５. 単位認定 本コースで履修した科目は､ 成績認定が行われ､ 所定の要件を満たすと修了証が授

与される｡ また単位互換に応じることができる｡

133
九州大学留学生センター紀要, 2006, 第15号, 133－137���������������������������������������������
2006����15�133�137 �������������

第６期生コーディネーター

清 水 百 合�
１. はじめに

�九州大学留学生センター教授



３. 平成17年度の日本語・日本文化研修コース

１) 平成17年度前半：平成16年度に始まった第５期生 (15名) のコースが引き続き４月から９月ま

で行われた｡ 主な日程は以下の通りである｡

2005年４月11日 授業開始

４月22日 課題研究中間発表

７月20日 課題研究最終発表会

１. 外国人児童への日本語学習支援

トー・ビーフィ／シンガポール・シンガポール国立大学

２. 日本・タイの女性語 －女性語の現状と評価意識

オパシナー・スパオーン／タイ・チュラロンコン大学

３. ｢痴呆性高齢者｣ の ｢終のすみか｣ をどこにするか

カン・ボラム／韓国・麗水大学校

４. ｢お笑い文化｣ は日本の社会でどのように位置づけられているのか？

キム・ビンナ／韓国・培林大学校

５. ベトナムから日本への ｢えび｣ 輸出

ホアン・タック・ゴ／ベトナム・ハノイ貿易大学

６. 現代日本就業主婦の姿

グェン・チィ・トゥイ／ベトナム・ハノイ貿易大学

７. 日本語の格助詞 ｢に｣ のモンゴル語にあたる意味の研究

ナンザド・ガンチメグ／モンゴル・文化教育大学

８. 正しい翻訳とは何か

レオンティ・ワレリ・ドゥベ／オランダ・ライデン大学

９. 日本語の短縮語

ミカエル・ヨハンソン／スウェーデン・ストックホルム大学

10. 日本語における ｢失望｣ を表す表現

パトリク・ツェルヴィンスキー／ポーランド・ワルシャワ大学

11. 中国人学習者における日本語の自動詞・他動詞の誤用

ルー・ペイスイ／中国 (香港)・香港中文大学

12. 現代日本における改憲論とその歴史的背景

クリスティアン・フィツェック／ドイツ・ミュンヘン大学

13. 江戸時代の朝鮮通信使 イム・ヘラン／韓国・慶北大学校

14. ｢韓流ブーム｣ と韓国に対する親近感 －冬のソナタを中心に

キム・ネユン／韓国・慶北大学校

15. 日本と台湾の貿易関係 －九州の場合－

リ・テンレ／中国 (台湾)・台湾大学
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７月22日 閉講式

２) 平成17年度後半：10月に10名の研修コース生で平成17－18年度コースが始まった｡

10月６日 開講式

10月11日 授業開始

平成17年秋学期時間割り(コースの必修科目のみ記載)

上級日本語の科目名は以下の通りである｡ (５科目の内､４科目を選択)

上級日本語１ ｢マンガで学ぶ日本語と日本社会｣

上級日本語２ ｢社会問題に見る日本社会｣

上級日本語３ ｢日本人の横顔｣

上級日本語４ ｢人と社会を考える｣

上級日本語５ ｢ジェネレーション�｣
11月21日 見学旅行 (熊本城 阿蘇 黒川温泉)

12月23日から１月13日まで 冬休み

２月７日 前期授業終了

２月14日から 春休み

４. 学生の評価

１) 第５期生

コース評価は主に上級日本語のクラスと課題研究の指導について聞いた｡ その結果､ はっきり問題

となった点を指摘することができなかった｡ しかし問題がなかったわけではない｡ これは日本語・日

本文化研修コース生の特徴だと思われるが､ 15名がそれぞれの母国で日本語を勉強して来ており､ そ

の内容や方法については全く異なっている｡ 必然的に九州大学での日本語のクラスに期待するものも

種々雑多であって､ 難易度についても､ 宿題の量についても､ 回答は多様であった｡

全般的な傾向と言えるのは､ 来たばかりの研修コース生は秋学期にはまだそれほど日本語での授業

に慣れていないため､ 言葉の意味の違いや使い方の違いについて質問をする機会を設けてもらうこと

を期待している｡ またクラスで勉強している内容に関して､ 自分の意見を皆に聞いてもらいたいとい

う気持ちと他の学生の意見を聞いてみたいという気持ちがあり､ それが議論に発展すれば素晴らしい

と思っているが､ 実際のクラスでは教師は盛り沢山の内容を短い時間に詰め込む傾向にあるようであ

る｡
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1 上級日本語１ 日本語日本文化概論
2
3 上級日本語２ 日本語学 上級日本語５
4 上級日本語３ 上級日本語４
5



春学期になると議論を期待する気持ちがさらに強くなり､ またそれが内容的にも深く考えることが

できる授業だと満足感が高まる｡

課題研究については､ 秋学期には教師との信頼関係についてのコメントが多かったが､ 春学期にな

ると内容に関しての教師の指摘で自分の考えを深めることができたというような本来あるべきコメン

トが多くなっている｡ 実際に書く作業に入ると教師の存在がいかに頼りになるかを自覚するためと思

われる｡ そんな中､ 教師が多忙で課題研究に費やす時間が短くなっていることに対しての不満も若干

見られた｡

２) 第６期生

秋学期の評価は､ 第５期生に近いものであった｡ クラスで意見を発表できること､ さらに議論がで

きることが良い点であると答えている学生が多かった｡ しかしながら､ そのような授業の準備として

出される宿題の量は､ 母国で慣れている量､ あるいは単に予想した量より多かったらしく､ 宿題の量

や難しさが問題であるとした回答がほとんどであった｡ 宿題を100パーセントすることが難しいとき､

とりあえず何をどこまですればいいかがわからず困っているようである｡ 教師の方からある程度のガ

イダンスが必要かと思われる｡

５. 第６期で行った改良

第５期の研修コース生からの希望の中に､ 担当の教師が内容を決める ｢上級日本語｣ のクラスにつ

いて学生に選択の余地がないので､ 選択できるようにしてほしいという声があった｡ また秋学期と春

学期にレベルの差がなく､ 単に内容だけが異なると言うのは物足りないという声もあった｡

そこで､ コーディネーターが調整し､ ���の上級レベルの学生も受講できることとし､ ｢上級日本
語｣ のクラスを選択できるような数を開講することにした｡ また内容も秋には基礎的なことをし､ 春

には応用をするというような工夫を担当の教師に依頼した｡

また第５期の研修コース生は､ ゲスト (小学校の校長) に話を聞くというクラスについてもっとい

ろいろな話を聞きたかった､ また小学校等に行ってみたかったとの感想を述べていた｡

そこで､ 第６期生の上級日本語のクラスではまず下準備として日本の小学校についての読み物を読

み､ 質問を準備してから見学を行った｡ 見学の後のクラスでは感想を述べあい､ 教育における小学校

の役割とは何かについて議論を行った｡ このような構成の授業は､ 実際に現場で仕事に携わっている

人から話を聞くことで､ その職場の状況を理解する､ 日本社会をかいま見ることができたという満足

が得られた｡

６. 日本語・日本文化研修コースの課題

日本語・日本文化研修コース生は､ 来日した時には生活に必要なレベルの日本語は習得している｡

しかし､ それは日本の生活に慣れていることを意味するものではない｡ 生活についてはバスの乗り方

もわからなければ､ どこで何が買えるかもわからないところから始めなければならない｡ 周囲の人々
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に聞きながら､ 一つ一つできるようにするには数週間かかるであろう｡

大学での勉強についても同じことが言える｡ 日本語がわかっても､ 日本の大学での勉強方法はわか

らない｡ まず学生はどこまで勉強すれば ｢できた｣ と思えるのかがわからない｡

例えば宿題をしても､ それが難しくできないと思う時､ どうすればいいかわからない｡ また簡単だと

思う時､ 本当にそんなに簡単なのかもわからない｡ 教師の方も､ 日本語・日本文化研修コース生は様々

なレベルの学生が一つのクラスにいるので､ 何をどこまでやれと指示したらいいのか分からない｡ 真

面目に努力したいと思っている学生が多いだけに､ この行き違いが学生を苦しめているのは残念であ

る｡

もちろん､ 留学とはそうしたものであるとは言える｡ しかし､ 母国では上記のような様々な状況の

際､ 話してみることのできる友人がいる､ 相談できる教師がいる｡ そんなところから来て､ 今は１人

でがんばっている学生に対してのコース・オリエンテーション､ クラス・オリエンテーションにおい

て､ 目標は何なのか､ どのような段階的努力が必要なのか､ どのような評価をするのかについて細や

かな配慮があれば､ 学生の不安に悩む時間を少なくし､ 安心して勉強に打ち込むことができるのでは

ないだろうか｡
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������������������(���)プログラムは国立大学初のサマーコースとして2001年と2002年
に試行的に実施された����リーダーズプログラムを後継する形で開始され､ 2006年で通算６回目
の開講・実施となる｡ 2005年プログラムは43名､ 2006年は過去最高となる55名の留学生を受け入れた｡

前回の報告では2001年～2004年までのプログラムの内容と実施経過について概観したので､ 本稿では

2005年と2006年プログラムの概要を述べると共に､ 初年度より毎年実施している福岡市と近郊の家庭

におけるホームステイプログラムに焦点をあてて報告する｡

１. ATWプログラムの概要

139
九州大学留学生センター紀要, 2006, 第15号, 139－153���������������������������������������������
2006����15�139�153 �����������������

― 2005年・2006年プログラムの概要とホームステイプログラムに関する考察と報告 ―�����������2005 ���2006 ������������������(���) �������
岡 崎 智 己�
高 原 芳 枝��
西 原 暁 子���

０. はじめに

�九州大学留学生センター教授��九州大学国際交流推進室助手���九州大学国際交流推進室助手
2005年 2006年

実施期間 2005年６月27日～８月５日(６週間) 2006年７月３日～８月11日(６週間)

対 象 者

外国の高等教育機関に在籍している学部
生及び大学院生で以下の条件を満たす者
・外国の国籍を有する者
・学業及び人格が優れており､ 原則として
在籍している大学の推薦を受けた者で､
英語による専門科目を履修するに充分な
英語力 (�����550点以上) を有する者
・留学の目的及び計画が明確で､ 日本への
留学の成果が期待できる者

外国の高等教育機関に在籍している学部
生及び大学院生で､ 以下の条件を満たす者
・学業及び人格が優れており､ 原則として
在籍している大学の推薦を受けた者で､
英語による専門科目を履修するに充分な
英語力 (�����550点以上) を有する者
・留学の目的及び計画が明確で､ 日本への
留学の成果が期待できる者
・日本での留学期間終了後､ 在籍大学にお
いて学業を継続する者



2005年と2006年の応募者､ 並びに受講者 (＝受講許可者の内､ 実際にプログラムに参加した者) の

国別内訳は以下のとおりである｡
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2005年 2006年

実施期間 2005年６月27日～８月５日(６週間) 2006年７月３日～８月11日(６週間)

対 象 者
・日本での留学期間終了後､ 在籍大学にお
いて学業を継続する者

※日本国籍を持ちながら外国の大学に在籍
している学生へも門戸を広げるため､2005
年まで設けていた国籍条項を削除した｡

開講科目

１) 人文・社会科学系 ｢アジア研究コース｣ 全4科目 (教育言語：英語)
２) 自然科学系 ｢実験実習コース｣ 個別対応 (教育言語：主に英語)
３) 日本語 (初級前半～中級後半・全４レベル)
４) 日本語ワークショップ (希望者から別途受講料を徴収して登録制で実施)

時 間 割
注) 日本語クラス：後半３週間は10：00開
始｡ アジア研究：科目によっては講師の
都合により午後２コマ行う場合あり｡

奨 学 金
12万円／人を19名に支給
※20人の奨学生の内１名が､ 交通事故のた
め来日直前に参加を辞退した｡

12万円／人を20名に支給

見学旅行

(登録制)

１) 佐賀県西有田町 棚田農作業体験 (日帰り)
２) 厳島神社､ 広島平和記念公園 (１泊) ※2006年度は錦帯橋と広島城を追加｡
３) 茶会 (半日)

宿 舎

以下の組み合わせにより希望をとり､ 調整して割り当て
１) ３週間ウィークリーマンション＋３週間ホームステイ
２) 全期間 (６週間) ウィークリーマンション
３) 全期間ホームステイ

参 加 費

160,000円 (６単位分の科目を履修､ 見学旅行は全て不参加､ 全期間ホームステイをし
た場合) ～236,300円 (６単位分の科目を履修､ 見学旅行に全て参加､ 全期間ウィークリー
マンションを利用した場合)
別途：日本語ワークショップ登録料 (130,000円)

日本語１ ( 9：00－ 9：50)
日本語２ (10：00－10：50)
日本語３ (11：00－11：50)

アジア研究
13：00－14：30
(14：50－16：20)

実験実習
13：00～

ワークショップ (15：10－16：40)

２. 参加者数

応募者総数 受入許可者総数 受講者総数
2005年 106人 64人 43人
2006年 74人 65人 55人

(単位：人)



①人文・社会科学系 ｢アジア研究コース｣ の開講科目と各科目の受講状況

各科目とも､ 授業回数は14回 (30時間相当) で､ ２単位とした｡

②自然科学系 ｢実験実習コース｣ に申請して行われた自主研究と受入部局

６週間の期間中ほぼ毎日実験実習に従事するコースとして､ ４単位相当とした｡
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2005 0 5 1 4 0 5 13 1 9 4 1 0 0 43

2006 1 1 0 7 2 12 17 5 2 3 0 1 4 55

３. 開講科目

｢アジア研究コース｣ 受講生数
開講科目・授業担当 2005年 2006年������������������������� ��� ������������������������������������������������������������������������������� 24人 ���������������������������������������������������������������������������������� 21人 16人����������������������������������������������������������������������������������������������� 34人 ����������������������������������������������������������� 13人 ����������������������������������������������������������������������������� ��� 34人�������������������������������������������������������������������������������� ��� 25人�������������������������������������������������������������������� ��� 32人

2005年度 ｢実験実習コース｣ 自主研究課題タイトル 受入部局

◇��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 工学研究院

◇������������������������������������������� 工学研究院
◇������������������� �������� 工学研究院

◇������������������������������������������������������������������������������ 薬学研究院

◇������������������������������������������������������� 理学研究院



③日本語コースの受講状況

６週間の期間中ほぼ毎日授業を行い (授業時間総計60時間)､ ２単位を認定した｡

④日本語ワークショップ受講状況

ワークショップはプログラムの教科課程の外に､ 約40時間の集中講座として設けており､ 単位

は認定していない｡

⑤九大生の受講状況 (アジア研究コース)

アジア研究コースは初年度(2001年)より全学教育科目として九大生の履修を可能としている｡

プログラム開始当初よりの九大生の登録・受講状況は以下のとおりである｡
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2006年度 ｢実験実習コース｣ 自主研究課題タイトル 受入部局
◇�������������������������������� 工学研究院
◇��������������� 理学研究院

◇������������������������������� システム情報科
学研究院

初級１ 初級２ 初中級１ 初中級２ 中級 計
2005年 12人 5人 8人 8人 10人 43人
2006年 15人 13人 5人 13人 8人 54人

2005年 2006年
1人 4人

年度 科 目 名 登録者
(Ａ)

(Ａ)の内
授業に11
回以上出
席した者

(Ａ)の内
交換留学
した者

2001 ・������������������������������������ 9 3 2
・��������������������������������� 3 3 1
・���������������������������� 3 2

2002 ・����������������������������������� 3 1 1
・������������������������������������ 5 1 1
・������������������������� 14 7 3
・����������������������������������������� 9 4 1
・����������������������������� 20 12 6
・���������������������������� 18 5 4

2003 ・������������������������� 6 2

・�����������������������������������������������
・���������������������������������������������������������������������������������������������(リレー講義) 4 1 3

・�����������������������������������������������
・�������������������������������������������������(リレー講義) 5 1



上記統計が示しているように､ 登録はしたものの途中で授業に出席しなくなる九大生も多く､ ここ

では､ 履修／聴講したと判断できる学生数の目安として､ 14回の講義の内11回以上出席した者の数を

挙げている｡ また､ 11回以上出席した者の中には､ 交換留学を目指し､ その準備 (もしくは予行演習)

として英語で教授されるアジア研究コースの各科目を受講した学生､ あるいは交換留学から帰って､

英語力の保持のためにアジア研究コースを履修／聴講するケースが多い｡ 登録者数が2002年をピーク

に減少しているのは､ 学年暦の変更により2003年から本学の第１学期が���プログラムの実施期
間と重なる８月初旬までとなったことが影響していると考えられる｡

４. チューター制度���プログラム参加者 (以下､ サマーコース生と表記) には本学の学生をボランティアチューター
として１対１で配置している｡ チューター活動は来日時にスタッフとともに空港へ出迎えることから

始まり､ ���プログラム実施中に生活面､ 学習面でさまざまな支援を行う｡ チューター活動は､ 海
外留学を計画中､ もしくは海外留学に興味関心を持つ本学の学生にとって､ 留学前に外国人との交流

を体験できる絶好の機会となっている｡ 事実､ チューター活動が海外留学への強い動機付けとなり､

交換留学の申請につながるケースも少なくない｡ また､ すでに交換留学を終え帰国した学生が､ 自身

の留学経験を活かし､ チューターとして活躍する例も多く見られる｡

①チューターの募集

チューターは学内掲示､ 交換留学メールマガジン等により公募し､ 応募にあたっては､ 氏名・連絡

先の他､ 次のような項目で調書提出を求め､ 選考および留学生との組合せに利用している｡

１. これまでのチューター経験

２. チューター制度をどのようにして知ったか

３. どこの国からの留学生のチューターになりたいか､ またその理由
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2004 ・������������������������������������ 7 1
・�������������������������������������������������� 2 2
・������������������������������������� 6 1 2
・�������������������������������������������������������� 7 2 3

2005 ・������������������������� ������������ 6 1 2
・�������������������������������������������������� 7 3 3
・���������������������������������������������������� 5 2
・������������������� 10 2 3

2006 ・��������������������������������� 1 1
・�������������������������������������������������� 2 1
・��������������������������������� 3 1
・�����������������������������������



４. 外国語は何がどの程度できるか

５. どのようなことを心がけてチューター活動をしたいと考えているか､ またその理由

６. チューター経験を今後どのように活かしていこうと思っているか

②チューターの配置

2006年度は55名のサマーコース生に対して､ 各キャンパスの学生からあわせて57名の応募があり､

うち１名を､ 直接担当する留学生を持たずにチューター全体を統括するチューターリーダーとし､ 伊

都キャンパスに通う留学生１名には伊都キャンパスの学生２名を割り当て､ その他は１対１の配置と

した｡

サマーコースは箱崎キャンパスで実施されるが､ チューター応募者には､ 六本松キャンパスの１,

２年生を中心に他キャンパスに在籍する学生も多い｡ 一方サマーコース生は来日後しばらくの間､ 国､

地域ごとにまとまって行動するケースが多いため､ チューターを担当留学生の地域ごとにグループ分

けし､ グループ内での協力体制を敷き､ さらに､ ひとつのグループに箱崎以外のキャンパスのチュー

ターが大きく偏らないよう配置して､ 箱崎キャンパスでのサポート態勢が手薄にならないよう配慮し

た｡ なお､ 各グループにはグループリーダーを置いたが､ これはグループ内の互選により決定した｡

箱崎以外のキャンパスの学生は､ サマーコース生とキャンパス外で交流することが多くなりがちだ

が､ 都合のつく限りは箱崎キャンパスでサポート・交流活動してくれるよう求めた｡

③チューター評価

〈2006年度〉(有効回答者数32人)

〈2005年度〉(有効回答者数28人)

④チューター活動と交換留学

チューターには交換留学に関わる学生が毎年かなりの割合で含まれる｡ 次の表は各年度のチューター

の中で､ すでに交換留学を経験していた学生と､ 2001年度から2006年度までのいずれかの年度で交換

留学に申請した学生の数である｡
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大変よい よい ふつう あまりよくない よくない 無回答

回答者数 22人 10人 0人 0人 0人 0人

大変よい よい ふつう あまりよくない よくない 無回答

回答者数 12人 10人 5人 0人 0人 1人

年 度 2001 2002 2003 2004 2005 2006

全チューター数 9人 14人 36人 46人 44人 57人

交換留学経験者 0人 1人 3人 7人 6人 3人

2001～2006年度に交換留学を申請した者 2人 4人 13人 15人 10人 9人



５. 宿舎・ホームステイ

①ホームステイプログラム参加人数

ホームステイプログラムはサマーコース全期間､ もしくはサマーコース後半のいずれかで行うもの

とし､ 受講生の希望をとって実施している｡ サマーコースの全期間をホームステイした場合は６週間､

後半のみのホームステイは初年度から2004年度までは２週間で設定､ 2005年度､ 2006年度は３週間で

設定した｡ 後半を１週間長くした理由は､ 2004年度まで前半期間中の宿舎として利用していた安価な

民間学生寮の確保が困難となり､ ウィークリーマンションを利用しなければならなくなったためで､

こうすることで前半の宿舎滞在期間を短縮し､ 学生の費用負担 (次項参照) を抑えるよう努めた｡

2005年度より､ 全期間ホームステイ希望者の割合が大きく増えている｡ 一因として考えられるのは､

この年より宿舎が費用の嵩む (次項目参照) ウィークリーマンションとなり､ 出費を抑えるため全期

間ホームステイを選択する学生が増えたというものである｡

②ホームステイ費用

ホームステイ期間中は､ ホストファミリーより個室および朝夕２食 (土日は３食) が提供される｡

③ホストファミリー数の推移

ホストファミリーは福岡市および近郊の市町村に住む一般市民を対象に募集を行っている｡����リーダーズプログラムとしてサマーコースが実施された2001年度､ 2002年度は福岡市に隣
接する古賀市の全面的協力を得て､ ホームステイを古賀市民の家庭において実施した｡ 九州大学独自

のサマーコース (＝���プログラム) として実施された2003年度以降は､ 福岡市を含め､ 古賀市以
外の市町村からもホストファミリーを募集している｡
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受講生総数 ホームステイ者数(※1) 全期間ホームステイ者数 後半２週間
ホームステイ者数

2001年 20 20 設定無し 20

2002年 25 25 設定無し 25

2003年 20 20 4 16

2004年 46 42 7 35

2005年 43 41 14 27

2006年 55 50 27(※2) 23

※１ ホームステイを希望しなかった学生は全期間ウィークリーマンションに居住
※２ 2006年度は､ 全期間ホームステイの家庭が５家庭不足したため､ ５名の学生が前半と後半を異なる家庭にホーム

ステイした｡ よって､ 同年の全期間ホストファミリー数は32家庭である｡

全期間ホームステイ 3週間ホームステイ
(参考)ウィークリーマ
ンション
全期間個室(食事無し)

(参考)ウィークリーマ
ンション
全期間２人部屋(食事無し)

料金 70,000円 35,000円 120,000円 80,000円



④ホームステイ開始までのプロセス

１. ホストファミリーと留学生の双方から徴収する調書 (次項参照) に基づいて両者の組合せ

(暫定) を行う｡

２. ホストファミリーに､ 留学生のホームステイ調書を送付し､ 受入れの諾否を確認｡

３. 受入れが決定した学生には､ ホストファミリーの連絡先を伝える｡ (学生側の重要な希望事

項が叶えられない場合は､ 希望に沿えない部分について学生に連絡し､ ホームステイプログラ

ムを選択するかどうか､ 再度意思確認を行う｡)

４. ホストファミリーを対象とした説明会の実施(場所：九州大学箱崎キャンパス留学生センター｡)

注) サマーコース生に対してはコース開始時のオリエンテーションにおいて､ ホームステイに

関する注意事項､ 心構えを指導｡

５. 全期間を通してホストファミリーとなる家庭には､ 受入れ学生の来日スケジュール (航空便

と到着日時等) を連絡｡

６. ホームステイ開始｡

(全期間ホームステイの場合) ホストファミリーが空港へ出迎え｡ 自宅へ連れ帰り､ ホームス

テイ開始｡

(後半３週間ホームステイの場合) プログラム前半３週間が終了した週の土曜日にホストファ

ミリーがウィークリーマンションへ出迎え､ 自宅へ連れ帰り､ ホームステイ開始｡ (前半３週

間の間に､ ホストファミリーと留学生が連絡を取りあって事前に対面するケースもある｡)

⑤ホストファミリー調書記載事項

ホストファミリーには登録時に下表に記載の項目について回答を求め､ のちに受講生から来日前に

徴収するホームステイ調書と合わせて､ 学生とホストファミリーの組合せを行っている｡ 左端に◎､

○､ △の記載がある項目は､ およそ次のような優先度で組合せをする際の参考としている｡

◎組合せの際に､ 特に重視していることがら

○ 〃 比較的配慮していることがら

△ 〃 可能であれば配慮していることがら
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受講生総数
(※1)

ホーム
ステイ者数

全ホスト
ファミリー数

古賀市ホスト
ファミリー数(内数)

福岡市ホスト
ファミリー数(内数)

その他市町村の
ホストファミリー
数(内数)

2001年 20人 20人 20 20 ― ―
2002年 25人 25人 25 25 ― ―
2003年 20人 20人 20 18 2 0
2004年 46人 42人 42 22 14 6
2005年 43人 41人 41 11 15 15
2006年 55人 50人 55(※) 6 35 0

※2006年度は､ 全期間ホームステイの家庭が５家庭不足し､ ５名の学生が前半と後半を異なる家庭にホームステイした
ため､ ホストファミリー数がホームステイ者数より５多くなっている｡
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基礎情報

氏名

連絡先(住所､ 電話､ ���､�����)
家族構成と各メンバーに関すること

◎ 同居家族の続柄
(注) サマーコース生に提出させる調書で ｢家庭に子供がいないことが気になるか
どうか｣ を質問しており､ 本項目と照らし合わせている｡

◎ 年齢､ 職業／学年
(注) サマーコース生に提出させる調書に ｢家庭に幼児がいると気になるかどうか｣
を質問しており､ 本項目と照らし合わせている｡

△ 趣味

◎ 話せる外国語
(注) 別項にて､ ｢日本語初心者の受入を希望するかどうか｣ を質問するが､ たとえ
初心者受入可としても､ 家族全員が日本語しか話せない場合は､ 不測のトラブル
を避けるため､ ある程度日本語のできる学生を配置している｡

◎ 喫煙の有無

(注) 家の中で喫煙する者がいる場合､ 学生によっては大きなストレスとなる場合
がある｡ サマーコース生に提出させる調書と照らし合わせ､ 喫煙者のいる家庭に
は喫煙を気にしない学生を配置する｡ ＊喫煙を気にしない学生は少なく､ 一方で
喫煙者家庭は全体の３分の１近く (2006年度は17�55) あるため､ 組合せを難し
くしている｡

ホストファミリーの経験
(時期､ 受け入れた外国人
の国籍､ 性別､ 年齢)

海外でのホームステイ経験
(時期､ 滞在国､ 当時の年齢)

物理的環境

◎
ペットの有無､ 種類､ 数､
屋内／屋外

(注) 動物嫌いの学生およびアレルギー等の理由により動物に近づけない学生をペッ
トのいる家庭には配置しないようにしている｡

部屋の広さ／洋室か和室か

エアコンの有無

◎
寝具 (ベッドかふとんを敷
くか)

(注) サマーコース生に提出させる調書で ｢ふとんを敷いて床に寝ることに抵抗が
あるか｣ 質問しており､ 本項目と照らし合わせている｡ ふとんで寝ることは異文
化体験ではあるが､ 毎日の睡眠に影響し､ 健康問題にもつながるため､ できるだ
け学生の希望を叶えることとしている｡

家庭から九大までの交通機
関､ 所要時間､ 交通費､ 九
大から自宅までの地図

(注) 募集にあたっては ｢公共の交通機関を利用して片道１時間以内で通学可能な
地域｣ を条件としているが､ 毎年必要家庭数確保が容易でなく､ 実際には通学に
１時間以上かかる家庭も含まれる｡ その場合､ 交通費も割高となるため､ そのよ
うな家庭に配置した学生からはしばしば不満が出ている｡ 経済的な問題は学生に
とって特に重要であるため､ 遠い地域の家庭には奨学金等が措置される学生を配
するなどの対応を考慮するものの､ 優先項目 (◎の項目) との折り合いがつかな
いことも多い｡

受入家庭側の希望

◎ 受入期間

(注) 2006年度の受入期間は次の３種類｡
・ホームステイ全期間 (６週間)
・ホームステイ前半３週間
・ホームステイ後半３週間
うち､ 前半３週間というカテゴリーは､ ６週間受入可の家庭が不足の場合に､ 後

半３週間の家庭と組み合わせて､ ６週間ホームステイを実現することを目的として
2006年度初めて設定したものである｡



⑥ホームステイに関する学生の評価

学生のホームステイに対する評価は立地を除き極めて高い｡ 幸い､ ホストファミリーは概して学生

受入に熱意を持ち､ 温かく遇していただいているため､ 学生の満足度は高いようである｡ 立地によっ

て､ 通学にかかる時間と費用に学生間で大きな差が出ることは､ 非常に頭の痛い問題だが､ 大学近辺

で必要な家庭数を確保できないため､ 広域に向けて募集せざるを得ない事情が背景にある｡

〈2006年度〉(有効回答者数34人)
● 立地
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◎ 学生の性別の希望 (注) 極力希望どおりとし､ 希望と異なる場合は､ 事前照会している｡

学生の国籍の希望

(注) 受入家庭のモチベーションにも関係するので､ できるだけ希望する地域の学
生を配置したいが､ 実際には他の優先項目に従って調整をするため希望通りには
ならないことも多い｡ このことは調書中に注意書きして周知している｡ 他の優先
項目を満たしてなお可能な場合は､ 希望に沿うよう努力している｡

◎ 日本語初心者の受入の可否

(注) サマーコース生に自己申告させた日本語能力と照らし合わせ､ 日本語初心者
は､ 本項目を可としている家庭に配置している｡ なお､ 本項目が ｢可｣ とあって
も､ 家族構成欄の ｢話せる外国語｣ にまったく記載がなく､ 基本的な英語もしく
は留学生の母国語を解する家族が一人もいない場合は､ 生活上のトラブルが生じ
やすいと予測されるため､ 日本語能力ゼロの学生は配置していない｡

◎ ベジタリアンの受入の可否

(注) 毎年､ 宗教上の理由や健康上の理由により､ 食べられない食品がある学生が
数名 (10％程度) いる｡ このような学生には献立を別メニューとしなければなら
ず､ 食事の準備に手間がかかるため､ この項目を ｢否｣ とする家庭が多い｡ 今後､
サマーコースの参加者が増加した場合に､ ベジタリアン学生の受け入れ先確保が
難しくなることも予想される｡

家庭のルール (注) 以下の項目は ｢受入家庭側の希望｣ 欄以外の全項目とあわせて､ ホームステイ開始前に当該学
生に周知している｡

家事手伝いを望むか否か

週末を一緒に過ごすことを
望むか否か

門限の有無と ｢有｣ の場合
の詳細情報

国内電話を掛けることの可
否

友人の訪問の可否

◎ 喫煙の可否
(注) 実際にはサマーコース生で喫煙する者はまれであるが､ 学生が喫煙する場合
は､ ｢否｣ の家庭に配置しない｡

受け入れる留学生に聞いて
おきたい事

事務局側の情報収集に関するもの

ホストファミリー募集をど
こで知ったか

(注) 広報活動の参考としている｡

大変よい よい ふつう あまりよくない よくない 無回答
回答者数 12人 13人 3人 3人 0人 0人



● ホスピタリティ

〈2005年度〉(有効回答者数28人)
● 立地

●ホスピタリティ

自由記述によるコメント (原文＝英文を和訳して抜粋)

・ホームステイによって日本語がかなり上達した｡

・立地以外はすばらしかった｡

・とてもよい経験ができた｡ 後半３週間だったが､ ６週間にすればよかった｡

・立地が大学から１時間以上と遠かった｡

・ホストファミリーとのコミュニケーションが難しいことがあった｡ 自分は日本語がわからず､ ホ

ストファミリーは英語ができなかった｡

⑦ホストファミリーに対して実施した終了後のアンケート結果

ホストファミリーを対象としたアンケートは､ 受入期間とコミュニケーションの状況を､ それぞれ

｢長い／ちょうどよい／短い｣ ｢とてもよい／よい／あまりよくない／全く取れなかった｣ の項目から

選択して回答してもらうようにしているが､ 例年､ 期間は適当､ 学生とのコミュニケーションもよく

取れたという回答が大部分を占めている｡ しかしながら､ 自由記述の欄ではホームステイ期間中の小

さなトラブル､ 困った事例､ 苦情が列挙されるケースもしばしば見受けられる｡ よくある事例として､

｢学生が友人やチューターとのつきあいを優先し､ 家庭内でコミュニケーションを図る時間が少ない｡｣

｢夕食の要不要を連絡しない｡｣ などがある｡ これらの情報は､ コース開始直後の学生向けオリエンテー

ションや､ チューターへの事前説明会においてフィードバックし､ 注意を喚起しており､ そのせいか

2006年度は例年に比べると､ ホストファミリーから寄せられるこの類のクレームが少なくなっている｡

なお､ 2006年度に関して言えば､ 来年度以降､ 再考を要する運営上の問題点が一点明らかになった

ので指摘しておきたい｡ 2006年度は全期間 (＝６週間) 受入可能なホストファミリーが不足し､ 苦肉

の策として５名の学生が前半３週間と後半３週間を異なる家庭にホームステイする変則的な配置方法

を採ったが､ このような形態は学生と後半のホストファミリーにやや精神的なプレッシャーがかかる

ようであった｡ 学生には､ はじめに馴染んだ家庭を離れがたく思うとともに環境の変化に対する不安

が昂じて､ 前半 (＝３週間) を過ごしたホストファミリーに対して滞在期間を６週間に延長できない

か打診する者も現れた｡ 一方､ 後半 (＝３週間) に学生を受け入れる家庭にも､ 前半に受入れを行っ

たホストファミリーのやり方を気にしながら､ 学生の満足度が下がらぬようにと必要以上に神経を遣
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大変よい よい ふつう あまりよくない よくない 無回答
回答者数 25人 4人 2人 0人 0人 0人

大変よい よい ふつう あまりよくない よくない 無回答
回答者数 7人 9人 6人 3人 1人 2人

大変よい よい ふつう あまりよくない よくない 無回答
回答者数 20人 4人 1人 0人 0人 3人



うケースが見られたのである｡

〈2006年度〉(有効回答数41家庭)
● 期間

●留学生とのコミュニケーション

2006年度ホストファミリーからの自由記述によるコメント (抜粋)

(費用に関すること)

・ホストファミリーへの謝礼金が多すぎるような気がする｡

・外食 (注：家族で一緒に外出した際の学生自身の食事代) は自己負担して欲しい｡

(コミュニケーションに関すること)

・パソコンをしてばかりで会話があまりなかった｡

・帰宅は極めて遅く､ 土日は友人やチューターとの遊びが優先され､ 交流はほとんどできなかった｡

チューターの役割にも疑問を持った｡

・知っている日本語を一生懸命使い､ 何とか相手にわかってもらおうと努力する留学生に､ 夫婦二

人､ 会話も途絶えがちな中に､ 忘れかけていた相手への言葉掛け､ 思いやり等を思い起こさせて

くれ､ とても新鮮な感じになった｡

・留学生は夜遅くまで勉強していたようだ｡ ホストファミリーとしては特別なイベントを考えがち

になるが､ 本人が今一番何をしたいか (家で休みたい､ 勉強したい など) をまず第一に考える

ことが大切だと思った｡

・チューターに助けられた｡ 九大生と交流できたのもよかった｡

(全期間ホームステイを希望した学生を前半３週間もしくは後半３週間で受け入れた家庭のコメント)

・前半受入だったが､ 学生から６週間居させて欲しいと言われて困った｡

・前半の受入家庭に何となく遠慮してしまった｡

〈2005年度〉(有効回答数22家庭)
● 期間

岡崎 智己・高原 芳枝・西原 暁子150

長 い ちょうどよい 短 い 無回答

６週間ホストファミリー 2 12 2 1

３週間ホストファミリー(前・後半) 3 20 1

とてもよい よい あまりよくない 全く取れなかった 無回答

６週間ホストファミリー 11 2 2 1 1

３週間ホストファミリー (前・後半) 13 10 1

長い ちょうどよい 短い

６週間ホストファミリー ０ ６ ３

後半３週間ホストファミリー １ 10 ２



● 留学生とのコミュニケーション

2005年度ホストファミリーからの自由記述によるコメント(抜粋)

(費用に関すること)

・週末に学生を連れ出して観光に行くのは楽しいが費用面が負担になる｡

・経済的負担が大きいので泊まりがけの旅行は連れて行けなかったが､ 他のファミリーではやって

いた｡ 日本の家庭を体験するというホームステイの基本重視でゆきたいが､ 学生同士の情報交換

が活発なので､ 受入れファミリーによって学生に対する対応・待遇の違いが不満や誤解を招かな

いか､ こわい｡

・観光に友達を連れて行きたいなど､ 要求が多かった｡ いやな思いをさせたくないのですべて��
した｡

・観光地でのチケット代や交通費は留学生が自分で出してほしかった｡ 事前に自分で出してと伝え

ておいたが､ 出してくれなかった｡

・帰りに空港でお金が足りないと言い出し､ 受入れた学生に急遽１万円貸した｡ (帰国後に郵送に

て返却)

(コミュニケーションに関すること)

・毎晩帰宅が遅く､ 夕食を一緒にとる機会はあまりなかった｡

・帰りが遅くなっても連絡しない｡ 注意してもだめだった｡

(その他)

・節電や節約の観念が無く､ 注意しても直らなかった｡

・食べ残しが多く､ 気になった｡ 日本語の授業で日本式のエチケットについて取り上げてもらえる

と有り難い｡

⑧トラブルの傾向と要因､ 並びに今後の対策

学生がホームステイを途中で辞めたいと申し出たり､ ホストファミリーが学生の扱いに苦慮して相

談してくるケースがあり､ その結果ホームステイを中途で切り上げるという事態も毎年若干ながら発

生している｡ 持ち込まれるトラブルの傾向には､ 大きく分けて次の２つが挙げられる｡

１. 学生が新しい環境やホストファミリー宅での生活習慣に適応できない｡

２. ホストファミリーと学生との間に感情的な溝が生じる｡

学生にとっては環境・習慣への不適応のみが問題で､ ホストファミリーとの人間関係には問題の無

いケースもあるが､ 環境・習慣への不適応から感情的な問題に発展し､ 関係修復が困難となることも

ある｡

いずれの場合も､ 学生とホストファミリーの双方から詳しく事情を聞き､ ｢学生の勉学､ 日常生活
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とてもよい よい あまりよくない 全く取れなかった

６週間ホストファミリー ６ ２ １ ０

後半３週間ホストファミリー ４ ８ １ ０



に支障が出る｣ ｢学生､ ホストファミリーの双方､ もしくはいずれか一方に精神的負担が大きい｣ と

判断された場合は､ ホームステイを中断している｡

これらトラブルの要因としては､ これまでの事例から総合すると次のようなことが考えられる｡

・学生に社会性､ 協調性が不足している｡

・学生とホストファミリーが性格的に合わない｡

・学生､ ホストファミリーともに遠慮して言いたいことを伝えられないなど､ 双方のコミュニケ

ーションに何らかの問題がある｡

・ホストファミリー側の期待が過剰で学生の精神的負担となっている｡

このうち､ ｢学生の社会性､ 協調性の不足｣ が一因となっているケースが最も多く､ ホームステイ

に対する心構えを学生にしっかり持たせる､ もしくは何の考慮も無しに安易に学生がホームステイプ

ログラムを選択しないような仕組みが必要であると考えられる｡ アンケートでホストファミリーから

寄せられるコメントに ｢友人とのつきあいを優先して､ 家庭での交流が少ない｡｣ ｢ホームステイを安

価なアパート代わりにしている｣ といった､ 学生のホームステイに対する考え方を疑問に思う声が混

じることからも､ 学生がホームステイプログラムを選択する際､ ホームステイをするに当たっての自

覚を持つようにしむける必要が感じられる｡ そこで､ 来年度以降は､ サマーコース参加者が決定した

後､ 宿舎・ホームステイの選択を照会する際に､ ホストファミリーが学生に求める事柄について具体

的事例を挙げて伝えるとともに､ ｢ホームステイは単なる宿舎の選択肢のひとつではなく､ 日本人ファ

ミリーとの交流プログラムであること｣､ ｢ホストファミリーは友好的かつ有意義な交流を目的として

留学生を受け入れるのである｣ ことを前もって十分に自覚してもらえるよう工夫を施してゆきたい｡

６. ATWプログラム／九州大学サマーコースに対する評価と今後の課題

参加者によるプログラム評価 (2005年度・2006年度)

・｢アジア研究コース｣ について (有効回答者数：2005年度23人；2006年度33人)

・｢実験実習コース｣ について (有効回答者数： 2005年度５人；2006年度１人)

・｢日本語コース｣ について (有効回答者数： 2006年度34人；2005年度は調査していない)

岡崎 智己・高原 芳枝・西原 暁子152

大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 2005年度 6人 13人 3人 1人 0人

回答者数 2006年度 14人 18人 １人 0人 0人

大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 2005年度 2人 3人 0人 0人 0人

回答者数 2006年度 １人 0人 0人 0人 0人

大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 2005年度 － － － － －

回答者数 2006年度 12人 17人 5人 0人 0人



・｢日本語クラス｣ と ｢アジア研究コース｣ あるいは ｢実験実習コース｣ とのバランスについて

(有効回答者数： 2005年度24人；2006年度34人)

・プログラムの総合的な評価 (有効回答者数：2005年度24人；2006年度34人)

全体的に見て､ 日本語コースとアジア研究コース／実験実習コースを組み合わせたカリキュラムに

ついては､ 大半の参加者はよいと評価している｡ 日本語学習のみのプログラムにすべき､ あるいは日

本語クラスの比重を大きくすべき､ という意見を持つ参加者もいるが､ 少数である｡ アジア研究コー

スや実験実習コースをＡＴＷプログラムの魅力とする意見が毎年あることから､ こうした英語で講義

の行われる専門科目の質を保証するために､ 今後も努力していかなければならないと考える｡

カリキュラムに関して､ 参加者から出るマイナス評価の要素はほとんどが学習量 (時間) に関する

ものである｡ 2005年度のアジア研究コースの場合､ いくつかの科目は､ その日の講義を受講する前に

読んでおく資料が多いなど､ 授業時間以外に予習に費やす時間を多く要求するものであった｡ アジア

研究コースの他に､ 日本語コースでも毎日課題が出されており､ 参加者たちは､ ホストファミリーや

友人と自由に過ごす時間を削って､ 宿題に追われるということになり､ 2005年度プログラムの評価で

は､ この点を不満とする意見がかなり出された｡

この反省から､ 2006年度は､ 授業以外の学習量が過重にならないよう､ 各授業の担当教員に協力い

ただいたので､ 前年のような不満は聞かれなくなった｡ しかし､ 担当教員の都合でプログラム開始直

前に時間割を変更し､ 本来ならアジア研究コースは期間を通して､ 毎日午後１コマの時間割で組んで

いたものが､ １日に２コマとする週を何週か設けざるを得なくなったため､ これらの週は､ 午後２コ

マのアジア研究コースに加え午前中は３コマの日本語クラスを受講するという､ 参加者にとっては部

分的とはいえ､ 極めて負担のかかる時間割となってしまった｡ 反面､ それ以外の週は午前か午後のど

ちらかは授業がないということになり､ かなり変則的な時間割となったことで､ プログラム全体とし

て時間割のバランスが悪いという印象を持つ学生もいたようである｡

また､ 総合評価に関し､ 学生チューター制度とホームステイプログラムにより､ サマーコース参加

者が同年代の日本人学生､ あるいは幅広い世代を含む日本人ファミリーとの交流から多くのものを得

たことを高評価の理由に挙げているケースが多かった｡ 先に触れたように､ 学生チューター制度もホー

ムステイプログラムも､ ともにその募集や配置に時間と手間がかかり､ 準備をする側にはいろいろと

苦労が多いのであるが､ コース参加者の満足度が､ その苦労に報いてくれているようでうれしく思う｡

過去２年間におけるＡＴＷプログラムの参加者による総合評価は､ まずます合格点と言っていいで

あろう｡ 今後ともこうした評価が参加者から得られるよう､ プログラムの企画､ 運営に鋭意努力して

いきたい｡
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大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 2005年度 5人 4人 5人 3人 0人

回答者数 2006年度 15人 14人 5人 0人 0人

大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 2005年度 10人 13人 1人 0人 0人

回答者数 2006年度 28人 6人 0人 0人 0人
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留学生指導部門の中心的な活動は､ ｢相談活動｣ である｡ 異文化に暮らす留学生 (あるいはその家

族) にとって､ 日本社会は必ずしも住みやすい社会とは言えない｡ 日本語は難しいし､ 文化的習慣を

理解することも､ 良い人間関係を作ることもたやすくはない｡ そのような彼らの言葉に耳を傾けなが

ら､ 留学生が抱える問題をどうすれば解決できるのか､ 一緒に考えていくことが我々の仕事である｡

また､ 教職員・日本人学生も留学生と接する中でカルチャーショックを経験する｡ 留学生から相談

を受けてどう対応して良いかわからない場面も出てくる｡ そこで､ 指導部門は､ 教職員や日本人学生

に対してもコンサルテーションという形で相談を行っている｡

ところで､ 九州大学伊都キャンパス (新キャンパス) が2005年10月より一部開校した｡ これに伴い､

指導部門も伊都キャンパスにて巡回相談を開始した｡ 相談場所は箱崎キャンパス､ 六本松キャンパス､

伊都キャンパスの３カ所となった｡ さらに､ 九州大学には２つの国際交流会館 (宿舎) があるが､ 指

導部門の教員は ｢留学生主事｣ として相談室を開き､ 居住する留学生が持つ諸問題に対応している｡

九州大学には1,103名 (2005年５月１日現在) の留学生が在籍している｡ それに対して指導部門の

教員はわずかに３名である｡ 留学生一人一人に対応することには限界がある｡ また､ 問題が発生した

後に相談を受けるよりも､ 問題自体が起こることを防ぐ予防的アプローチが効果的な場合も多い｡ そ

れが ｢予防的・教育的活動｣ である｡ 留学生や留学生を担当するチューターに対してオリエンテーショ

ンを行い､ 学生団体やボランティア団体､ 地域の交流団体と連携を取りながら､ 留学生の支援ネット

ワークを拡げている｡

さらに､ ｢授業｣ として､ 学部留学生および留学生センターに所属する留学生に対して ｢日本事情｣

等を開講している｡ また大学院においても､ 国際交流領域での活動を希望する学生 (日本人と留学生)

に対して専門的な教育を行っている｡

また､ 留学政策や留学生の適応問題などに関する研究を行うと共に､ 国際教育に関する社会団体等

で委員や講師を引き受けている｡

175������ ��������������������九州大学留学生センター紀要, 2006, 第15号, 175－186���������������������������������������������
2006����15�175�186

(編集：高 松 里)

１. はじめに

�九州大学留学生センター教授��九州大学留学生センター助教授

スカリー 悦 子�
白 � 悟��
高 松 里��



2005年３月で留学生指導部門教授の森山日出夫が定年退職となった｡ ５月からはスカリー悦子が教

授として就任した｡

２. 相談活動

(1) 相談室および担当者

九州大学は､ 箱崎キャンパス､ 病院(馬出) キャンパス､ 筑紫キャンパス､ 六本松キャンパス､ 大

橋キャンパス (元芸術工科大学)､ 別府キャンパスに分散している｡ 2005年10月からはさらに伊都キャ

ンパスが開校した｡

留学生センターは､ センターのある箱崎キャンパス､ 全学教育が行われている六本松キャンパスで

相談室を開いてきた｡ 2005年10月から伊都キャンパスにおいても相談室 (巡回相談､ 週２回) を開設

した｡ 将来的には伊都キャンパスに大部分が移転することになっており､ 伊都キャンパスの留学生数

も徐々に増えていく｡

また､ 留学生宿舎として､ 従来から九州大学国際交流会館(東区香椎浜､ 270室)があったが､ 2003

年に九州芸術工科大学と九州大学は統合し､ 博多区井尻の国際交流会館 (90室) の留学生も､ 留学生

センターの支援対象に加わった｡ ただし､ 相談室は香椎浜の会館のみに設置されている｡

以上のように､ 2005年度は､ ３人の教員がそれぞれ分担して､ ３つのキャンパスと１つの会館 (宿

舎) の相談室を担当した｡

(2) 来談状況

相談室における相談件数は表１の通りである｡ ここでいう相談件数には､ 数分で済むような簡単な

情報提供は含まれていない｡

相談件数は525件(延べ数) となり､ 昨年度 (2004年度) の409件よりも多い｡ これは2004年度まで

は森山(主に会館で相談を受けていた) の相談件数は含まれていなかったが､ 今回からスカリーの相

談件数もカウントしているためである｡

｢留学生からの相談｣ で最も件数が多いのは ｢宿舎問題｣ で63件あるが､ これは会館での相談が大

部分である｡ ｢精神的不安定｣ も多いが､ 人間関係のストレスから来る相談が多かった｡ その他､ 様々

な相談が留学生から寄せられた｡ ｢宗教的問題｣ の多くはイスラム教関係であり､ お祈りの場所の確

保などの相談が多かった｡

｢その他の外国人からの相談｣ とは､ 九州大学の留学生ではないが､ これから九州大学を受験する

外国人や､ 訪問研究員などの数である｡

｢日本人からの相談｣ の大部分は､ 留学生と関係のある相談である｡ 例えば､ 九州大学国際親善会

の学生が新たに留学生支援活動を始めたいというものが多かった｡ また､ 自分の研究室の留学生が精

神的な問題を持っているのだがどうしたら良いかというような相談が指導教員から寄せられることも

あった (これはコンサルテーションと呼ばれる)｡ また､ 外部の人 (国際交流関係団体､ 警察､ マス

コミ等) からの情報提供依頼やイベントの講師依頼なども多かった｡
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(1) オリエンテーション

例年通り､ ４月と10月に､ ｢新入留学生オリエンテーション｣ および ｢チューターオリエンテーショ

ン｣(留学生課主催)が箱崎キャンパスで行われ､ 指導部門教員は適応問題等についての講演を行った｡

また2005年度から新たに､ 六本松キャンパスでも ｢新入留学生オリエンテーション｣ (学部学生向

け) を開始した｡ これは､ 従来行われてきたオリエンテーションは箱崎キャンパスで行われるため､

六本松キャンパスの新入生はほとんど参加できなかった｡ それを改善するため､ 六本松キャンパス学

生係と留学生センター (高松) が話し合い､ 新たに企画したものである｡ この新入生オリエンテーショ

ンは､ チューターオリエンテーションを兼ねており､ 留学生とそのチューターも一緒に参加したこと

が特徴である｡

(2) チューター制度の改善

学部１年生に入ってくる新入留学生の場合､ チューターが最も必要なのは､ 入学直後の数週間であ

る｡ しかし､ この時期にチューターを捜すことは非常に難しい｡ 偶然に隣に座ったクラスメートなど

に ｢チューターをお願いできますか？｣ と聞くことになるのだが､ そもそも ｢チューターとは何か？｣

ということを日本人学生はほとんど知らない｡ クラスの様子がわかって､ ようやく頼むとしても５月
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表１ 2005年度相談件数

件 数

修 学
入学・進学関係 10
教育制度・内容 29
進路相談 23

生 活

法律的問題 13
経済的問題 10
宗教的問題 21
宿舎問題 63
生活問題 33
事故病気等 11
渡日・滞日許可 0
人間関係 22
子弟の教育問題 2
帰国準備 11
精神的不安定 46
国保・一般保険 0

その他
各留学生会 14
その他分類不可 48

小計 356

留学生からの相談

学 生
留学生とのトラブル 0
国際親善会関係 19
その他 15

教職員

入進学 4
奨学金 0
日本語関係 1
その他 24

外 部

情報・コメント 33
イベント・講師依頼 28
入進学 0
苦情 0
その他 38

小計 162
総計 525

日本人からの相談

３. 予防的・教育的活動

その他の外国人からの相談

件 数
入進学 1
その他 6

小計 7



になってしまうということが非常に多かった｡

そこで､ 六本松キャンパス学生係､ 留学生センター(高松)､ 学生サークルである九州大学国際親善

会の三者で何度も打ち合わせを行い､ 2005年４月からチューター斡旋を行うことにした｡ 具体的には､

国際親善会の学生が留学生控え室で待機し､ 入学手続き (三月) に来る新入生に対して､ チューター

制度について説明した｡ また､ 留学生の履修説明会などの機会に､ チューターの斡旋を行うことを話

し､ 希望があるかどうか確認した｡ 日本人学生に対しては､ 学内に掲示を貼り出すと共に､ ｢日本事

情｣ ｢世界の中の日本Ⅰ｣ の授業終了後に､ チューター制度について説明しチューター希望を募った｡

その結果､ 斡旋を希望する留学生は20名､ チューターに応募した日本人は68名となり､ 選考を行っ

た｡ その後､ 斡旋を希望する留学生がさらに増えたため､ 結果的には20数名の斡旋を行うことができ

た｡

さらに上述したように､ 留学生とチューター両方を対象とするオリエンテーションを新たに企画し

実施した｡

(3) 初期適応支援 (４月と10月)

来日したばかりの留学生の多くは､ 国際交流会館に入居する｡

24時間以上かけて来日する留学生もおり､ 疲れ切って会館に到着する｡ 巨大な荷物を数個持ってく

ることがよくあり､ 荷物を部屋に運ぶだけでも重労働である｡ また食事をし､ 寝具 (会館には備え付

けの布団や枕はない) を確保しなくてはならない｡ さらに 母国に連絡をしたいが国際電話やインター

ネットはどこで使えるのか､ 指導教員と会いたいが大学までどうやって行ったらいいのか､ など着い

たばかりでまだ言葉もよくわからない留学生にとって､ やらなければならないことは多い｡

新入留学生への支援活動は､ 1993年から開始したものだが､ 現在では九州大学国際親善会の学生が

シフトを組んで､ 最初の1週間､ 毎日朝から夕方まで受付カウンターを作って対応している｡

その他､ ｢キャンパスツアー｣ や ｢天神 (市内中心部) ツアー｣ なども実施し､ 留学生が適応しや

すいように支援している｡ 初期適応支援は主に高松が担当した｡

①前期

・４月１日 (金) ～８日 (金)：新入館生への支援 (香椎浜会館)｡ 九州大学国際親善会の学生に協

力してもらい､ 入館書類の書き方・部屋の使い方などを説明｡

・４月７日(木)：日本語研修コースへの会館オリエンテーション (香椎浜)

・４月８日(金)：日本語研修コース学生を東区役所まで引率 (香椎浜→東区)

履修説明会 (六本松､ 日本語教育部門および白�・高松)
日本語研修生キャンパスツアー (箱崎)

井尻会館サポーターとの打ち合わせ､ その後､ 井尻会館新入生歓迎会

・４月９日(土)：香椎浜会館オリエンテーション｡ その後､ 香椎浜会館新入生歓迎会

・４月10日(日)：香椎浜会館 ｢天神ツアー｣ (そら主催)

・４月14日(木)：初期適応支援活動の反省会 (分室､ 九親会・そら約30名)
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②後期

・９月29日(木)30日(金)：���学生およびそのチューターへの支援
・10月１日(土)：支援者対象のオリエンテーション

・10月１日(土)～５日(水)：新入生への支援(書類の書き方､会館の使い方､その他の質問に答える)

・10月６日(木)：キャンパスツアー (日本語研修生､ 日本語日本文化研修生､ 日韓共同理工系学部

留学生予備教育生)

・10月11日(火)：チューターオリエンテーションおよび新入生オリエンテーション(高松・スカリー)

・10月13日(木)：初期適応支援活動の反省会

・10月13日(木)：井尻会館オリエンテーション｡ その後､ 井尻会館新入生歓迎会 (スカリー)

・10月14日(金)：香椎浜会館オリエンテーション｡ その後､ 香椎浜会館新入生歓迎会 (スカリー)

(4) 学生団体に対する顧問としての指導・助言

留学生指導部門の教員は以下のような留学生交流関係の学生サークルの顧問となっている｡ 様々な

活動や要望に対して助言を行った｡

①九州大学留学生会 (�����������������������������������������������)
九大に所属する全留学生を代表する会である｡ 大橋キャンパス (旧九州芸術工科大学) の留学生会

とも､ 2004年から話し合いが続けられ､ 九州大学留学生会の支部となった｡

活動としては､ ４月に ｢スポンサーミーティング｣ (地域交流団体との年間行事打ち合わせ) を行

い､ バスハイク､ スポーツ大会､ 年末の国際親善パーティなどを実施した｡

②九州大学ムスリム学生会(���������������������������� ������������������)
ムスリム学生会は､ 年２回程度､ ｢イスラムセミナー｣ を学内で実施し､ 日本人教職員や学生に対

して､ イスラムについての理解を促進しようとしている｡ 指導部門教員は､ セミナーで挨拶を行った

り､ 会場の確保などについて支援した｡

また､ 10月に起きた ｢パキスタン地震｣ に対して､ 九州大学国際親善会の学生と協力して､ 市中心

部で募金活動を行った｡ 指導部門教員を含めて何度も会合を行った｡

③九州大学国際親善会 (��������������������������������������������������������)
毎年の活動としては､ ２月の ｢受験生案内｣､ ４月と10月の ｢新入留学生支援｣､ ５月に行われるシ

ンガポール大学との交換プログラムの ｢����������������｣､ 11月の ｢九大祭への出店｣､ 毎

週木曜日の ｢コーヒーアワー｣ などである｡

また､ ピア・サポートして ｢お悩み解決隊｣ を開始し､ 毎日昼休み時間に､ 留学生センター内でカ

ウンターを作り､ 留学生からの質問を受けるようになった｡

さらに､ 学部 (六本松地区) において､ 新入留学生に日本人チューターを斡旋するシステムを､ 留

学生センター教員と学生サービス係職員と連携して実施した｡ (九州大学国際親善会の活動の詳細は､

高松2006を参照)｡
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(5) ボランティア団体への指導・助言

① ｢福岡フレンドリークラブ｣ の活動への助言と講義

九州大学には家族同伴の留学生が約300人いる｡ 300人近くの夫人たちやその子どもたちの生活支援

が大きな課題になっている｡ 福岡フレンドリークラブは地域の日本夫人で構成される団体であり､ 九

州大学教員の夫人も参加している｡ 留学生夫人との交流と支援を目的に､ 毎週水曜日に留学生センター

分室にて活動している｡

活動は､ 留学生夫人向けの日本語授業 (12：30～14：20) および交流会 (14：30～16：30) である｡

これらの活動を通じて親しくなった留学生夫人たちの生活上の相談にも応じている｡ 毎年１回､ ボラ

ンティア育成講座として指導部門教員 (白�) が講義を行っている｡
② ｢九州大学留学生サポートネットワーク＜そら＞｣ の活動への指導助言

〈そら〉は､ 社会人を中心としているが､ 他大学の学生も参加しているボランティア団体である｡

主な活動としては､ 従来から日本語会話パートナーを個別で行っていたが､ 2005年度は井尻国際交流

会館において日本語クラスを運営するようになった｡ その他､ 引っ越しや運搬の手伝い､ イベントの

企画などを行っている｡ 毎年８月に新人募集を行い､ ９月に説明会と研修会を行い､ 10月からの新入

生支援に向けて準備を行った｡

年１回の総会の他､ 月１回の定例会 (木曜日午後７時～８時半)､ 作業ミーティング (その他の木

曜日午後７時～８時半) を､ 留学生センター分室にて行っている｡ これらのミーティングには毎回高

松が出席している｡

(6) 地域との交流活動の推進

・４月10日(日)：梅の植樹祭 (留学生会､ 天神スタンプ､ 太宰府天満宮､ 白�)
・６月７日(火)：天神スタンプ社とのハンコ贈呈ボランティアについて打ち合わせ

(白�､ �����)
・６月13日(月)：フレンドシップ・フォース (ホームスティ団体) との会合 (白�)
・６月20日(月)：福岡県国際交流センターとホームスティ・プログラムについて打ち合わせ(白�)
・10月30日(日)：国際親善料理交歓会 (白�､ 中村学園大学､ 留学生150人)
４. 国際交流会館における主事活動 (������������)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������
① �������������������������������������������������������������������������������� ����������

スカリー悦子・白� 悟・高松 里180



���������������������������������������������������������(�����������������������������������������������������������������) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2006 ������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
② ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
③ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������
(������������)

５. 授業

本年度は､ 学部 (全学教育) 8コマ､ 大学院3コマ､ 留学生センター1コマを担当した｡ その他､ 1回

のみ担当した授業などもある｡

(1) 学部課程における授業

[前期]

｢日本事情｣ を２コマ､ ｢留学生交流論｣ １コマ開講し､ ｢大学とは何か｣ を１回行った｡

｢世界の中の日本Ⅰ｣ は､ 2004年度から始まった留学生センター専任教員と兼任教員の合同で行う

リレー式授業である｡

第１回～３回：高松里 ｢留学生とは何か？異文化とは何か？｣

第４回～６回：土居克実 ｢生物多様性－日本と世界の違いとその理由｣

第７回～８回：梶村好宏 ｢日本の核融合への挑戦｣

第９回～10回：寺本憲功 ｢食習慣と健康維持｣

第11回～13回：古屋忠彦 ｢日本人が食べてきたもの｣

[後期]

｢日本事情｣ を１コマ､ ｢日本語｣ を２コマ開講した｡

｢世界の中の日本Ⅱ｣ の授業内容は以下の通りである｡

第１回：白�悟 ｢講義の目的｣
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表２ 担当授業 (2005年度)

前 期 後 期

学 部

｢日本事情 (高年次)｣ (火１限､ 白�)
｢日本事情｣ (水４限､ 高松)
｢世界の中の日本Ⅰ｣ (火３限､ 高松他)
｢留学生交流論｣ (金１限､ 白�)
｢大学とは何か｣ (水４限､ １回､ 白�) ｢日本事情｣ (水４限､ 高松)｢世界の中の日本Ⅱ｣ (月４限､ 白�他)

｢日本語｣ (月１限・２限､ スカリー)

大学院 ｢留学生教育政策論｣ (金６限､ 白�) ｢異文化適応論｣ (集中､ 高松)
｢留学生アドバイジング論｣ (集中､ 白�)

留学生センター
日本語研修コース ｢日本事情｣ (１回､
高松)

日本語研修コース ｢日本事情｣ (１回､
高松)
日韓共同理工系学部留学生予備教育
｢日本事情｣ (火３限､ スカリー・高松)



第２回～３回：白�悟 ｢日本文化の課題｣
第４回～５回：八谷まち子 ｢グローバリゼーションの課題｣

第６回～７回：米光靖 ｢伝統的地場産業の世界との関わり｣

第８回～９回：松隈浩之 ｢デザイン論｣

第10回：中西恒夫 ｢コンピューターと数学の知識｣

第11回：中西恒夫 ｢日本語と情報・通信：日本語情報処理｣

第12回：中西恒夫 ｢日本語と情報・通信：多国語情報処理｣

第13回：白�悟 ｢課題演習｣
(2) 大学院における授業

前期に､ ｢留学生教育政策論 (白�)｣､ 後期に ｢異文化適応論 (高松)｣ ｢留学生アドバイジング論

(白�)｣ を開講した｡
(3) 留学生センターにおける授業

日本語研修コース (半年間集中日本語) の学生に対して､ 前期と後期に１回づつ､ ｢日本事情｣ を

行った (高松)｡ この授業は､ 日本人学生をゲストとして招き､ 実際に話をしてもらうというもので

ある｡

日韓共同理工系学部留学生予備教育の学生 (７人) に対して､ 後期に週１回の ｢日本事情｣ を開講

した｡ 日本の文化・習慣およびカルチャーショックについての講義､ 日本人学生を交えて入学後の生

活について話し合う時間などを作った(高松､ スカリー)｡

６. 研究活動

(1) 著書論文

白�悟 ｢留学生に対する経済支援について考える｣ 『留学交流』 ����17����7�2005年�8�11頁
白�悟 (共著) 文部科学省科学研究費補助金 (基盤研究�)､ 平成15・16年度調査報告 『アジア太平

洋諸国の留学生受け入れ政策と中国の動向』 2005年７月､ 全345頁

白�悟 ｢留学生与日本人交流的意義与実践｣ (中文)､ 中国高等学校外国留学生教育管理学会編 『中国・
日本外国留学生教育学術研討会論文集』 北京語言大学出版社､ 2005年７月､ 221�230頁

白�悟 (共著) ｢留学生と取り組む国際理解教育の可能性｣ (独) 日本学生支援機構編 『国際シンポジ

ウム報告書：｢グローカル｣ をめざした留学生と地域との交流』 2006年１月､ 90�105頁
白�悟・高松里 ｢2004年度九州大学留学生センター留学生指導部門報告｣､ 九州大学留学生センター

紀要､ ���14､ 2006年２月
高松里 ｢異国での日々－留学生相談の日常｣､ 臨床心理学����5����5､ 2005年､ 726�728頁
高松里 ｢多文化間エンカウンター・グループ｣､ 伊藤義美編 『パーソンセンタード・エンカウンター

グループ』 ナカニシヤ出版､ 2005年10月､ 148�162頁
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高松里他 ｢日本における多文化エンカウンター・グループの試み｣､ 松本剛・畠瀬直子・野島一彦編

著 『エンカウンター・グループと国際交流』 ナカニシヤ出版､ 2005年10月､ 97�127頁
高松里 『日本に住む外国人留学生���』 解放出版 2005年12月

高松里 『留学生と友達になりたい日本人学生のための留学生超入門2006年版』 九州大学留学生センター､

2006年３月

(2) 科研費助成研究

平成15・16・17年度文部科学省科研 ｢日米豪における留学交流戦略の実態分析と中国の動向｣ (白�､ 研究分担者)
平成16・17・18年度文部科学省科研 ｢異文化間教育の横断的研究｣ (白�､ 研究分担者)
(3) 学会活動

・５月27日(金)～29日(日)：異文化間教育学会 理事会＆研究発表 (明治学院大学､ 白�)
・６月１日(水)：日本人間性心理学会大会準備委員会 (九大､ 高松)

・６月25日(土)：日本人間性心理学会大会準備委員会 (九大､ 高松)

・９月17日(土)：日本人間性心理学会準備委員会 (九大､ 高松)

・９月23日～25日：日本人間性心理学会大会 (九大､ 高松)

・３月12日～20日：日米国比較・国際教育学会 (白�)
(4) 研究会活動

・毎月１回 (金曜日19：00～21：00)：多文化間カウンセリング研究会 (九大､ 主催：高松)

・９月10日(土)11日(日)：｢サポートグループセミナー｣ (福岡市､ 主催：高松)

７. 社会連携

(1) 社会団体関係

[2005年]

・４月27日(水)：福岡アジア留学生里親奨学金運営委員会 (白�)
・５月12日(木)：四大都市圏アジア交流推進事業国際教育研究会 (福岡県庁､ 白�)
・５月16日(月)：国際教育クリエーションズとのボランティア研修会打ち合わせ (白�)
・５月18日(水)：ＪＡＦＳＡ国際教育交流協議会理事会 (白�)
・５月20日(金)：国際教育クリエーションズとのボランティア研修会打ち合わせ (白�)
・５月26日(木)：九州留学生問題フォーラム理事会 (商工会議所ビル､ 白�)
・５月29日(日)：福岡帰国留学生交流会総会 (福岡学生交流会館､ 白�)
・６月１日(水)：国際教育クリエーションズとの打ち合わせ (白�)
・６月２日(木)：東警察署協議会 (白�)
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・６月15日(水)：九州留学生問題フォーラム事務局会議 (人環､ 白�)
・６月25・26日(土､ 日)：科研会議 (一橋大学､ 白�)
・７月６日(水)：第４大都市圏アジア交流推進事業・国際教育研究会 (県庁､ 白�)
・７月19日(火)：九大会懇談会 (リーセントホテル､ 白�)
・７月21日(木)：科研会議 ｢日米豪の留学交流戦略の実態分析と中国の動向｣ (日本大学､ 白�)
・７月28日(木)：九州留学生問題フォーラム・広報委員会 (白�､ 高松)
・７月28日(木)：東警察署協議会 (東警察署､ 白�)
・８月６､ ７日(土､ 日)：科研会議 ｢異文化間教育の横断的研究｣ (京都､ 白�)
・９月25日(日)：留学生のための合同就職説明会 (白�)
・９月29日(木)：東警察署協議会 (白�)
・10月８・９日(土・日)：科研会議 (一橋大学､ 白�)
・10月14日(金)：国際教育クリエーションズ会合 (白�)
・11月５日(土)：九州留学生問題フォーラム理事会・講演会 (白�､ 天神ビル)
・11月11日(金)：国際教育クリエーションズとの打ち合わせ (白�､ 九大)
・11月21日(月)：福岡帰国留学生交流会会議 (白�､ 九大)
・11月26日・27日(土・日)：科研会議 (九大､ 白�)
・12月９日(金)：東警察署協議会 (委員､ 白�)
・12月12日(月)：科研会議 (九大､ 白�)
・12月14日(水)：国際教育クリエーションズと打ち合わせ (白�)

[2006年]

・１月７～９日(土～月)：人間関係研究会ミーティング (那覇､ 高松)

・２月４日(土)：福岡帰国留学生交流会総会 (白�)
・２月11～12日(土・日)：科研会議 (一橋大学・白�)
・２月16日(木)：東警察署協議会 (白�)
・２月21日(火)：西区 ｢杉能舎｣ 訪問：交流活動等について事情聴取 (白�)
・２月22日(水)：国際教育クリエーションズとの打ち合わせ (白�)
・３月23日(木)：九州留学生問題フォーラム (白�)
(2) 講演・研修会など

[2005年]

・４月２日(日)：福岡大学にて講演 ｢異文化ストレスとそのつきあい方｣ (福岡､ 高松)

・４月16日(土)～17日(日)：佼成カウンセリング研究所にて講演 (東京､ 高松)

・５月23日(月)：講演 ｢中国の社会と教育｣ (東警察署､ 白�)
・６月４日(土)５日(日)：佼成カウンセリング研究所にて講演 (東京､ 高松)

・７月22～24日(金～日)：�����国際教育交流協議会サマーセミナー (日本大学研修所､ 白�)
基調講演 ｢アジア太平洋諸国の留学交流戦略｣ 研修担当講師 ｢留学生アドバイジング｣
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・７月30､ 31日(土日)：市民講座 ｢留学生支援を考える｣ 講師 (大濠セミナーハウス､ 白�､ 高松)
・８月３日(水)：佐賀大学看護学科にて講演(佐賀､ 高松)

・８月20・21日(土・日)：佼成カウンセリング研究所にて講演 (大阪､ 高松)

・８月27～30日(土～火)：上勝ワークショップ (徳島県､ 高松)

・８月28日(日)：立命館アジア太平洋大学職員研修講師 (別府､ 白�)
・11月３日(木､ 祝)：｢留学生と福岡市民との相互理解を深めるシンポジウム (社団法人福岡青年

会議所主催)｣ (シンポジストとして参加､ 高松､)

・11月19日(土)20日(日)：国際教育クリエーションズ主催 ｢秋期市民セミナー｣ にて講演 (福岡市､

白�・高松)
・12月４日：ロータリー米山奨学会にて講演 (福岡､ 高松)

・12月７日：ボランティア育成講座 講義 ｢ボランティア人生－組織と活動を見直す｣ (九大､ 白�)
・12月23日～27日：｢福岡人間関係研究会ワークショップ｣ スタッフ (大分､ 高松)

[2006年]

・２月４日(土)５日(日)：臨床心理士会全国研修会出席 (那覇､ 高松)

・３月１日(水)～３日(金)：｢香川大学グループ・セミナー｣ 講師 (香川､ 高松)

・３月24日(金)～28日(火)：｢多文化間相互理解ワークショップ｣ スタッフ (奈良､ 高松)

(3) 学外からの来訪者

[2006年]

・２月15日(水)：九州経済産業局・九州アジアリンク担当者来訪 (白�)
・３月２日(木)：太宰府天満宮崇敬会 ｢留学生観桜会｣ の件で来訪 (白�)

【引用文献】

高松里 ｢国際交流学生サークル活動への教育的サポート－ ｢九州大学国際親善会｣ の活動と会への支援｣ 九州大学留学

生センター紀要第15号､ 67�74､ 2006年
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